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「風俗営業等に関する小委員会」

..'発行人

参院

アミ ューズメ ント通信柱

ロ写

新
風
営
法
(
風
俗
営
業
等

の
規
制
放
び
業
務
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
)
に
伴
な

う
全
国
四
十
七
都
道
附
県
の

「
施
行
条
例
」
が
そ
れ
ぞ
れ

ト
二
月
中
に
可
決
成
立
し
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
附
和
五
十

九
年
中
に
公
布
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
税
行
法

(風
俗
営
業
等
取
締
法
)
他

行
条
例
の
故
冗
と
い
う
形
を

と
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

新
胤
営
法
肉
体
が
こ
村
ま
で

の
粂
例
名
唄
を
大
幅
に・
収
り

発行所

• 、

でさらに活発な討論

参
院

・
地
方
行
政
委
員
会

「
風
俗
営
業
等
に
関
す
る
小

委
以
会
」(
岩
卜
一
二
郎
委
民
長
・

自
民
)
の
第
二
凶
会
A
H
が
卜

一一月
卜
三
日
に
削
か
れ
、
心

打
wm氏
(
社
会
)
か
ら
抗
二

次
立
川
荒
川
が
提
山
さ
れ
る
な

ど
活
発
な
謎
必
が
展
開
さ
れ

た
。
抗
-
一同
会
A
N
は
、
じ
に
新

胤
常
法
に
法
づ
く
同
家
公
安

委
口
会
川
崎
川
と
総
理
府
ん
げ
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「
考
え

万
」
を
惣
察
庁
が
委
員
会
に

諦
る
と
い
う
形
式
で
進
め
ら

れ
た
が
、
志
苫
氏
に
代
表
さ

れ
る
小
委
員
会
側
は

「
ゲ
ー

ム
機
の
規
制
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
引
続
き
検
討
す
る
」

と
の
地
行
委
員
会
決
議
の
も

と
で
、
「
八
号
営
業
の
対
象

と
な
る
遊
技
設
備
」
に
つ
い

て
は
符
祭
庁
と
主
張
が
対
立

し
た
ま
ま
で
、
「
保
向
川
」
倣

い
と
な
っ
て
い
る
点
が
大
い

に
作
目
さ
れ
る
。

つ
ま
リ

「
八
ザ
九
日
山
業
の
刈

象
と
な
る
遊
技
設
備
」
は
川

家
公
安
委
以
会
組
則
で
川
叫
ん
必

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
川
判
定
の
内
谷
い
か

ん
に
よ
っ
て
は

「
八
円
す
の
胤

俗
常
業
」
と
な
る
か
ど
う
か

が
決
ま
る
わ
け
で
あ
り
、
小

委
員
会
段
階
で
は
い
ぜ
ん
ぷ

一
一
一
ヶ
所
程
度
と
な
っ
て
お
り
、

事
実
上
の
「
全
面
改
正
」

と

受
け
と
れ
る
。

新
風
営
法
施
行
条
例
の
可

改

、

‘ぶ

志苫氏の第 2次意見

決
状
況
は
、
千
業
保
が
十
二

月
六
日
で
最
も
早
く
、
公
布

も
十
四
日
と
最
も
早
い
。
ま

た
放
も
遅
か
っ
た
の
は
栃
木

県
で
二
十
五
日
に
可
決
、

ニ

込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
事

実
上
二
部
改
正
」
で
な
く

「
全
面
改
正
」
に
な
っ
て
い

る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
実

灯
都
道

府
県
で

際
、
凶
卜
七
都
道
府
県
中
八

迫
府
県
で
の
み
形
式
上
「

一

部
改
正
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
内
谷
的
に
は
現
行

条
例
か
ら
引
継
い
だ
筒
所
は

• 
法
附
と
行
政
府
の
志
見
が
異

っ
た
ま
ま
進
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る

(
結
局
こ
れ
ら

察
庁
に
対
し
「

(
社
釘
ペ
ン

デ
ィ
戸
外
J

」
と
示
し
、
意

見
書
第
三
瓜
①
で
志
内
氏
は

「
こ
れ
は

一
岳
民
々
と
議
論

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
号
、
ぇ

万
と
し
て
は
、
こ
れ

(
健
全

な
T

V
ゲ
ー
ム
機
)
も
ひ
と

つ
の
丈
化
の
あ
り
よ
う
で
あ

佼
問
が
件
ら
れ
た
も
の
」
と

り
、
技
々
と
し
て
は
や
は
り

し
、
制
円
安
山
け
か
ら
も
八
分
件
な
お
検
川
を
加
え
て
い
く
べ

業
機
な
ど
の
点
以
外
で
は
多
き
だ
し
、
作
綴
庁
も
謙
厳
に

く
の
部
分
で
了
解
さ
れ
た
が
、
検
川
川
を
川
え
て
い
く
べ
き
で

後
日
答
案
庁
か
ら
U
岨
で
比

あ
る
」
と
い
う
主
娠
に
と
ど

解
が
不
さ
れ
、
ま
ず
そ
れ
ら
め
た
。
こ
れ
は
小
委
員
会
側

を
受
理
し
た
と
「
第
二
次
立
と
讐
祭
庁
側
で
意
見
の
相
呉

川
凡
書
」
第
一
項
を
説
明
し
た
が
強
く
残
っ
て
い
る
筒
所
で

後
、
府
令

・
規
則
の
考
え
ん
あ
り
、
小
委
員
会
て
は
答
察

の
問
題
点
を
次
々
指
摘
し
た
。
庁
と
連
絡
を
保
ち
な
が
ら
今

う
ち

H

八
号
福
業
機
u

に

後
も

H

引
続
き
検
討
。
の
姿

つ
い
て
は
、
遊
技
機
に
よ
っ
勢
を
崩
し
て
い
な
い

こ
と
を

て
分
け
ら
れ
な
い
と
す
る
筈

小
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

規
則
と
府
令
は
五
十
九
年
巾

に
は
公
衡
さ
れ
ず
、
年
を
越

し
た
)
。

警
察
庁
中
山
保
安
部
長
が
府
令

お
よ
び
規
則
の
考
え
方
を
説
明

川
小
委
以
会
で
は
、
ト
月

-
一ト
三
日
の
会
合
で
祈
胤
九
%

法
に
法
づ
く

1

施
行
A
H
案
の

羽
段
階
に
お
け
る
内
容
L

な

ど
が
町
内
察
庁

・
・
中
山
川
貯
総
保

安
部
長
か
ら
説
明
さ
れ
て
芦

ま
っ
た
の
に
汁
し
、
十
ニ
月

十
三
日
の
会
合
で
は
新
風
営

法
に
基
づ
く
「
総
別
府
A
H
及

び
国
家
公
安
委
員
会
印
刷
則
の

考
え
方
」
に
つ
い
て
中
山
部

長
が
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
た

3

こ
の
中
で
、
中
山

部
長
は
実
際
に
凶
家
公
安
委

員
会
鹿
川
を
制
定
す
る
際
に

は
、
少
年
指
導
民
に
関
す
る

胤
川
や
風
俗
邸
岐
浄
化
協
会

に
附
す
る
川
崎
則
な
ど
別
々
の

川
崎
川
と
し
て
山
す
予
定
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

こ
れ
に
付
し
心
川
氏
は
ま

ず
、
川
氏
抜
山
の

「部
て
次

立
は
占
L

に
つ
い
て
説
明
。

同
氏
は
十
月
二
l
三
日
提
出

し
た
立
見
A
に
つ
い
て

「
小

委
員
名
位
か
ら
も
お
よ
そ
の

十
七
日
に
公
布
し
て
い
る
。

し
か
し
公
布
を
基
準
に
す
れ

ば
年
内
で
は
仕
事
納
め
の
二

十
八
日
公
衡
の
福
岡
県
が
あ

ノミ
品辺、

'̂' 

る
が
、

J
V
実
L
し
の
公
街
臼
で

は
年
を
姉
崎
し
た
と
こ
ろ
も
あ

り
年
末
の
あ
わ
た
だ
し
さ

の
小
で
、
』
れ
ら
の
作
業
が
進

め
ら
れ
た
こ
と
を
・
ぶ
し
て
い

る
。
し
か
も
、
今
回
の
地
行

条
例
作
成
に
つ
い
て
は
轡
察

庁
防
犯
課
は
モ
デ
ル
と
な
る

「
条
例
法
移
」
を
作
っ
た
り

， 

.も

社
会
党
・
志
苫
氏

提
出
の
「
意
見
書
」

(%
)
抜
す
い

(第
二
次
立
は
A
の
構
成
は

一
、
第

一
凶
小
委
U
会
以
び

そ
れ
以
降
の
議
体
制
に
つ
い
て

二
、

「
総
理
府
A
げ
に
つ
い
て

の
考
え
万
」
に
つ
い
て

三
、

「
同
家
公
安
委
員
会
川崎

則
の
考
え
方
」
に
つ
い
て

問
、
・
本
法
随
行
の
前
提
要
件

に
つ
い
て

五
、
審
議
の
中
心
と
な
っ
た

条
項
の
検
討
課
題

旅
館
な
ど
で
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
を
旅
館
主
で
な
く
別
の
人

が
経
営
し
て
い
る
場
合
は
、

「
経
営
主
体
が
違
う
も
の
は

社
会
的
に
独
立
し
た
も
の
」

で
あ
り
脂
舗
に
当
た
る
、
と

の
主
張
を
白
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
努
察
庁
の
説
明

いハ
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
に
対
し
て
ぶ
前
氏
の
ほ
か
、

ま
こ
と
に
な
る
ほ
ど
と
い
う
怯
浦
功
氏

(n民
)
も
反
発

他
行
で
採
り
入
れ
た
」
と
説
し
、
ホ
テ
ル
の
朕
楽
本
を
例

明
し
た
。
中
山
部
長
は

「
な
に
「
そ
う
い
う
も
の
を
施
設

る
ほ
ど
と
思
う
も
の
は
」
抹
だ
と
か
区
画
だ
と
か
い
う
ふ

用
す
る
妥
勢
を
示
し
た
ほ
か
、
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
社
会

①
辿
述
に
つ
い
て
は
行
政
、
常
時
叫
に
当
た
ら
な
い
の
で
は

仰
公
ト
の
総
密
に
当
た
ら
な
な
い
か
。
そ
う
い
う

4

言
い
方

い
も
の
は
で
き
る
だ
け
提
出

を
し
て
い
る
と
、
い
つ
ま
で

す
る
。
②
施
行
条
例
の
制
定
た
っ
て
も
み
ん
な
わ
か
ら
な

状
況
及
び
制
定
内
谷
に
つ
い
い
」
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

て
は
集
約
し
報
告
す
る
、
な
ま
た
神
谷
信
之
助
氏
(
共
産
)

ど
約
束
し
た
。

t
u
同
様
に
旅
館
の
娯
楽
室
を

ま
た
志
出
氏
は
い
く
つ
か
例
に
庖
舗
と
は
言
え
な
い
と

の
質
疑
の
っ
ち
、
八
号
営
業
し
、
「
見
通
し
が
き
く
か
き

の
川
崎
定
文
中

「
庖
舗
そ
れ
に
か
な
い
か
、
ゲ

l
ム
機
を
管

航
す
る
区
閲
さ
れ
た
施
設
」

理
す
る
者
が
い
る
の
か
い
な

の
説
明
に
疑
問
が
あ
る
と
し
い
の
か
」
が
、
法
の
目
的
た

て
追
及
。
こ
れ
に
対
し
て
答
る
開
時
防
止
の
賂
憾
に
関
係

察
庁
の
有
山
剛
防
犯
課
長
は
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

「社
会
的
実
態
と
し
て
独
立
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

性
の
あ
る
も
の
は
山
崎
舗
、
そ
討
論
で
は
、
管
理
者
が
い
な

う
い
う
独
立
性
の
な
い
も
の
い
所
で
容
同
士
が
(
賭
博
を
)

は
区
阿
さ
れ
た
総
設
」
と
区

す
る
こ
と
ま
で
規
制
で
き
な

別
し
、
区
画
さ
れ
た
施
設
の

い

と

か
、
管
理
者
が
い
な
く

う
ち
施
行
令
で
除
か
れ
る
も
と
も
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ

の
は
除
外
さ
れ
る
、
と
説
明
。

る
機
械
で
あ
る
か
ど
う
か
が

「
庖
舗
」
と
「
施
設
」
で
不
満
意
見

不
都
合
な
下
位
法
令
は
改
正
も

ぷ
rn
氏
は
第

一
次
広
弘
代
什

で
指
摘
し
た
約
.h
卜
・K
M川
目

に
対
し
て
、
制
汁
山
町
小
庁
か
ら
け

凶
で
見
解
が
心
さ
れ
た
の
が

l
Lハ
瓜
目
で
あ
る
立
昧
に
つ

い
て
た
だ
し
た
が
、
中
山
部

長
は

「行
十
五
あ
っ
た
う
ち

ど
う
か
な
と
思
う
も
の
が
十

示
し
た
り
し
な
か
っ
た
と
し

て
わ
ね
り
、
ま
た
国
家
公
安
委

員
会
規
制
や
総
捜
府
令
な
ど

も
決
定
さ
れ
て
い
な
い
時
点

で
の
施
行
条
例
作
成
作
業
で

あ
り
、
判
当
官
や
関
係
者
は

相
当
苦
労
を
強
い
ら
れ
た
も

よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
ス
ロ

ッ
ト
マ
シ
ン
な
ど
ギ
ャ
ン
ブ

ル
機
で
の
遊
技
を
計
少
年
に

禁
じ
て
い
る
山
少
年
粂
例
の

あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
年
少
者

の
入
場
で
雌
を
悩
ま
さ
れ
た

と
こ
ろ

e
yめ
っ
た
も
ト
晶
、
つ
だ
。

な
お
各
条
例
と
も
各
都
道

府
県
公
安
委
以
会
胤
則
へ
の

委
任
を
織
り
込
ん
で
い
る
。

【

3
め
ん
に
関
連
記
事
】

.、で
、
、
っ
+
り
「
一
ニ
」
の

の
み
を
次
に
抜
す
い

) 「①」

①
八
号
営
業
の
対
象
と

な
る
ゲ
ー
ム
機
の
指
定
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
L
J
H

い
機
、

腕
相
伐
機
等
は
除
外
し
、
野

球
、
テ
ニ
ス
、
宇
宙
も
の
、

モ
グ
ラ
た
た
き
な
ど
は
対
象

と
す
る
な
ど
常
織
的
に
々
え

て
賭
博
の
恐
れ
や
射
ギ
心
を

そ
そ
る
も
の
と
い
う
法
の
主

旨
か
ら
は
ず
れ
、
テ

レ
ビ
ゲ

ー
ム
と
い
う
文
化
へ
の
介
入

と
い
う
色
彩
の
濃
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
、

花
札
、
等
の
も
の
に
限
定
す

べ
き
で
あ
る
。

問
題
で
あ
る
と
か
、
の
意
見

も
出
て
お
り
、
結
局
は
「
八

号
営
業
機
」
の
規
定
の
し
か

た
と
関
連
し
て
く
る
が
、
山
判
官

察
庁
側
は
「
山
舗
と
区
画
さ

れ
た
施
設
」
の
区
別
に
つ
い

て
の
こ
れ
ま
で
の
終
弁
を
繰

り
返
し
て
終
始
し
た
。

こ
れ
ら
に
附
し
て
は
す
で

に
ト

一
月
七
円
公
'
相
さ
れ
た

地
行
令
の
第

一
条
で
ポ
さ
れ

て
い
る
事
唄
で
、

ホ
テ
ル

・

旅
館
、
大
風
紋
小
先
的
制
、

遊
困
地
な
ど
で
「
区
画
さ
れ

た
地
誌
」
と
し
て
条
件
を
満

た
す
も
の
だ
け
が
風
俗
営
業

の
対
象
外
に
な
る
わ
け
で
、

経
営
主
体
の
違
う
相
場
合
な
ど

「社
会
的
実
態
と
し
て
独
立

性
の
あ
る
ぢ
の
は
庖
鱗
」
と

し
て
風
俗
営
業
の
適
用
を
免

が
れ
な
い
、
と
讐
察
庁
は
一

貸
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し

か
し

「脂
舗
と
区
画
さ
れ
た

施
設
」
の
線
引
き
は
明
ら
か

に
す
る
よ
う
志
苫
氏
は
要
望

し
て
い
る
。

松
浦
氏
は
こ
の
会
合
の
終

り
に
当
た
り
、
な
凡
骨
は
で

き
る
だ
け
採
用
す
る
こ
と
、

ま
た
下
位
法
令
が
法
目
的
に

照
ら
し
不
都
合
だ
と
分
か
れ

ば
柑
誠
の
上
即
座
に
改
正
す

る
よ
う
求
め
、
中
山
部
長
は

そ
う
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
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会

J
A
M
M
A
第

η
回
理
事
会
で
検

/:，、，
1士ム

をナ

N
A
O
 

に
代
る

促
進
の
方
向

日
本
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
た
め
小
州
刷
会
長
が
会
長
を

?
ン
ン
工
業
協
会
(
本
部
点
し
て
い
る
京
以
郁
ア
ミ
ュ

l

京
、
中
村
雅
談
会
長
、

J

A

ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン

オ
ペ
レ

|

M
M
A
)
で
は
十
二
月
十
八
タ

i
協
会

(
T
A
M
O

A
)

目
、
東
京

・
永
田
町
の

T
B

が
そ
れ
を
呼
び
か
け
る
こ
と

R
ビ
ル
に
て
第
二
十
二
回
理
に
な
り
、
当
面
T
A
M
O

A

事
会
を
聞
き
、
新
風
営
法
問
が
中
心
と
な
っ
て
れ
地
の
協

組
な
ど
に
つ

い
て
検
討
し
た
。
会
に
呼
び
か
け
、
十
二
月
二

会
識
の
流
れ
は
①
会
日
資
絡
卜
二
日
に
準
備
会
、

二
十
六

な
ど
、

②
m
n
M
A
M
シ
ョ

H
に
設
立
総
会
を
聞
く
子
定

|
剰
余
金
処
分
楽
、
③
そ
の
で
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
雑
件
、
④
新
風
営
法
問
題
な
お
準
備
会
メ
ン
バ

ー
は
各

の
順
。
同
理
事
会
後
は
第
詑
理
事
が
分
担
し
招
く
こ
と
に

回
A

M
シ
ョ
ー
の
披
後
の
シ
な
り
、
こ
の

T
A
M
O

A
に

ヨ
|
委
員
会
が
聞
か
れ
た
。

よ
る
述
合
会
作
り
に
J
A

M

新
風
営
法
問
題
に
つ
い
て

M

A
が
全
面
協
力
す
る
こ
と

は
施
行
政
令
の
「
考
え
方
」

が
昨
限
切
附
さ
れ
た
。

か
ら
規
則
、
府
令
の
「
考
え

J
A
M
M
A
と
し
て
は
八

万
」
ま
で
の
得
策
庁
拠
出
資
号
営
業
に
指
忘
さ
れ
る
遊
技

料
、
参
院

・
小
長
以
会
で
の
機
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
に
限
定

社
会
党

・
志
内
氏
泣
け凡
川
な
す
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
他

ど
の
資
料
に
基
づ
き
、
日

雨

全

な

A
M
機
を
含
め
る
べ
き

専
務
が
経
過
と
問
題
点
な
ど
で
な
い
と
の
考
え
を
固
め
て

を
説
明
、
討
論
し
た
。
議
論
き
て
お
り
、
参
院

・
小
委
員

し
た
結
果
大
要
、
全
問
の
オ
会
と
讐
察
庁
に
働
き
か
け
て

ペ
レ

l
タ
l
代
表
と
し
て
N

い
る
が
、
業
界
の
太
平
が
M
m

A

O
に
代
わ
る
全
国
各
地
の
営
問
題
を
厳
し
く
交
け
と
め

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会
述
人
口
会
て
い
な
い
と
の
桁
摘
が
川
楠

作
り
が
急
務
で
あ
り
、
ニ
の
鹿
市
け
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

同
氏
は
、
こ
う
い
う
危
機
感

の
欠
加
し
た
状
況
で
新
年
名

刺
交
換
会
を
す
る
の
は
無
立

味
で
あ
り
、
も
し
す
る
と
し

て
も
「
風
営
問
題
を
考
え
る
」

な
ど
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
る
必
要
が
あ
る
と
意
見
を

述
べ
た
が
、
こ
の
件
は
正
刷

会
長
に
阪
け
ら
れ
る
形
と
な

っ
た
。シ

グ
マ
商
事
と

宝
化
学
が
退
会

会
員
関
係
は
次
の
と
お
り。

ま
ず
①
除
名
さ
れ
て

い
る
刷

ボ
ナ
ン
ザ

・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ゼ
ズ
と
の
除
名
を
め
ぐ
る

自
日
月
例
会
、

日
本
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト

マ
シ
ン
工
業
協
会

(
J
A

M

M
A
)
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ

ー
タ
l
部
会

(
川
陥
俊
太
郎

写真上は，JAMMA第22回理事会、下は12月5白のDB部会のよ うす

• 

• 

• 

• 

8号営業の年少者入場禁止年齢・時刻もさまざま

書荷風営法施行条例の可決・公布状況

新風営法施行条例による地域制限

宅

。
特
別
の
事
情
あ
る
日
。
の
特
例

条
例
に
よ
る
「
遵
守
事
項
」
も

法
第
二
十
二
条
第
四
号
に

基
づ
く
「
年
少
者
の
入
場
禁

止
の
年
倫
、
時
刻
」
は
八
号

営
業
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い

る
が
、
基
本
的
に
は
法
律
に

よ
り
「
十
八
歳
未
満
者
の
午

後
十
時
以
後
の
入
場
禁
止
」

が
あ
り
、
条
例
で
は
ほ
と
ん

ど
の
都
道
府
県
で
さ
ら
に
「
十

六
歳
未
満
者
の
午
後
六
時
以

民
事
訴
訟
に
つ
い

て
、
裁
判

入
会
申
込
書
を
渡
す
(
承
認

所
か
ら
和
解
案
の
話
が
出
て

は
別
)
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
な
り
に
進
行
し
て

い
る

A

M
シ
ョ
!
の
剰
余
金
か

が
、
入
会
申
込
み
は
で
き
る
約
六
百
七
十
万
円
あ
る
が
、

(ゑ
認
は
別
)
が、

A
M
シ

J
A
M
M
A
側
の
分
に
つ
い

ヨ
|
出
展
は
交
け
付
け
な
い
て
は
協
会
連
公
慨
に
組
み
人

と
の
法
本
方
針
で
進
め
る
こ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お

と
に
な
っ
た
。
②
シ
グ
マ
尚
米
凶
の

A
M
機
メ
ー
カ
ー
協

事
側
、
宝
化
学

ωの
二
社
の
会
、
A
G
M
A
か
ら
A

M
シ

退
会
が
確
認
さ
れ
た
。
③
サ

ヨ
|
出
展
の
申
し
入
れ
が
あ

、、|
工
業
附
は
附
サ
ミ

l
イ
リ
、
特
別
会
員
(
定
款
改
正

ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
に
、
大
東

し
て
新
設
す
る
予
定
)
と
し

許
制
背
側
は
鮒
フ
ナ
イ
に
会
員
て
出
展
す
る
こ
と
が
点
認
さ

名
慌
の
変
.
史
が
ホ
認
さ
れ
た
。
れ
て
い
る
。

④
会
日
代
表
お
の
名
悦
変
児
い
わ
ゆ
る

「遊
戯
装
悦
什

が
次
の
と
お
り
爪
認
さ
れ
た
。
テ
ー
ブ
ル
」
実
楽
怖
の
無
効

附
セ
ガ

・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ

aw抑
制
門
治
求
事
件
に
つ
い
て
、

ゼ
ス
で
は
駒
井
専
務
か
ら
中

同

下
東
京
高
裁
段
階
に
あ
る

山
社
長
(
山
形
部
長
が
代
理
が
、
同
協
会
顧
問
弁
議
士
だ

人
)
、
附
ト
l
ゴ
で
は
山
聞

け
で
な
く
セ
ガ
柱
、
タ
イ
ト

会
長
か
ら
相
聞
部
長
に
。

な
ー
、

ナ
ム
コ
か
ら
の
推
薦
で

お
、
除
名
さ
れ
て
い
る
附
コ

何
名
か
の
弁
議
士
を
つ
け
る

イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
か
ら
文
科
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お

が
山
て
い
る
件
に
つ
い
て
は

附
凶
問
中
か
ら
、

J

A
M

M

明

げ
月
例
会
を
経
て
決
め
、

-‘ 

部
会
長

・
鮒
カ
ワ
ク
ス
)
で

は
、
風
営
問
題
に
闘
す
る
声

明
文
を
ま
と
め
、
間
也
市
ド
会
の

み
認
を
得
て
十
ニ
ハ
ト
八
H

M
ぃ
一
戸
明
文
を
発
表
し
た
。

同
部
会
は
十

一
月
七
日
に

第
四
十
三
刷
、
ト
二
月
丘

n

に
第
四
十
四
回
の
会
合
を
永

田
町
T
B
R
ビ
ル
で
聞
い
て

い
る
が
、
話
題
は
も
っ
ぱ
ら

新
風
営
法
に
よ
る
「
八
号
公

業
」
の
風
営
化
に
集
中
し
、

機
械
の
販
売
に
妨
わ
る
デ
ィ

ス
ト
リ
ビ

ュ
l
タ
ー
に
と
っ

て
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と

か
ら
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
い聞

か
ら
検
討
し
た
こ
と
に
な
る
。

う
ち
四
十
三
国
会
合
で
は
、

十
月
二
十
三
日
の
参
院

・
風

俗
営
業
小
委
員
会
の
よ
う
す

が
報
告
さ
れ
、
討
議
の
結
果

川
捕
部
会
長
か
ら
「
健
全
な

“ 

後
の
入
場
祭
止
」
を
決
め
て

い
る。

凶宍
な
る
と
こ
ろ
で
は

悩
品
、
沖
縄
で
「
十
八
段
米

満
、
午
後
八
時
」

、
術
品
と

長
崎
が
二
段
階
の
年
齢
を
定

め
長
崎
の
場
合

「
十
三
歳
未

満
、
午
後
五
時
」
と
な
っ
て

い
る
。
十
六
歳
未
満
で
も
時

刻
は
午
後
六
時
が
多
い
が
、

午
後
五
時
、
七
時
、
八
時
、

臼
没
時
と
い
う
の
が
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
法
第
十

4
糸

に
法
づ
く
「
風
俗
営
業
に
係

る
騒
音
及
び
振
動
の
規
制
」

に
つ
い
て
は
、
政
令
第
九
条

に
基
づ
き
、
多
少
規
制
を
厳

し
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
わ

ず
か
な
が
ら
あ
る
が
、
大
部

分
の
都
道
府
県
は
施
行
令
並

み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

な
お

「八
H
V
営
業
所
」
の

川
町
び
か
た
で
、

「
ゲ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
等
」
と
し
て
い
る
の

が
け
つ
こ
う
あ
る
が
、
「
ス

ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
等
の
遊
技
場
」

「
ゲ
|
ム
機
設
置
営
業
所
」

な
ど
も
あ
り
、
さ
ま
ぎ
ま
で

あ
る
。特

許
・
実
用
新
案

出
願
公
告
・
公
開

(
ロ
月
刊
日

i
u
日
)

特
許
庁
に
出
願
さ
れ
た
特

許
お
よ
び
実
用
新
案
の
公
告

な
い
し
公
聞
の
最
新
分
で
A

M
業
界
関
連
の
も
の
は
次
の

と
お
り
。
記
事
内
谷
は
、
公
官
口

/
公
聞
の

H
付
、
発
明
/
F誕

の
名
除
、
出
願
人
、
公
告
/
公

理
事
会
承
認
得
る

声
明

『業
界
人
の
自
覚
と

団
結
を
促
す
」

当
業
界
は
、
昭
和
六
十
年

二
月
十
三
日
よ
り
新
風
営
法

の
通
用
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

今
日
ま
で
、
日
巾
続
・
凶
の

印
刷
仰
の
山
?
で
行
く
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
業
界
が
、
こ
れ
か

ら
は
新
風
営
法
の
枠
組
み
の

中
に
お
い
て
事
業
活
動
を
展

倒
し
な
け
れ
ば
な
'つ
な
く
な

り
ま
し
た
。
特
に
デ
ィ
ス
ト

リ
ビ
ュ

l
タ
ー
と
し
て
は
、

前
途
に
大
き
な
進
展
が
望
め

な
く
な
る
こ
と
を
危
悦
す
る

• • 特
許
出
願
公
告

十
二
月

一
十
二
日
付
H
H

「
ピ

ン
ボ
ー
ル
ゲ

i
ム
装
椛
」
、

ト
ミ
l
て
業
側
(

h

氷
山以
)
、

技術と信頼を符るメダルメーカー

徐式会社

東京(03)438・0698 大阪06(943)-2512 
s貧血(0日)2i3・002i 禍同(092)472-3曲o，...社(06)943・3322

公
告
5
3
0
6
5
、
出
願
臼

1
1
1
L
q
J
A
U
R
U
1
A
A
-
a

。

特
許
出
願
公
開

十
二
月
十
八
日
付
H
H

「ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
」
、
附
タ
イ

ト
|

(東
京
)
、
公
開
2
2

5
0
8
7
、
出
願
日
1
9

8

0
8
2
。

「
ダ
イ
オ
ー
ド
尉

ア
ダ
プ
タ

・
ユ
ニ

ッ
ト
」
、

ス
タ
1
ポ
イ
ン
ト

・
エ
レ
ク

ト
リ
ク
ス
社
(
英
国
)
、

公

開
2
2
5
0
8
8
、
出
願
日

|
1
0
3
7
8
7
。

十
二
月
二
十
二
日
付

1
「
音

声
認
識
ゲ

l
ム
装
置
」
、

附

学
則
自
研
究
社
(
東
京
)
、
公

A
と
し
て
特
許
会
社
を
作
っ

た
ら
と

い
う
発
案
が
あ
っ

た

が
、
企
画
書
を
次
回
理
事
会

で
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

東
京
A
M
O
P
協
第
2
回
理
事
会

織
課
題

機
関
紙
に
つ
い
て
も
検
討

事
務
局
、

東
京
都
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン

ト
マ
シ

ン
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協

会
(
ギ
務
局
東
京
、
中
西
昭

雄
会
長
)
で
は
十
二
月
十
四

日
、
側
タ
イ
ト

l
本
社
に
て

第“

一例
則
一
事
会
を
聞
き
、
心
作

側
道
府
県
同
体
の
迎
合
組
純

づ
く
リ
、
が
務
局
の
強
化
、

機
関
紙
の
制
作
米
方
針
な
ど
に

つ
い
て
討
議
し
た
。

問
削
仕
事
会
は
東
京
都
条
例

が
可
決
さ
れ
た
直
後
(
当
日
)

に
聞
か
れ
た
も
の
で
、
会
議

も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
新
風
営
法
に

取
り
込
め
ら
れ
た
係
閃
は
、

業
界
自
身
に
も
責
任
の
一
端

の
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
企
業
と

は
申
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
企
業
が
社
会
的
企
業
責

任
を
自
覚
し
、
健
全
娯
山
山
本
の

確
保
に
徹
底
し
て

い
た
な
ら

ば
、
ま
た
、
業
界
が一

致
問

結
し
一

枚
岩
と
な
っ
て
す
べ

て
の
が
態
に
対
処
し
て
い
た

な
ら
ば
、
今
日
の
事
態
は
・
越

け
ら
れ
た
と
確
信
い

た
し
ま

す
。業

界
は
、
今
後
と
も
大
き

く
羽
ば
た
き
前
進
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
あ
り
ま

k、‘

出
願

実
用
新
案
出
願
公
開

十
二
月
二
十
二
日
付

1
「ダ

ブ
ル
ド
ラ
ム
ス
ロ

ッ
ト

マ
シ

ン」

、
側
北
電
子
(
東
京
)
、

公
開
⑮
1
9
3
4
8
7
、
出

版
印
1
8
9
1
4
5
。

十
二
月
二
十
七
日
付
H

「パ

チ
ン
コ
機
能
付
き
ス
ロ
ッ
ト

ア
ン
ン
」
、
側
北
電
子
(
東

京
)
、
公
開
⑬
1
9
6
2
6

9、

出
願
回
1
8

9
1
4
6
。

「
メ
リ
ー
ゴ

ー
ラ
ン
ド
」

、

コ
ン
ビ
鮒

(東
京
)
、
公
開

⑮
1
9
6
2
7
5
、
出
願
日

1
9

0
6
9
3
。
「
観
覧
車
」
、

明
昌
特
殊
産
業
側
(
大
阪
)
、

公
開
1
9
6
2
7
6
、
出
願

日

|
9
2
3
3
6
。

で
は
井
上
昭
男
埋
事
(
側
テ

!
カ
ン
)
か
ら
「
筈
察
庁
、

術
庁
、
都
議
会
、
関
係
議
員

な
ど
に
隙
的
、

バ
州
願
を
行
な

っ
た
が
、
力
校
ぱ
ず
本
H
都

条
例
が
以
来
ど
お
リ
可
決
さ

れ
た
。
.山鉱
山
市
は
泌
ら
な
か

っ

た
が
、
A
I
M

の
陳
情
活
動
で

作
っ
た
各
議
以
と
の
パ
イ
プ

を
今
後
に
生
か
し
て
い
き
た

い
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

全
悶
組
織
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
意
見
と
し
て

「
当
協

が
、
A
K

業
資
任
の

'U党
の
足

り
な
さ
と
必
し
い
利
己
主
義

の
考
え
か
ら
団
結
力
が
余
り

に
も
欠
如
し
脆
弱
な
状
態
で

あ
っ

た
こ
と
は
、
憂
慮
に
耐

え
な
い
も
の
が
あ
り
、
誠
に

遺
憾
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

今
日
の
わ
が
悶
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
業
界
は
、
高
度
な

一泡
チ
技
術
を
奴
使
し
世
界
を

リ
ー
ド
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
開
発
等
に
成
功
し
て
統
済

規
脱
も
飛
躍
的
に
増
大
し
産

業
基
盤
も
着
々
と
舷
立
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
て
、
来
る
幻
世

紀
の
世
界
的
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
文
明
の
建
設
へ
わ
が
凶
ア

子

「

ズ

メ
ン
ト
品
川
が
兎

• 

'1 ..E.m...唱し‘

地
域
が
含
ま
れ
て
い
る
。
学

つ
い

て
は
、
各
都
道
府
県
に

校
は
大
学
も
合
ま
れ
る
が
、
よ
っ
て
す
べ
て
呉
な
る
が
、

別
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

一
般
的
に
は
年
末
年
始
、
盆

る
。
な
お
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
の
他
祭
礼
の
日
な
ど
が
含

は
例
外
規
定
を
設
け
て
い
る
ま
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
制

の
が
約
半
数
で
、
そ
の
典
型
限
(
最
少
で
は
三
日
間
)
き

が
「
た
だ
し
公
安
委
員
会
規
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま

則
で
定
め
る
地
域
を
除
く
」
た
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
る
日
と
し
て
追
加
し
て
い
る

は
い
わ
ゆ
る

H

大
引
歓
楽
街
。
の
は
大
部
分
で
あ
る
。

こ
れ

で
地
域
制
限
の
適
用
を
外
す

ら
に
よ
り
延
長
で
き
る
営
業

も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
時
間
は
午
前
一

時
ま
で
と
い

ま
た
法
第
十
三
粂
第
二
項

う

の
が
松
も
多
く
、
他
に
脱

会
同
凶
十
七
都
道
府
県
に
に
基
づ
く
「
風
俗
営
業
の
営
則
に
委
任
す
る
も
の
な
ど
が

お
け
る
新
風
営
法
施
行
条
例
業
時
閉
め
制
限
」
に
つ
い
て
あ
る
。

の
可
決
、
公
布
日
な
ど
は
右
も
、
施
行
令
第
八
条
の
基
準
法
第
二
十
一
条
に
基
づ
く

下
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
に
従
っ
て
、
条
例
で
規
定
し
条
例
に
よ
る
「
風
俗
営
業
者

そ
の
内
容
と
な
る
と
各
条
例
て
い
る
も
の
と
し
て

い
な
い
の
遵
守
事
項
」
は
、
法
第
十

と
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
も
の
が
あ
り
、
規
定
し
て
い
二
条
か
ら
第
二
十
条
第

一
項

ら
し
て
い
る
た
め
、
と
て
も
る
も
の
で
も
七
号
遊
技
機
営
に
移
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て

一
簡
単
に
知
明
と
し
て
・
ボ
さ
れ
業
の
み
に
つ
い
て
と
か
、
さ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

「条
例
に

一
な
い

(う
ち
主
な
仰
山
川
県
六
ま
ざ
ま
。
八
号
営
業
に
つ
い
て
よ
る
遵
守
事
項
」
と
し
て
掛

一
ヵ
所
に
つ
い
て
は
8
め
ん
以
粂
例
で
営
業
時
間
制
限
を
し

っ
た
。
ま
た
「
特
別
遵
守
本

一
下
に
掲
載
し
た
)
。
分
析
に
て
い
る
の
は
十
都
県
ほ
ど
で
、
攻
」
も
問
機
に
残
っ
た
が
、

一
は
時
間
を
要
す
る
が
、

当
面
そ
の
内
容
は
住
居
集
合
地
域
八
号
営
業
に
つ
い
て
の
「
特

一
判
明
し
て

い
る
点
は
お
よ
そ
で
は
午
後
十
一

時
以
後
と
早
別
遵
守
事
項
」
も
大
半
が
規

号
-
次
の
よ
う
に
な
る
。

朝

の

営

業

を

禁

じ

る
も
の
と
定
し
て
い
る
。
う
ち
今
回
の

2

法
第
四
条
第

二

項

第

二

号

な

っ

て

い

る

。

改

正

に

よ

っ

て

、
麻
雀
屋
と

渇

に
基
づ
く
寸
風
俗
営
業
の
許
法
第
十
二
条
第

一
政
に
妹
一
八
号
営
業
兼
業
飲
食
庖
で
は

鉱

可
に
係
る
営
業
制
限
地
域
の
づ
く
「
特
別
の

4
怖
の
あ
る
飲
食
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

指
定
」
に
つ
い
て
は
地
行
政
円
の
常
業
時
間
の
特
例
」
に
が
多
い
。

日

令

(施
行
令
)
第
六
条
の
恭

-

準
に
従
っ
て
、
恭
本
的
に
①

月

「
住
居
集
合
地
域
」
、
②
学

引

校
、
病
院
な
ど
の
周
辺
地
域

5
に
あ
る
相
場
合
は
、
風
俗
営
業

ゅ

の
許
可
は
与
え
ら
れ
な
い
と

れ卜

さ
れ
て
い
る
。
う
ち
「
住
居

集
合
地
域
」
は
都
市
計
画
法

で
規
定
さ
れ
る
第
一
穂
、
第

二
組
住
居
専
用
地
域
と
住
居

ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ

l
タ
l
部
会
が
業
界
の

と
団
結
促

~ 可決円 公.f!i日 改正

北海道 12・22 12・26 一官11
--・・・・・・....--------.....-ーー -・・・・...... .. -・・・ーー・ーーー・
ょ，4s4 4提 12・20 12・22 全面
岩 手 12・19 12・21 全I削
，，"'， hま 12・20 12・25 全而
秋 臼 12・19 12・21 全両
山 形 12・21 12・22 全両
縞 島 12・19 12・25 全面

....._-_.._---ーー・ー・ー・・・---a・・・・ a・・・・・・・......__.... 

東 尽 12・14 12・20 全面
-・・・・ー・---・・.-'・p ・・.--・・p・・・・. _ . ..~_._._-_. ........... 
さ矢 峻 12・21 12・24 一部

栃 木 12・25 12・27 全商
者宇 馬 12・20 12・24 一部
I奇 司2 12・21 12・25 会泊l
千 1定 12・6 12・14 全部
神奈川 12・19 12・27 金rln
童青 tFJ 12・21 12・25 金1111
1I1 梨 12・21 12・22 全l耐
長 聖T 12・20 12・24 全面
静 関 12・17 12・24 全面

4・・・・4・・ 4・・-・ 4・・ 4・ー・ーーー・・・ー・ー----ーー・....._._.-・・ーーーーーー-<
砧 山 12・19 12・22 全面
石 )11 12・19 12・21 全I街
h古 井 12・21 12・24 全面
岐 寄生 12・22 12・26 全l爾
-変 知 12・21 12・24 会副

重 12・22 12・27 一部一
事・・・・・.._._.._----ー・・--・ー・_... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-_. --
i主主 只 12・21 12・22 全l削

尽 者日 12・21 12・26 一部. 
大 阪 12・19 12・22 一部

兵 E草 12 . 19 12・20 -dli 
ヲ宍 良 12・19 12・22 全面
和歌山 12・19 12・20 一部

ー・ー・ー・ーー・・・・ー ー・ 4・・ 4・・ 4・・・・ 4・・ー-・・ー・・・・・・・---ー・・ー・・ー・・ー
.~ 耳Z 12・20 12・25 全面i
島 娘 12・20 12・25 全面

間 111 12・21 12・25 全面

広 品 12・22 12・25 全l而
山 口 12・21 12・26 全面

-・・.・4・4・-------. .・・・._-------------_._...... -・・・4・4・.・ 4・.

1怠 ぬ 12・18 12・21 会而
2tJ K: JlI 12・18 12・24 全I雨
愛駁 12・14 12・25 全部

ま主 知l 12・22 12・24 金llii

-・・・・・・・・・・---ー・・・・ーー・・・・・・ー-・4・--・・・・・・・・ーー---・・・・・・--
縞 問 12・21 12・28 全面

佐 12 12・21 12・22 金I耐
t是 a苛 12・18 12・25 全面
熊 本 12・20 12・24 全面

大 分 12・17 12・25 金l面

宮崎 12・20 12・25 全面

1克児烏 12・17 12・27 金l踊
;中 草亀 12・21 12・24 会商

会
が
ま
と
め

役
と
な
り
、

ま
と
ま
っ

た

段
階
で
N
A

O
の
ノ
ウ
ハ

ウ
に
よ
リ
新

た
に
組
織
作

り
を
行
な
・
つ

の
が
よ
い
」

(山
出
俊
夫

理
事
)
、
「当

協
会
が
中
心

に
な
っ
て
進

め
、
こ
れ
に

N
A
O
が
協

力
す
る
と
い

う
形
が
よ
い
」

(内
出
陣
迎

事
)
と
の
二
つ
の
奈
が
出
さ

れ
た
。
こ
れ
を
検
討
し
た
結

果
、
H

全
同
連
合
会
。
の
準

備
会
を
開
催
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
同
協
会
名
で
全
同
の

制
対
象
と
な
ら
な
い
機
刊
の

「
今
さ
ら
出
し
て
も
し
か
た
作
都
道
的
以
単
位
の
凶
体
に

純
附
を
広
げ
る
運
動
を
す
る
が
な
い
」
と
の
百
定
的
な
意
呼
び
か
け
て
い
く
、
と
い
う

必
要
が
あ
る
。
こ
の
方
針
で
見
が
山
さ
れ
た
が
、

「
こ
れ
こ
と
で

7
，

mさ
れ
た
。

業
凶
作
の
団
結
を
凶
る
た
め
に
ま
で
の
反
省
を
込
め
て
出
し

が
務
付
の
娘
化
に
つ
い
て

も
声
明
文
を
山
し
た
い

」
と

た

い
」
と
す
る
部
会
長
の
意
は
、
現

ι事
務
員
が

一
名
い

提
案
、
全
員

一
致
で

7
承

さ

見

に
反
対
は
な
く
、
係
択
さ
る
が
、
今
後
ゲ
ー
ム
場
営
業

れ
た
。

れ
た
。
同
声
明
文
は
理
事
会
の
許
可
申
訪
に
対
す
る
問
い

第
四
十
四
国
会
合
で
は
、

の
玖
認
を
得
て
十
二
丹
十
八
合
わ
せ
な
ど
が
多
く
な
る
こ

A

M
機
ま
で
風
営
対
象
に
な
そ
れ
ま
で
に
作
成
き
れ
た
戸
日
に
発
甘
寂
さ
れ
た
。
そ
の
全
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
半

る
の
は
納
得
で
き
な
い
。
脱
明
文
楽
が
提
出
さ
れ
て
討
議
。
文
は
次
の
と
お
リ
で
あ
る
。

務
局
長
を
留
さ
が
務
以
J
u
m

間
接
号
、
出
願
番
号
の
順

に

開

⑬

2
2
8
8
8
0
、

抽
出
収
。
な
お
⑬
は
審
K
2
1
州
ボ
日
|
i
0
4
7
3
6
。

の
あ

っ
た
も
の
を
示
し

て

い

十

二
月
二
十
瓦
日
付

1
「屯

る
。
具
体
的
な
内
谷
に
つ
い
子
ゲ

l
ム
装
置
」
、
カ
シ
オ

て
は
、
各
地
の
発
明
協
会
な
計
算
機
鮒
(
東
京
)
、
公
開

ど
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
⑮
2
3
0
5
8
0
、
出
願
日

l
a
Q
d
n
y
-
-
F
O
A
M
d
。

十
二
月
二
十
七
日
付
H
H
「音

声
ム
円
成
ゲ

l
ム
総
」
、
附
タ

カ
ラ

(東
京
)
、
公
開
2
3

2
5
6
8
、
出
顧
問
1
1

0

7
3
5
0
。
問
、
公
開
2
3

2
5
6
9
、
出
願
路
|
1

0

7
3
5
1
。

「
レ
ー
ザ
デ
ィ

ス
プ
レ
ー
ゲ
l
ム
装
置
」

、

附
パ
ン
ダ
イ
(
東
京
)
、
公

同
2
3
2
5
7
0
、
出
願
日

|
1
0
7
5
1
8
。

「ゲ
ー

ム
袋
世
」
、
問
、
公
開
2
3

2
5
7
1
、
出
願
日
1
1

0

弓

r
R
u
-
-
n
E

。

鮒
一一一

ょの写真は東京書官AMOP会の第 2回浬事会 (12月14日)のようす

員
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な

お
こ
れ
に
関
連
し
て
井
上
理

事
を
常
務
理
事
に
推
薦
し
た

い
と
の
提
案
が
あ
り
、
こ
れ

が
77取
さ
れ
た
。

機
関
紙
「
た
も
あ
ニ
ュ
ー

ス
」
の
刷
出
打
針
に
つ
い
て

討
議
し
た
結
娘
、
制
仙
米
安
打
以

会
を
設
出
し
同
紙
の
令
体
的

な
制
集
方
針
お
よ
び
運
営
山

を
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
編
集
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
は
、
委
員
長
に
タ
イ
ト

|
(
川
合
市
枕
氏
)
、
委
員

に
ナ
ム
コ
、
テ
|
カ
ン
、
ト

ー
ゴ
が
選
ば
れ
た
。

袋
な

一
関
を
糾
う
こ
と
の
で
こ
の
ほ
か
役
は
の
補
充
に

き
る
能
力
を
益
い
つ
つ
あ
る
つ
い
て
弁
叫
が
よ
り
七
社
の

も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。

候
補
が
推
脱
さ
れ
、
そ
の
う

・わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
業
界
ち
二
社
に
つ

い
て
役
員
依
頼

が
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

将
来
展
望
を
有
し
て
い
る
こ

ま
た
中
凶
会
長
か
ら
、
①
東

と
を
再
度
、
確
認
し
、
か
っ
、
京
都
ゲ

i
ム
場
営
業
者
協
会

業
界
の
存
亡
に
か
か
わ
る
重
の
真
鍋
勝
紀
会
長
と
両
協
会

一安
な
時
局
に
対
応
す
る
場
合
の

一
本
化
に
つ
い
て
ト

一
川

に
は
、

nら
の
企
業
況
任
を
十
て
円
に
話
人
い
い
、
そ
の
結

来
た
す
と
同
時
に
、

一円
奴
川
米
は
.
小
川
州
に
終
っ
た
が
、
引

結
し
て
行
動
を
起
こ
さ
な
け
い
肌
き
品
A
H
い
を
行
な
っ
て
い

れ
ば
な
ら
な
い
と
・
梢
切
に
悠
く
こ
と
、
②
昭
相
遊
岡
山刊
か

じ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ら
退
会
席
が
出
さ
れ
、
ニ
れ

新
風
営
法
施
行
を
目
前
に
を
会
長
が
了
示
し
た
こ
と
が
、

し
て
、
こ
こ
に
改
め
て
、
そ
そ
れ
ぞ
れ
報
告
さ
れ
た
。

の
必
要
性
を
訴
え
、

一一
層
の

な
お
同
日
現
配
の
会
員
数

自
党
を
促
し
た

い
所
存
で
あ
は
百
三
十
三
社
と
綴
告
さ
札

り
ま
す
。

て

い

る

/ 

，t・• 

ARDAC社製新勢対応盤gg溢世遣のお知らせ.グ
平素は当社製 品をご愛用頂き誠に ありが とうございます

永ら くお待 たせ致しまじたが

下記の通り改造をお引受け致しております

J外160∞(巻取新壱万・五千・千円礼用)

J件2∞O(巻取新旧千円前用)

詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
ARDAC社製紙幣総別機の当社以外での改造は品質保証

が出来かね 且つ 特持法 ・著作権法 ・不正競争防止法

違反 となり アーダック社は 法的手段を?とりますので
御注意;下さい。

総代理J苫 ボナンザ ・エンタープライゼズ
積浜市中区.willl干:3 3 -43 045-623-5711 

JN.1500(巻取五百・千円札用)

JN.l1剛俸制時万・旧千円礼用)

新紙幣の発行に伴い、アーダ ック製紙幣議別機の改造及び変更
を行うと宣伝 している向きがある様です。 日本においては1972年
以来、アー ダ ック社は製品の品質、部品、製造上の欠陥に対して

保証をして販売しております。 しかし、正式に縮隙をアーダック
社から与えられていない者に よって修理や改造を受けた製品に対

しては一切保証をする郁は出来ません。
御jJi<知の通 り、アーダック社製品は 日本及び世界各|事lにおいて特

許を有してお ります。正式に認められていない者・による特許品の改
造は、例 えその所有者に依 ってでも、それは違法行為に当 り、アー
夕、ッ ク社の有する特tf'午の一部又は全てを侵害する 主J~になります。

アー ダック社が正式に全ての権限を委任している唯一の極東総
代理庖である 有限会社ボナンザエン タープライゼズが行う新札
に対する改造だけがアーダッ ク社の保証を有するものであ り、ア

ーダックの特許権の元に殺さ れる行為であ ります。

レイヤー

ARDAC. INC. 
フィリ ップ M. 
社長
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グ

N
A
O
引
継
ぐ
、

ロ
月
6
日
の
理
事
会
で
、

第三線郵便物段、可

日
本
ア
ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト
・

オ
ペ

レ
ー
タ
ー
協
会
(
本
部

東
京
、
内
田
同
会
長
、
N

A

O
)
で
は
十
二
月
六
日
、
東

京

・
霞
が
関
の
東
海
大
学
校

友
会
館
で
第
二
十
回
理
事
会

を
聞
き
、
N
A
O
に
よ
る
新

風
営
法
施
行
準
備
状
況
の
報

告
、
N
A
O
の
解
散
と
新
組

織
に
つ
い
て
の
論
議
な
ど
が

行
な
わ
れ
た
。

会
議
冒
頭
、
内
国
会
長
は

「今
朝
む
警
察
庁
に
行
っ
て

き
た
が
、
同
庁
で
は
新
法
の

運
用

・
解
釈
で
検
討
中
の
事

項
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
残

さ
れ
た
時
間
を
有
効
に
活
用

し
た
い
。
ま
た
今
後
N
A
O

を
組
織
と
し
て
ど
う
す
る
か

意
見
を
聞
き
た
い
」
と
述
べ

た
。
次
に
新
風
営
法
下
位
法

令
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
宮

第252号

コ
ナ
ミ
工
業
側
(
本
社
大

阪
、
上
月
策
正
社
長
)
で
は

西
独
に
同
社
小
会
社

「
コ
ナ

ミ
G
m
b
H
(有
限
会
社
ご

を
設
立
し
、
ま
た
こ
れ
に
伴

い
同
社
は
フ
ラ
ン
ス
の
専
門

商
社
、
モ
ベ

ー
ル

・
エ
レ
ク

ト
ロ
ニ

ク
ス
社
(
本
社
パ
リ
、

シ
ヒ
エ
ン

・
フ
ァ
ム
社
長
)

と
M
S
X
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト

の
大
量
出
荷
契
約
を
結
ん
だ

こ
と
を
、
こ
の
ほ
ど
明
ら
か

に
し
た
。

西
独
コ
ナ
ミ
社
は
コ
ナ
ミ

工
業
の
全
額
出
資
に
よ
る
販

売
小
会
社
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
リ
コ
ナ
ミ
工
業
は
米
国

1985年1月15日

4・• 

号
既
報
)
に
基
づ
き
、
警
祭

庁
か
ら
の
説
明
を
い
く
つ
か

披
露
し
た
が
、
い

わ
ば
。
説

明
の
説
明
H
な
の
で
不
明
な

点
も
あ
る
。

施
行
条
例
の
進
行
状
況
に

府
令
に
つ
い
て
の
「
考
、ぇ
方
」
つ
い
て
は
、
出
席
理
事
か
ら

の
二
点
。
う
ち
後
者
は
、
同
十
六
都
道
府
県
に
つ
い
て
各

氏
が
出
席
し
た
十
二
月
三
日
地
方
自
治
体
当
局
か
ら
示
さ

の
「
風
俗
問
題
懇
談
会
」
(
前
れ
て
い
る
「
条
例
案
」
や
「
基

// 

N
A
0
6
月
解
散
の
方
針

原
常
務
が
説
明
し
た
。
そ
の

内
容
は
十
月
以
降
の
簡
単
な

経
過
と
、
似
国察
庁
に
よ
る
国

家
公
安
委
員
会
規
則
と
総
理

写真はいずれも NAO第20園理事会 (12月S日)のようす
ち t-一 ーーー骨-~ ー

U
A
Y
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六
九
|
五

O
七
六
二
ハ
八
)

間
社
に
よ
る
と
西
独
コ
ナ

ミ
社
は
同
社
業
務
用
T
V
ゲ

ー
ム
機
販
売
を
中
心
に
、
欧

州
で
の
す
べ
て
の
パ
ソ
コ
ン

機
種
用
ソ
フ
ト
の
供
給
を
行

な
う
方
針
だ
が
、
昨
年
秋
か

ら
日
本
の
各
M
S
X
メ
ー
カ

ー
が
欧
州
向
け
輸
出
を
始
め

た
こ
と
か
ら
、
欧
州
の
M
S

X
市
場
拡
大
を
予
測
、
パ
ソ

コ
ン
ソ
フ
ト
は
M
S
X
用
を

中
心
に
扱
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
今
回
M
S
X
用
ソ

フ
ト
の
大
畏

(
今
年
中
に
四

十
万
本
)
出
荷
契
約
を
し
た

も
の
で
、
こ
れ
は
日
本
の
専

門
商
社
の
鮒
J
K
グ
ル
ー
プ

(本
社
大
阪
、
北
依
治
郎
社

長
)
を
通
じ
て
契
約
。
同
社

は
今
年
の
M
S
X
用
ソ
フ
ト

の
海
外
出
荷
を
、
欧
州
を
中

心
に
米
国
な
ど
へ
計
百
三
十

d竺

⑩ • 

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
日
日
か
ら
オ
ー
プ
ン
の
予
定

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

(
鮒
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド

縦
営
、
T
D
L
)
で
は
新
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
三
次

元

(
3

D
)
映
画

1

マ
ジ
ッ

ク

・
ジ
ャ
ー

ニ
|
」
を
一
月

十
七
日
オ
ー
プ
ン
き
せ
る
こ

と
に
な
り
、
話
題
を
呼
ん
で

い
る
。
T
D
し
が
新
た
に
施

設
を
追
加
す
る
の
は
、
開
国

以
来
こ
れ
が
初
め
て
と
な
る
。

こ
れ
は
米
国
フ
ロ
リ
ダ
州

の
ウ
ォ
ル
ト

・
デ
ィ
ズ
ニ
ー

ワ
ー
ル
ド
に
あ
る
エ
プ
コ
ツ

ト
セ
ン
タ
ー
で

一
九
八
二
年

3
0
映
画
『
マ
ジ
ッ
ク
・
ジ
ャ

l
ニ

|
』
の
タ
イ
ト
ル
を
カ
メ
ラ
で
撮
っ

た
画
面

⑥
毛
色
同

0
5
2
刀

3

-， 
、，三、

、警

円、

.. 
w 

d 

d 

支 1
吉区芸
解雲
散?
を日
決言
定宮

正
式
に
は

2
月
刊
日
付
で
、

N
A
O
大
阪
府
支
部
(
川

上
秀
雄
支
部
長
)
で
は
十
二

月
四
日
、
大
阪

・
森
ノ
宮
の

大
阪
市
立
労
働
会
館
に
て
支

部
総
会
を
聞
き
、
同
支
部
を

解
散
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

こ
れ
は
同
支
部
総
会
の
直

前
に
聞
か
れ
た
理
事
会
で
、

同
支
部
の
今
後
の
あ
り
方
に

つ
い
て
討
議
し
た
結
果
、
問

解
散
式
同
日

支
部
を
発
展
的
解
消
し
府
下

の
N
A
O
会
員
は
大
阪
府
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ

ン
ト
マ

シ
ン
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
協
会
(
梅
原
稿

三
会
長
)
に
ム
同
流
す
る
こ
と

で
意一
見
が
ま
と
ま
り
、
同
支

部
総
会
で
こ
れ
が
承
認
さ
れ

た
も
の
。

こ
の
解
散
理
由
に

つ
い
て
は
、
①
同
支
部
会
員

の
大
多
数
が
大
阪
府
A
M
O

影
の
三
十
倍
の
ラ
イ
ト
を
使

っ
て
修
正
す
る
な
ど
、
新
技

術
や
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ

ての

正月映画と提携
アイレム車内

自民 り広告局ポ 1: ~.ヲJーン盟左右鼠宙皇宮
スヲーから 却炉建問帥附誕生主主主!こ1
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P
協
会
の
会
員
と
な
り
、
同

協
会
の
役
員
も
同
支
部
役
員

が
多
く
兼
任
し
て
い
る
こ
と
、

②
同
協
会
か
同
支
部
以
上
の

役
割
を
来
た
す
存
夜
と
な
っ

て
い

る
こ
と
|
|
'な
ど
か
ら

同
支
部
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
う

も
の
。
そ
し
て
同
支
部
解
散

日
は
新
風
営
法
施
行
日
の
ニ

月
十
三
日
と
し
、

一
月
五
日

の
近
畿
三
支
部
合
同
に
よ
る

新
年
互
礼
会
を
も
っ
て
最
終

の
事
業
と
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

こ
れ
に
伴
な
い
同
支
部

で
管
理
し
て
い
る
会
費
な
ど

万
本
と
見
込
ん
で
い
る
。

ま
た
向
社
の
パ
ソ
コ
ン
ソ

フ
ト
部
門
の
取
組
み
は
意
欲

的
で
、
国
内
で
は

こ
の
ほ
ど

I
B
M
が
昨
年
末
に
発
売
し

た
凶
ビ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
「
I

B

M
|
J
X
」
用
の
ゲ
ー
ム

ソ
フ
ト
(
三

・
五
勺
フ
ロ

ッ

ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
第

一
弾
は

「
ハ
イ
バ
|
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
」

で
定
価
六
千
八
百
円
)
を
一

月
十
八
日
発
売
す
る
。
同
時

に
同
ゲ
ー
ム
専
用
ジ
ョ
イ
ス

テ
ィ
ッ

ク
も
発
売
。
四
月
に

は
さ
ら
に
三
種
類
の
同
パ
ソ

コ
ン
ソ
フ
ト
が
発
売
さ
れ
る

予
定
。
同
社
の
パ
ソ
コ
ン
ソ

フ
ト
は
当
初
M
S
X
用
の
み

だ
っ
た
が
、
現
ト
仕
で
は
そ
の

他
の

パ
ソ
コ

ン
機
橋
周
ソ
フ

ト
も
手
が
け
て
お
り
、
今
後

は
総
合
的
な
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ

ト
メ
ー
カ
ー
を
目
指
す
と
し

て
い
る
。

、

る
。
監
督
は
一
九
八

O
年
に

ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
受
賞
し
た

マ
|
レ
イ

・
ラ

i
ナ
|
氏
で
、

同
氏
は

「他
の
映
画
で
は
観

答
に
シ
ョ
ッ

ク
を
与
え
怖
が

ら
せ
る
た
め
に
3
D
技
術
を

使
っ
て
い
る
が
、
マ
ジ

ッ
ク
・

ジ
ャ

l
ニ
i
は
見
て
い
る
こ

と
を
実
際
に
経
験
し
て
い
るι

 

こ
の
映
画
は
東
宝
東
和
の
-

提
供
に
よ
る
も
の
で
、
カ
ン

フ
l
ア
ク
シ
ョ
ン
で
お
な
じ

み
の
ジ
ャ

ッ
キ
1
・
チ
ェ

ン

が
主
演
。
欧
州
を
震
え
上
が

ら
せ
る
巨
大
組
織
H
X
H
の

陰
謀
に
立
ち
向
か
い

、
伯
爵

と
呼
ば
れ
る
正
体
不
明
の
男
、

美
し
い
娘
、ン
ル
ビ
ア
の
隠
さ

れ
た
目
的
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

謎
を
解
く
カ
ギ
と
な
る
。
ガ

に
つ
い
て
は
、
均
等
に
会
員

に
返
却
す
る
こ
と
で
了
承
さ

れ
た
。
ま
た
同
支
部
が
解
散

し
て
も
N
A
O
の
会
長
と
し

て
の
資
格
は
残
る
か
、
こ
の

問
題
は
N
A
O
本
部
の
検
討

事
項
と
な
る
。
な
お
同
支
部

で
は
二
月
十
六
日
に

ρ
解
散

式
。
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

こ
の
ほ
か
同
総
会
で
は
、

府
条
例
改
正
に
伴
い
同
支
部

自
主
規
制
を
変
更
す
る
こ
と

の
了
泳
、
新
風
営
法
に
つ
い

て
の
意
見
交
換
な
ど
が
行
な

わ
れ
て

い
る
。

本
的
方
針
」
が
披
露
さ
れ
た
。

そ
の
報
告
に
よ
る
と
、
府
県

に
よ
り
相
奨
点
も
あ
る
が
基

本
的
に
は
①
地
域
制
限
で
は

住
宅
集
合
地
域
内
、
②
距
離

制
限
で
は
学
校

・
病
院
な
ど

か
ら
三
十
な
い
し
百

μ
内
、

③
営
業
時
間
の
特
例
で
は
年

末
年
始
と
大
規
模
な
祭
礼
日

で

一
時
間
、
④
営
業
時
間
制

限
は
午
前

O
時
か
ら
日
出
時
、

九
時
、
十
時
ま
で
の
い
ず
れ

か
、
⑤
年
少
者
立
入
制
限
は

十
六
歳
未
満
者
の
午
後
六
時

以
後
の
立
入
り
禁
止
ー
ー
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
報
告
は
、
全
国
都
道
府
県

四
十
七
の
う
ち
ょ
寸
六
ヵ
所
だ

が
、
ほ
ぽ
平
均
的
な
レ
ベ
ル

を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
下
位
法
令
に
関
し
て

N
A
O
か
ら
警
察
庁
に
対
し

て
い
く
つ
か
要
・望
哲
を
提
出

真
鍋
、

し
て
い

る
こ
と
も
披
露
さ
れ

た
(
要
望
書
な
ど
は
前
号
既

報
)
。
う
ち
「
政
令
で
定
め

る
除
外
さ
れ
る
施
設
に
つ

い

て
」
は
、
N
A
O
執
行
部
は

ホ
テ
ル
、
S
C
、
遊
園
地
の

施
設
で
外
部
か
ら
谷
易
に
見

通
せ
る
も
の
は
す
べ
て
風
営

対
象
外
と
思
い
込
ん
で
い
た

が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
普
察

庁
に
よ
る
と
「
営
業
の
独
立

性
の
高
い
も
の
は
庖
舗
」
で

風
営
対
象
に
な
り
、

届
舗
で

な
く

「随
伴
す
る
施
設
」
で

除
外
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と

の
説
明
が
あ
っ
た
、
と
内
国

会
長
が
説
明
し
た
。
基
本
的

に
S
C
な
ど
で
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
庖
舗
で
あ
る
限
り
風

営
対
象
と
な
る
こ
と
が
、
こ

こ
で
改
め
て
確
認
さ
れ
た
が
、

さ
ら
に
要
望
書
を
出
す
こ
と

も
了
殺
さ
れ
て
い
る
。

小
島
両
氏
が
辞
意

N
A
O
の
組
織
問
題
に
つ

い
て
は
、
各
都
道
府
県
単
位

で
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会
の

設
立
状
況
が
リ
ス
ト
で
示
さ

れ
た
の
ち
、
こ
れ
ら
の
全
国

連
合
会
が
謀
題
と
な
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、
N
A
O
と
め

か
ら
み
で
ど
う
し
て
い

っ
た

ら
い
い
か
、
二
十
数
名
の
理

事
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
が
出

さ
れ
た
。
大
部
分
の
立
見
は

都
道
府
県
O
P
協
会
の
述
合

会
が
N
A
O
に
代
わ
り
う
る

と
し
、
N
A
O
を
現
状
の
ま

ま
存
続
さ
せ
る
と
の
少
数
意

見
も
あ

っ
た
が
、
焦
点
が
定

ま
ら
な
い
ま
ま
論
議
が
続
い

た
後
、

「組
織
に
闘
す
る
小

委
員
会
」
を
設
け
そ
こ
で
検

討
す
る
と
の
案
で
採
決
、
賛

成
多
数
と
な
っ
た
。
し
か
し

次
に
そ
の
小
委
員
会
の
人
選

で
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
山

田
俊
夫
理
事
が

「
現
在
の
N

A
O
は
そ
の
ま
ま
六
十
年
六

月
ま
で
継
続
さ
せ
、
六
月
末

4・• 
か
の
よ
う
に
感
じ
て
も
ら
う

の
が
目
的
で
、
こ
の
目
的
は

十
分
達
成
で
き
た
」
と
し
て

い
る
。
音
楽
担
当
は
映
画
「
メ

リ
|
ポ
ピ
ン
ズ
」
の
メ
ロ
デ

ィ
ー
な
ど
数
々
の
ヒ

ッ
ト
闘

で
知
ら
れ
る
シ
ヤ

|
マ
ン
兄

弟
。
な
お
上
映
時
間
は
約
十

五
分
間
と
な

っ
て
い
る
。

ウ
デ
ィ
の
熔
H
に
潜
入
し
て

い
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、

特
別
出
演
し
て
い
る
総
合
格

闘
技
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と

空
手
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
と

の
一
騎
う
ち
、
映
画

「
0

0

7
」
の
メ
カ
チ

l
ム
が
製
作

し
た
H
ス
パ
ル
タ
ン
号
。
の

激
烈
な
カ

l
ア
ク
シ
ョ
ン
な

ど
が
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
。

ア
イ
レ
ム
で
は
同
映
画
に

関
す
る
著
作
権
を
有
す
る
東

主
東
和
の
子
会
社
、
東
和
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
の
聞
で
同

映
画
を
す
V
ゲ
ー
ム
機
化
す

る
旨
の
交
渉
を
六
月
か
ら
始

め
、
十
一
月
に
そ
の
タ
イ
ト

ル
や
登
場
人
物
名
な
ど
を
T

オペレーター@パートナー
1人よDも2人@カで

.務内容 ……

・ゲームコーナーの共同経営

・ゲームマシンの長期I!J賦販売

・長期資金肩車資

ケイ・アミューズメントリ ース諮
東京(425)8102 大阪(365)8879

で
発
展
的
解
消
。
全
国
連
合

会
の
設
立
準
備
を
そ
の
間
に

進
め
、
全
国
連
合
会
が
N
A

O
を
継
ゑ
す
る
」
と
の
提
案

が
あ
り
、
結
局
こ
の
提
案
が

採
用
さ
れ
た
。

真
鍋
副
会
長
、
小
島
理
事

か
ら
、
東
京
都
ゲ

i
ム
場
営

業
者
協
会
に
専
念
し
た
い
の

で
、
五
十
九
年
末
で
N
A
O

役
員
を
府
任
、
退
会
し
た
い

と
の
申
し
出
が
あ
り
、
会
長

ほ
か
の
理
惑
が
慰
留
に
努
め

た
が
、
真
鍋
氏
ら
の
意
思
は

固
く
、
結
局

「会
長
預
り
」

と
な

っ
た
(
「
会
長
預
り
」

の
形
は
タ
イ
ト
ー
な
ど
大
手

オ
ペ

レ
ー
タ
ー
の
昨
年
四
月

退
会
の
際
に
も
と
ら
れ
て
お

り
、
暖
昧
な
事
務
処
理
と
し

て
問
題
を
残
し
て
い
る
)。

以
上
の
ほ
か
部
N
A
O
ア

ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト

・
エ
キ
ス

ポ
、
新
春
三
協
会
名
刺
交
換

会
な
ど
に
つ

い
て
準
備
状
況

の
簡
単
な
説
明
が
あ
っ
た
。

V
ゲ

l
ム
機
に
使
用
で
き
る

許
諾
契
約
を
交
わ
し
た
。
そ

し
て
こ
れ
を
T
V
ゲ
|
ム
機

「
ス
バ
ル
タ
ン
X
」
と
し
て

開
発
、
同
映
画
の
封
切
日
(十

二
月
十
五
日
)
に
合
わ
せ
発

売
し
た
。
同
ゲ

l
ム
機
は
。

x

の
館
H
の
五
階
に
監
禁
さ
れ

て
い
る
シ
ル

ビ
ア
救
出
の
た

め
、
ジ
ャ
ッ

キ

|
-
チ
ェ
ン

が
一
階
か
ら
敵
を
倒
し
な
が

ら
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
内

容
に
な
っ
て
い
る
(
詳
し
く

は
本
紙
前
号
「
話
題
の

マ
シ

ン
」
参
附
…
)
。
同
社
で
は
同

ゲ
l
ム
機
に

つ
い
て
「
映
画

と
の
相
乗
効
果
と
T
V
ゲ
ー

ム
機
の
イ
メ
ー
ジ
ア

ッ
プ
を

組
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

な
お
同
社
で
は
さ
ら
に
同

社
T
V
ゲ

i
ム
機
を
一
般
的

に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、

電
車
内
の
吊
り
広
告
を
出
し

た
。

こ
れ
は
東
京
の
山
手
線

で
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
二

日
間
、
大
阪
の
地
下
鉄
全
線

で
二
十
二
日
か
ら
三
日
問
、

そ
れ
ぞ
れ
P
R
さ
れ
た
。
そ

の
内
容
は
同
社
「
ス
パ
ル
タ

ン

X
」
と
「
ロ

ー
ド
ラ
ン
ナ

ー
」
の
画
面
写
真
や
タ
イ
ト

ル
に
加
、
え
て
よ
ね
近
く
の
ゲ

ー
ム
場
て
お
楽
し
み
下
さ
い
々

と
ゲ

l
ム
場
へ
の
誘
い
文
句

も
入
っ
て
い
る
。
同
社
で
は

「吊
リ
広
告
は
T
V
ゲ

l
ム

機
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
向

上
と
ゲ
ー
ム
場
の
活
性
化
を

意
図
し
た
」
と
そ
の
意
欲
の

ほ
ど
を
示
し
て
い
る
。

A

M
シ
ョ
l
委
員
会
最
終
会
合

剰
余
金
を

2
協
会
に
比
例
分
配

昨
年
の
第
包
囲
A
M
シ
ョ

ー
の
シ
ョ

l
委
員
会
で
は
、

十
二
月
十
八
日
、
東
京

・
永

岡
町
の
T

B
R
ビ
ル
で
第
三

国
会
合
を
開
き
、
同
シ
ョ
ー

の
締
め
く
く
り
と
し
て
の
概

要
報
告
を
承
認
、
決
算
案
も

承
認
し
た
上
で
、
剰
余
金
の

処
分
を
決
め
た
。

同
シ
ョ
ー
で
は
約
六
百
七

十
万
円
剰
余
金
が
あ
り、

う

ち
約
八
十
二
万
六
千
円
を
J

A
P
E
A
に
、
残
り
を
J
A

M
M
A
に
分
配
す
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
が
承
認
さ
れ
、

決
算
も
終
了
予
定
と
な
っ
た
。

包険 ρ 
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コ
ナ
ミ
エ
業
が
欧
州
で
英
国
に
続
き

西
独
に
も
子
会
社

海
外
、
圏
内
と
も
に
パ
ソ
コ
ン
志
向
強
め
る

コ
ナ
ミ
イ
ン
ク
(
本
社
シ
カ

ゴ
、
ベ
ン

・
ハ
レ
ル
社
長
)、

英
国
コ
ナ
ミ
リ
ミ
テ
ッ
ド
(本

社
ロ
ン
ド
ン
、
平
岡
山
H

司
社

長
)
に
続
き
海
外
に
三
つ
の

小
会
社
を
持
っ
た
こ
と
に
な

り
、
欧
州
で
は
西
独
コ
ナ
ミ

社
を
販
売
拠
点
と
し
て
英
国

コ
ナ
ミ
社
と
と
も
に
欧
州
市

場
拡
大
に
本
格
的
に
釆
り
出

す
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
西

独
コ
ナ
ミ
祉
の
代
表
者
は
現

地
人
を
登
用
す
る
方
針
で
人

材
を
探
し
て
お
り
、
今
の
と

こ
ろ
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
。

所
在
地
な
ど
は
次
の
と
お
り
。

穴

2
Z
E
d
-
(ト

E
r
--H

-ヅ

mog
-dr-z
一F

7
A
m乙

md

か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、
T
D
L
で
は
ト
ウ
モ
ロ

ー
ラ
ン
ド
内
で
昨
年
九
月
十

六
日
ま
で
上
映
さ
れ
て
い
た

「エ

タ

i
ナ
ル

・
シ
l
」
の

劇
場
に
て
公
開
さ
れ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
子
ど
も
が

幻
想
の
世
界
へ
不
思
議
な
旅

を
す
る
と
い
う
内
容
で
、
3

D
映
画
と
し
て
は
初
め
て
の

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
画
像
と
実
写
画
像
の
合

成
に
よ
る
も
の
。

シ
ス
テ
ム

的
に
は
日
本
で
は
初
の
七
十

ミリ
大
恕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を

二
台
使
用
し
、
こ
の
二
台
の

プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
l
に
人
閉
め

右
目
と
左
固
め
役
割
を
さ
せ
、

特
殊
偏
光
フ
ィ
ル
タ
ー
を
つ

け
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
す

る
。
さ
ら
に
観
客
も
偏
光
フ

ィ
ル
タ
ー
の
め
が
ね
を
か
け

て
見
る
こ
と
で
、
二
台
の
プ

ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
に
よ
る
映
像
ア
イ
レ
ム
側
(
本
社
大
阪

が

一
つ
に
な
り
、
実
物
を
見
府
松
原
市
、
高
嶋
哲
社
長
)

て
い

る
の
と
同
じ
遠
近
感
と
で
は
、
映
画
「
ス
パ
ル
タ
ン

奥
行
を
感
じ
る
と
い
う
も
の
。
X
」
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
岡
映

こ
の
二
度
の
偏
光
フ
ィ
ル
タ
画
を
T
V
ゲ
ー
ム
機
化
し
た

ー
の
使
用
で
画
加
が
暗
く
な
こ
と
を
こ
の
ほ
ど
明
ら
か
に

り
が
ち
な
の
を
、
通
常
の
綴
し
た
。
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円
満
に

J
o
u、

量
脱
、

承
認

が
同
満
に
承
認
さ
れ
、
残
協

組
と
脱
退
組
と
は
今
後
も
協

力
し
合
う
こ
と
が
線
認
さ
れ

た
。

こ
れ
ら
の
呉
動
に
伴
な

い
役
員
八
名
が
降
任
し
た
た

め
こ
れ
を
補
う
八
名
の
役
員

が
選
任
さ
れ
た
。

同
組
合
で
は
十

一
月
二
十

ロ
月
例
会
で
日
年
度
優
良
マ
シ
ン
選
定

• • 

四
日
の
理
事
会
で
次
の
と
お

り
補
充
役
員
の
分
州
を
決
め

た
。
理
事
長

1
飯
島
氏
(
ワ

ー
ル
ド
リ

i
ス
鮒
)
、
副
理

事
長
H

紙
本
昭
夫
氏
(
倒
タ

イ
ガ

l
レ
ジ
ャ
ー
)
。
刻
一挙

1
小
吉
正
実
氏
(
側
小
宮
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
)
、
高
収

宏
之
介
氏
(
側
ス
カ
イ
)
、

真
鍋
勝
紀
氏
(
側
、
ン
グ
マ
)
、

武
市
哲
夫
氏
(大
光
産
業
側
)
、

半
島
準

一
氏
(
鮒
ト

ニ
l
)。

獄
事
H

問
所
武
氏
(
側
東
京

マ
ル
サ
ン

)。

十
二
月
例
会
で
は
補
充
役

員
の
印
刷
介
の
後
、
シ
グ
マ
の

駒
井
氏
が
新
風
営
法
の
下
位

法
令
進
展
状
況
な
ど
を
説
明

し
た
。
脱
退
す
る
組
合
員
に

つ
い
て
は
手
続
き
な
ど
を
検

討
、
さ
ら
に
新
規
加
入
を
促

進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま‘

 

k
u下b
J
V

エキサイテイングなモトクロスレースグ

3分以内に各レースの5位に入賞しないと

次のレースに出場できないぞ.グ

た
指
導
員
養
成
講
座
な
ど
の

予
定
に
つ
い
て
も
討
議
が
行

な
わ
れ
た
。

同
組
合
恒
例
の
「
優
良
マ

シ
ン
の
選
出
」
に
は
脱
退
組

か
ら
七
社
が
合
流
し
て
、
次

の
よ
う
に
決
ま
っ
た
。
五
十

九
年
度
最
優
秀
機
は
な
し
。

優
秀
機
H
H
「
バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
」

「
V
S
シ
ス
テ
ム
」

「
ク
ラ

ウ
ン
ズ
ゴ
ル
フ
」
「
ロ

ー
ド

ラ
ン
ナ
ー
」

「
空
手
道
」
「
な

か
よ
し
コ
ア
ラ
」

「
ク
ル
ク

ル
ポ
ツ
ポ
」

。

こ
れ
ら
の
機

械
に
関
し
て
は
、
二
月
の
総

会
で
表
彰
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

な
お
同
組
合
の
組
合
員
数

は
十
二
月
段
階
で
二
十
九
社

脱
退
予
定
、
二
十
二
社
が
残

る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
新
風
営
法
下
で
許
可
制
を

除
外
さ
れ
る
の
は
「
区
画
さ

れ
た
地
設
」
で
施
行
令
の
条

件
を
満
た
す
も
の
に
限
ら
れ

て
お
り
、

一
般
の
「
府
舗
」

は
S
C
内
で
あ
れ
除
外
さ
れ

な
い
こ
と
が
、

(
内
田
氏
の

説
明
と
は
別
に
)
後
に
確
認

さ
れ
て
い
る
。

大
阪
難
波
か
ら
東
大
阪
市
へ

フ
ナ
イ
本
社
移
転

船
井
電
機
は
小
会
社
2
社
吸
収
合
併

側
フ
ナ
イ
(
本
社
大
阪
、

船
井
哲
良
社
長
)
で
は
同
社

の
いや
実
上
の
本
社
を
移
転
し
、

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
新
本

社
で
業
務
を
開
始
し
た
。

こ
れ
は
同
祉
の
業
務
拡
張

に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で

の
大
阪

・
難
波
の
プ
ラ
ザ
ビ

ル
か
ら
東
大
阪
市
に
あ
る
同

社
所
布
の
フ
ナ
イ
ビ
ル
に
移

転
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
蛾

波
プ
ラ
ザ
ビ
ル
に
は
向
社
の

バ
チ
ス
ロ
部
門
が
銭
さ
れ
て

い
ヲ
@
。

フ
ナ
イ
ビ
ル
は
凶
階
建
て

で
、
一
、

二
階
は
ゲ

l
ム
コ

ー
ナ
ー
に
、
三
、
凶
階
は
事

務
所
と
な

っ
て
お
り、

近
畿

大
学
の
近
く
に
あ
る
た
め
、

同
ビ
ル
の
ゲ
ー
ム
コ

ー
ナ
ー

に
は
若
者
容
が
多
く
、
新
製

品
の
ロ
ケ
テ
ス
ト
に
も
利
用

さ
れ
て
い
る
。
新
本
社
の
所

ト
位
地
な
ど
は
次
の
と
お
り
。

附
フ
ナ
イ
H

大
阪
府
東
大

阪
市
間
上
小
阪
十
こ
の
十
八
、

フ
ナ
イ
ビ
ル
、
盟
七
二
一

ー

三
七
五
O

(
な
お
同
社
の
益

記
上
の
本
社
所
街
地
は
大
阪

市
東
区
森
の
宮
中
央

一
の
十

六
の
二
十
二
、
宮
九
四

一
I
I

• • 

O
二
六
二)。

ま
た
附
フ
ナ
イ
の
級
会
社

で
あ
る
船
井
電
機
側
(
本
社

大
阪
府
大
東
市
、
船
井
哲
良

社
長
)
で
は
経
営
の
合
理
化

を
目
的
に
十
二
月
十
六
日
付

て
同
社
の
子
会
社
で
あ
る
船

井
電
機
貿
易
側
と
大
東
背
抑
制
円

鮒
の
ニ
祉
を
岐
収
合
併
し
て

い
る
。
そ
の
結
栄
船
井
電
機

の
現
経
営
陣
は
次
の
と
お
り

と
な
っ
て
い
る
。

代
表
取
締
役
社
長

1
船
井

哲
良
氏
、
取
締
役
副
社
長

1

高
僑
前
一
氏
。
取
締
役
H

北
光

弘
氏
、
船
井
孝
英
氏
、
笹
尾

高
造
氏
。
監
脊
役

1
鹿
旧
勝

抜
氏
。

事
務
所
移
転

側
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
H

岩
手

県
紫
波
郡
都
南
村
永
井
二
十

三
の
七
の
三
十
九
、
宮

(O

一
九
六
)
三
八
|
三
三
九
一

、

佐
藤
義
雄
社
長
。

側
テ
ツ
ク

1
東
京
都
港
区

六
本
木
凶
の
一
の
九
、
ベ
ル

ザ
六
本
木
、
宮
本
八
九
|
O

七
七
O
、
横
井
裕
彦
社
長
。

製品??のする高収益を約
宝孟盃亙~0_.，:;;;;;; 

I-~ニ'7

メルヘン木馬

株式会社

ダンプ森のコアラ

(旧社名 東洋娯楽機株式会社)

〒152東京都目黒区八雲1-5-7ft(03)718-6521(販売部)

FAX. (03)725・2420TLX. 246 -6310 TOGO.J. 
〒223横浜市港北区綱島東 5-4 -6 ft (045) 531・6001

FAX. (045)542 -8274 
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マ91-29985

日
本
娯
楽
機
械
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
脚
(
事
務
局
東
京
、
飯

島
品
川
勝
理
事
長
)
で
は
十

一

月
十
四
日
東
京
で
臨
時
総
会

を
開
い
た
後
、
十
二
月
十

一

日
に
熱
海

・
金
城
館
で
例
会

を
聞
き
、
新
風
営
法
問
題
と

同
組
合
の
今
後
の
活
動
に
つ

い
て
討
議
し
た
。

十
一
月
の
臨
時
総
会
で
は

内
国
理
事

(
N
A
O
会
長
)

が
大
要
「
S
C
ロ
ケ
は
新
風

営
法
の
対
象
外
と
な
っ
た
が
、

教
育
関
係
者
な
ど
か
ら
厳
し

く
見
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
処
す
る

た
め
S
C
ロ
ケ
の
自
主
規
制

や
機
種
の
選
定
な
ど
が
必
要

で
あ
り
、
S
C
ロ
ケ
の
み
の

念
国
組
織
化
を
図
り
た
い

」

と
の
理
由
で
脱
退
す
る
こ
と

を
説
明
、
こ
れ
に
貸
同
す
る

組
合
員
は
同
調
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
結
築
会
組
合

員
五
十

一
社
中
二
十
二
社
が

十
二
月
末
で
脱
退
す
る
こ
と

占すす‘司，よの日闘
月

今
，

4
冨

個
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米
国
業
界
誌
「
プ
レ
イ
メ
同
誌
と
は
雄
誌
と
新
聞
と
い
メ
ー
タ
ー
」
か
ら
同
氏
の
言
は
采
軟
で
あ
る
。

ー
タ
|
」
の
ラ
ル
フ

・
ラ
リ
う
志
味
で
も
典
な
る
が
、
同
う
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
の
広
告
を

「
プ
レ
イ
メ
ー
タ
ー
」
は

|
社
長
が
十
二
月
、
交
通
事
誌
の
著
し
い
特
徴
と
し
て
は
極
力
排
し
、
ま
た
同
誌
が
主
創
立
者
で
も
あ
っ
た
社
長
を

一
故
で
死
亡
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
に
対
す
る
取
催
す
る
米
凶
春
の
展
示
会
A

交
通
事
故
と
い
う
不
慮
の
事

一
!
ス
は
、
似
か
よ
っ
た
職
務
扱
い
が
か
な
り
厳
し
い
点
に

o
Eか
ら
も
問
機
の
械
遣
を
放
で
失
っ
た
が
、
ラ
リ

l
氏

一
に
つ
い
て
い
る
筆
者
に
と
つ
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
大
い
と

っ
た
。
米
凶
の
法
律
で
は
未
亡
人
の
指
締
の
も
と
で
率

一
て
は
大
変
シ
ヨ

y
ク
で
あ

っ

に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
き
た
、
キ
ャ
ン
プ
ル
機
の
定
義
が
明
業
は
継
続
さ
せ
る
と
の
こ
と

一
た
。
事
故
は
社
員
の
酔
っ
払
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ラ
ら
か
な
の
で
、
そ
の
点
て
は
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
リ
ー

一
い

逆

転

に

よ

る

も

の

ら

し

く

、

氏

が

減

な

に

守

っ

た

編

集

・

一
ま

た

編

集

部

の

す

ぐ

近

く

で

発

行

方

針

は

ど

こ

ま

で

引

桃

日
開

起

っ

た

と

の

こ

と

で

、

よ

は

が

れ

て

い

く

も

の

で

あ

る

の

1

ど

気

を

ゆ

る

め

て

い

た

も

の

か

け

ん

当

も

つ

か

な

い

。
特
に

月

と
思
わ
れ
る
。

T
V
ゲ
ー
ム
機
を
中
心
と

L

a----
年

同

誌

と

本

紙

と

の

前

般

の

た

A
M
機
に
つ
い
て
、
米
国

5
提
携
は
な
い
が
、
数

年

前

に

の

市

場

が

悪

化

し

て

い

る

状

唱

ラ
リ
l
氏
が
日
本
の

A
M
シ

況

下

で

は

凶

鰍

で

あ

ろ

う

と

い

ョi
で
来
日
し
た
際
に
、
互

い

さ

さ

か

気

に

な

る

。

い

に

発

行

物

を

交

換

し

合

う

陽

気

な

ニ

ュ

|

オ

|

リ

ン

と

い

う

こ

と

に

な

り

、

交

流

ズ

の

地

で

ラ

リ

|
氏
が
安
ら

は
何
年
も
前
か
ら
あ
っ
た
。

か
に
似
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

論潮

ラ
リ

I
氏
の
死

リ
l
氏
の
考
、
え
に
よ
れ
ば
、

T
V
ポ
ー
カ
ー
な
ど
い
わ
ゆ

る
か
灰
色
機
H

も
ギ
ャ
ン
ブ

ル
機
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ア

ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト

(A
M
)

機
と
一
線
を
副
す
も
の
で
あ

る
、
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
同
氏
は

「プ

レ
イ

明
白
だ
か
。
灰
色
機
。
に
つ

い
て
は
地
方
に
よ
っ
て
法
的

扱
い
が
異
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
か
な
り
の
究
附
を
下
し

た
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
同
誌
と
比
べ
ら
れ
る
米

業
界
誌

「
リ
プ
レ
イ
」
に
お

い
て
は

H

灰
色
機
。
の
被
い

4・• 

4・• 
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、

(
東
京
都
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
日

(
定
義
)

第
一
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

第
一
種
住
居
専
用
地
域
、
第
二

種
住
居
専
用
地
域
、
住
居
地
域
、

近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準

工
業
地
域
、
工
業
地
域
又
は
工
業

専
用
地
域
そ
れ
ぞ
れ
都
市
計
画

法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)

第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

第
一
種
住
居
専
用
地
域
、
第
二
様

・

住
居
専
用
地
域
、
住
居
地
域
、
近

隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工

業
地
域
、
工
業
地
域
又
は
工
業
専

用
地
域
を
い
う
。

二

無

指
定
地
域
前
回
す
に
掲
げ
る

地
域
以
外
の
地
域
を
い
う
。

三
第
一
種
文
教
地
区
又
は
第
二
種

文
教
地
区
そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
文

教
地
区
建
築
条
例

(昭
和
二
十
五

年
東
京
都
条
例
第
八
十
八
号
)
第

二
条
に
規
定
す
る
第
一
種
文
教
地

区
又
は
第
二
桂
文
教
地
区
を
い
う
。

四
病
院
又
は
診
療
所

医
療
法
(
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院

東
京
都
条
例
第
百
二
十
八
号
)

又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診

療
所
(
患
者
の
収
容
施
設
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。)
を
い
う
。

(
許
可
を
更
新
す
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
)

第
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
(
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。

以
下

「
法
」
と
い
う
。
)
第
三
条
第
四

項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
営
業
に
係
る
娯

楽
施
設
利
用
税
に
つ
い
て
、
地
方
税

法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
)
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
徴
収
微
予
を
受
け
た
場
合
と

す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
設
置
を
特

に
制
限
す
る
地
域
)

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
地
域

と
す
る
。

一
第
一
種
住
居
専
用
地
域
、
第
二

種
住
居
専
用
地
域
及
び
住
居
地
域

(
以
下
「
住
居
集
会
地
域
」
と
い

う
。)
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
営
業
所
に
つ
い
て
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
除

/
¥
 

の 法 ンめち法
営 第 スの、第

業 二 教授 営専二
に条 業ら条
{系第 所 に 客 第
るー 」 係にー

営 項 とる夕、 I負 |
業第 い営ン第
所 七 う業ス四

号 )所 を号
及 (教授 の
び 以 営
第 下す業
八 「るグ〉
号 ダたう

てい員接す近 {主
定 会 |災 居
め鈍る商 地
る則{主業 城
も(居地
の 以 地 域

下城及
「でび

規目IJ東 商
」 京業
と者日 I也
ぃ公域

う蓄に
J 近

• • 

• • 

四 一
くに設設政 } 設構政三 業 二
J 該 け備令号法 け造令号法 号

当てを第の第 てを第の tFj 及

す営有 三 営 二 営 有 三 営 二 び

るむす粂業条 むす条業条 第

も営る第の第 常る第の第 凹

の業施二う凶 業 施こ う匹| r勺， 

を(設項ち項 設 I頁ち項 σ3 
l徐ー をの、第 をの 、第 営

〈区近 3 2 l次
J 及|涛 四 の 番 でで十か
以ぴ揃 呑豊 I也 ま台 '-''-'ー ら 新 拘
外第業 ま島械で東の及若干 ニ 宿 げ
の 二 地 で 区 及区 I也び、十区る

J也偉城 ) 商 び T-城新十九の地
域文及 の 池 四東 宿 二 番う域

教 び I也袋 -1-匹| 一番まち以
I也商 域 一 一 丁 Tllえで 、外

区業 丁 番目 自びY 歌 の

に I也 自 か( ( 十新書草地
該 城 ( ら十 二 六 宿{支域
当( 十 |出六 番 番 ニ 11汀
す第 八 十 番 か か 丁 一
るー 番 八か らら 目丁
自IStm 台、 番ら 十 十(自
分 文 bつ ま三 三 九 六(

を教 凹 で十 番番径 二
l徐J也 イー )一 まま 、番

(
風
俗
関
連
営
業
の
深
夜
に
お
け
る

営
業
時
間
の
制
限
)

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
凶
項
に

規
定
す
る
風
俗
関
連
営
業
は
、
東
京

都
内
全
滅
に
お
い
て
、
午
前
零
時
か

ら
日
出
時
ま
て
の
時
間
に
お
い
て
は

こ
れ
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

(
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
庖

営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
ニ
条

住
居
集
合
地
域
に
お
い
て

は
、
法
第
三
十
三
条
第

一
段
に
規
定

す
る
酒
類
提
供
飲
食
届
営
業
を
午
前

零
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お

い
て
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

附

則

(
施
行
期
日
)

1

こ
の
粂
例
は

昭
和
六
十
年
二
月

十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴

力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
)

2

公
衆
に
苫
し
く
迷
惑
を
か
け
る
法

力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る

条
例

(
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例

第一白
三
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中

「
風
俗
営
業
等
取
締
法

施
行
条
例

(昭
和
三
十
四
年
三
月
東

京
都
条
例
第
十
号
)第

一
条
第
七
号
」

を
「
風
俗
営
業
等
の
胤
制
及
び
業
務

め
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
)
第

二
条
第

一
項
第
七
号
」
に
、

「
ま
た

は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

(
大
阪
府
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(昭
和
1
1
寸
九
年
十
二
月
二
十
三
日

(
趣
旨
)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
二
項
第

二
号
、
第
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二

大
阪
府
条
例
第
五
十
七
号
)

市明
、
第
十
1
1
粂

(第
三
十
二
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
)
、
第
二
寸

一
条
、
第
二

十
二
条
第
四
号
、
第
二
十
八
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
法
づ
き
、

風
俗
営
業
及
び
風
俗
関
連
営
業
等
の

2 
二

学

校

、
図
書
館
、
児
童
福
祉
施

設
、病
院
及
び
診
療
所
の
敷
地
(こ

れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定

し
た
土
地
を
含
む
。
)
の
周
聞
百

メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
。
た
だ
し
、

近
隣
商
業
地
域
及
び
商
業
地
域
の

う
ち
規
則
で
定
め
る
地
域
に
該
当

す
る
部
分
を
除
く
。

前
項
の
規
定
は
、
列
車
等
常
態
と

し
て
移
動
す
る
施
設
に
お
い
て
営
ま

れ
る
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
の

特
例
)

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
条
例

で
定
め
る
日
は
、
年
来
年
始
、
大
規

模
な
鉱
山札
が
行
わ
れ
る
日
等
と
し
て

規
制
で
定
め
る
時
と
す
る
。

2

法
第
十
三
条
第

一
項
の
条
例
で
定

め
る
時
は
、
午
前
一
時
以
後
に
お
い

て
規
制
で
定
め
る
時
と
す
る
。

第
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風

俗
営
業
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

地
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
時
間
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。

そ 法 J るJう三百施律及びんち法第 | 
の 第
他 第十行業こ二
の 条 七 九 令務屋義
思L 第 条号(の及
俗 一 に 昭適びー
営 項 規以 和 正風七菱
業 第 定す 下五 化{谷

八 「十等営
号 る政九に業号
グ〉 営令年関す 等の
母t会z・ 業」政の営

業 にと令る規業
限い第法制ぱ

域住 蛾域住 域住 城東
居 以居

居集
>1' .. 

集 外築 老ifS
A EI の合 ぷ口入 |勾
地 t也I也 地 全

の午 午にい項 午 の午 の午
午後 前焼てに前 午後 午後
前十 十 定は規零 前十 前十
十一 11:寺す、定時 十 一 十一
H寺H寺 まる同す( 時 11寺 時時
まか で 時 条 る 前 まか まか
てゆら )第日条 でら でら

翠 かニに第 翌 翠
日 ら項お一 日 日

(
風
俗
営
業
等
の
騒
音
及
び
振
動
の

数
値
)

第
六
条

法
第
十
五
条
(
法
第
三
十
ニ

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)
の

也4A
 

日
出
時
か

ら
午
前
八

時
ま
で
の

間

域

一

第

一
種
住
居
専
用
地

域
及
び
第
一
種
文
教
地

区

四
十

デ
シ
ベ
ル

ニ
第
二
種
住
居
専
用
地

城
、
住
居
地
域
及
び
無

四
十
五

デ
シ
ベ
ル

• • 

営
業
制
限
地
域
、
営
業
時
間
等
に
闘

し
必
要
な
事
演
を
定
め
る
も
の
と
す

λ
v
。(

風
俗
営
業
の
許
可
の
更
新
の
特
例
)

第
二
条

法
第
三
条
筑
間
頃
の
条
例
で

定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
と
す
る
。

一

地
方
税
法

(昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
卜
六
号
)
第
卜
五
条

第

一
項
の
附
判
定
に
よ
る
徴
収
純
子

を
司
会
け
て
い
る
と
き
。

二

以

災

、
風
水
2
一一日
、
火
災
新
し
く

は
こ
れ
ら
に
級
す
る
災
当
又
は
淡

難
に
よ
り
、
そ
の
資
産
に
つ
い
て

相
当
の
被
害
を
受
け
た
と
公
安
委

員
会
が
認
め
る
と
き
。

(
風
俗
営
業
の
許
可
に
係
る
制
限
地

域
)

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

条
例
で
記
め
る
地
域
は
、
次
に
掲
げ

る
地
域
と
す
る
。

一

都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
)
第
八
条
第

一
項
第

一
号
に
鋭
定
す
る
第

一
一
時
住
居
専

用
地
娘
、
第
二
純
住
居
守
用
地
域

及
び
住
肘
地
域
。
た
だ
し
、
住
居

地
械
の
7
ち
公
安
委
員
会
規
則
て

定
め
る
地
械
を
除
く
。

二
日
イ
校
教
育
法

(昭
初
二
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
)
第
一
条
に
規

定
す
る
学
校
、
児
輩
福
祉
法

(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)

第
七
条
に
規
定
す
る
保
育
所
又
は

医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
丘
号
)
第
一
条
第

一
項
に
規

定
す
る
病
院
若
し
く
は
同
条
第
二

墳
に
規
定
す
る
診
療
所

(収
谷
純

設
を
街
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

閉
じ
。
)

の
倣
地
(
こ
れ
ら
の
用

に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
土
地

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
の
周
囲

お
お
む
ね
何
メ
ー
ト
ル

(
当
該
施

設
の
敷
地
が
都
苅
計
画
法
第
八
条

第
一
項
第
一
号
に
脱
定
す
る
商
業

地
域
に
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、

当
該
施
設
の
敷
地
の
周
問
お
お
む

ね
斗
十
メ
ー
ト
ル

)
の
区
城
。
た

だ
し
、
公
安
委
員
会
規
制
で
定
め

る
区
域
を
除
く
。

2

臨
時
風
俗
営
業
(
三
月
以
内
の
期

聞
を
限
っ
て
、
営
む
風
俗
営
業
を
い
う
。)

に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

条
例
で
定
め
る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、

次
の
表
の
上
側
に
掲
げ
る
地
域
に
つ

い
て
、
同
表
の
下
欄
に
崎
げ
る
時
聞

の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定

め
る
数
値
と
す
る
。

数

{色

午
前
八
時

か
ら
日
没

時
ま
で
の

司

1
J

開
H
H

日
没
時
か

ら
翌
日
の

午
前
零
時

ま
で
の
問

午
前
零
時

か
ら
日
出

時
ま
で
の

閑

四
十
五

デ
シ
ベ
ル

四
十

デ
シ
ベ
ル

四
十

デ
シ
ベ
ル

四
十
五

(ア、ンベ

ル

五
十

デ
シ
ベ
ル

四
十
五

デ
シ
ベ
ル• • 

条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
前
墳
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
地
域
と
す
る
。

3

移
動
風
俗
営
業
(
営
業
す
る
場
所

が
常
態
と
し
て
移
動
す
る
風
俗
営
業

を
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
特
例
)

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
条
例

で
定
め
る
日
は
、
年
末
年
始
そ
の
他

の
特
別
の
事
情
の
あ
る
日
と
し
て
公

安
委
員
会
が
公
示
し
て
指
定
す
る
日

と
し
、
岡
市
引
の
条
例
で
定
め
る
時
は
、

午
前

一
時
と
す
る
。

2

法
第
開
条
第
三
一
項
に
規
定
す
る
営

業

(
以
下
「
ぱ
ち
ん
こ
屋
等
」
と

い

う
。
)
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

は
、
迎
用
し
な

い
。

(
ぱ
ち
ん
-
}
屋
等
の
営
業
時
間
の
制

限
)

第
五
条

ぱ
ち
ん
こ
屋
等
を
営
む
風
俗

営
業
者
は
、
府
の
区
域
で
は
、
日
出

時
か
ら
午
前
十
時
ま
で
及
び
午
後
十

一
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
の

時
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。

(
風
俗
営
業
及
び
深
夜
に
お
け
る
飲

食
底
営
業
に
係
る
騒
音
及
び
振
動
の
規

制
)

第
六
条

法
第
十
止
条
の
条
例
で
定
め

る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、
別
表
第
一

の
中
州
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
同

表
の
下
欄
に
仰
げ
る
時
聞
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
側
に
定
め
る
数

値
と
す
る
。

2

法
第
十
丘
条
の
条
例
で
定
め
る
娠

動
に
係
る
数
値
は
、

五
十
五
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
項
)

第
七
条

風
俗
営
業
計
は
、
次
に
仰
げ

る
いや
揃
引
を
巡
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
弘

一

営

業
所
で
作
わ
い
な
一
言
動
そ
の

他
山
掛
け
良
の
胤
俗
を
川
よりす
る
行
為
を

し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ
と
。

ニ

営
業
所
に
存
を
宿
泊
さ
せ
な
い

こ
と
。
た
だ
し
、
営
業
所
を
旅
館

裟
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
一向

三
十
八
号
)
第
二
条
第
一
明
に
州
判

定
す
る
旅
館
営
業
の
施
設
と
兼
用

し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

三

営

業

所

(
こ
れ
と
構
造
上
区
分

一一一
を地用工業 分教指
除区地業地近 を地定
くに城 地域隣 除 区地
J 該(城平商 くに域

当第及工業 '-'。 ヰ員t.__ 、

すーび 地 当第
る種工業域 す一
都台文 業 地 る極
分 教 専 域 商 部文

デ五
シ十
..-.:: 
jレ

ア六
シ 十
J、ζ

lレ

デ五
シ十
Fく

ノレ

デ五
シ十

" み

/レ

2

法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め
る
振

動
に
係
る
数
値
は
、
東
京
都
内
全
域

に
つ
い
て
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
項
)

第
七
条

風
俗
営
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
営
業
所
で
卑
わ

い
な
行
為
そ
の

他
警
良
の
風
俗
を
章
一回
す
る
行
為
を

し
、
又

は
さ
せ
な

い
こ
と
。

二

客

の

求

め
な
い
飲
食
物
を
提
供

し
な
い
こ
と
。

三

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
表

一示
す
る
料
金
以
外
の
料
金
を
客
に

請
求
し
な
い
こ
と
。

四
営
業
所
に
お
い
て
客
を
宿
泊
さ

せ
、
若
し
く
は
仮
眠
さ
せ
、
又
は

寝
具
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
答
に
使
用
さ
せ
な
い
こ
と
。

五

営

業

中

に

お
い
て
、
営
業
所
の

出
入
口
、
客
室
等
に
施
錠
を
し
、

又
は
さ
せ
な
い
こ
と
。

六
営
業
所
に
お
い
て
、
法
第
二
条

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
風
俗
関
連

営
業
を
営
み
、
又
は
他
の
者
に
営

ま
せ
な
い
こ
と
。

七
と
ば
く
そ
の
他
者
し
く
射
撃
心

を
そ
そ
る
よ
う
な
行
為
を
し
、
又

は
さ
せ
な
い
こ
と
。

2

ダ
ン
ス
教
綬
所
を
営
む
風
俗
営
業

者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ダ
ン
ス
教
師
以
外
の
者
を
ダ
ン

ス
の
指
導
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

ニ

ダ

ン

ス

教
師
が
付
添
い
指
導
を

し
な
い
で
客
相
互
間
の
ダ
ン
ス
を

さ
せ
な
い
こ
と
。

三

ダ
ン
ス
教
授
所
に
お
い
て
客
に

欽
食
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

3

法
第
二
条
第
一
一
項
第
七
号
及
び
第

八
号
の
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
客
相
互
の
行
う
遊
技
の
結
果
に

対
し
て
食
品
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

二

容
に
提
供
し
た
賞
品
を
買
い
取

ら
せ
な
い
こ
と
。

三
営
業
所
(
ま
あ
じ
ゃ
ん
屋
及
び

飲
食
広
営
業
と
法
第
二
条
第
一
項

第
八
回
す
の
営
業
と
を
兼
業
し
て
い

る
営
業
に
係
る
営
業
所
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
客
に
飲
測
を
さ
せ
な

い
こ
と
。

(
立
入
り
を
制
限
す
る
年
少
者
の
年

齢
及
び
時
)

第
八
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
条

例
で
定
め
る
年
齢
は
、
十
六
歳
と
し
、

向
号
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る

時
は
、
午
後
六
時
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
区
域
の
基

準
と
な
る
施
設
)

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
条

例
で
定
め
る
そ
の
他
の
施
設
は
、
病

院
及
び
診
療
所
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
風

俗
関
連
営
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
間
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一
業 一

法 号 法
第 及第

ぴ ニ
条

3第i条第第
四 号 四
項 の 項
第 営 第

商 以 で 台
業 外及束
t也 のび区
域 地四千
以 城十束
外 一四
の 番丁
地 か目
城 ら(

四十
十 六
八 番
番か
まら
で二
) 十

の こ
地 番
放ま

さ
れ
て
い
な
い
施
設
を
含
む
。)
で

風
俗
関
述
営
業
を
営
み
、
又
は
営

ま
せ
な
い
こ
と
。

四

客

室
に
か
さ
を
か
け
、
又
は
か

け
さ
せ
な
い
こ
と
。

2

法
第
二
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に

ぬ
げ
る
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

容

の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供

し
、
又
は
提
供
さ
せ
な
い
こ
と
。

二

不

当

な
売
上
競
争
を
し
、
又
は

さ
せ
な
い
こ
と
。

3

法
第
二
条
第

一
項
第
七
号
に
ぬ
げ

る
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

著

し
く
射
本
心
を
そ
そ
る
よ
う

な
行
為
を
し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ

介
、

ニ

ぱ

ち
ん
こ
屋
等
を
営
む
風
俗
営

業
者
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
で
客

に
飲
桝
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

(
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
年
少
者

の
立
入
制
限
)

第
八
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
条

例
で
定
め
る
年
齢
は
、
十
六
歳
と
し
、

同
号
の
条
例
で
定
め
る
時
は
、
午
後

七
時
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
一

一
項
の
条

例
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

施
設
と
す
る
。

一

医

療
法
第
一
条
第

一一
期
に
規
定

す
る
病
院
又
は
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
診
療
所

二

社
会
教
育
法

(昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
)
第
二
十
条
に

胤
定
す
る
公
民
館

三
博
物
館
法
(
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
八
十
五
号
)
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
又
は
同

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
制
物
館
に
相
当
す
る
施

設
四
都
市
公
閣
法
(
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
七
十
九
号
)
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
都
市
公
園

五

ス

ポ

ー
ツ
振
興
法
(
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
二

•• 
十
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

ス
ポ
ー
ツ
施
設

六
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

公
安
委
員
会
が
公
示
し
て
指
定
す

る
施
設

第
十
条

風
俗
関
連
営
業
を
営
む
者
は
、

次
の
各
号
に
州
旬
、
げ
る
風
俗
関
連
営
業

の
樋
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
地
域
で
は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で

は
な
ら
な
い
。

一

法

第

二
条
第
凶
碩
第
一
向
す
及
び

第
五
回
す
に
掲
げ
る
営
業
府
の
区

桜
二

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
営
業
都
市
計

画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
商
業
地
域
以
外
の
地
域

三
法
第
二
条
第
四
項
第
三
吃
に
ぬ

げ
る
営
業
(
次
号
に
掲
げ
る
営
業

を
除
く
。)

都
市
計
画
法
第
七
条

第

一一
環
に
規
定
す
る
市
街
化
調
護

区
域
、
同
法
第
八
条
第

一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
一
也
住
居
専
用

地
域
、
第
二
種
住
居
専
用
地
域
、

住
居
地
域
及
び
準
工
業
地
域
並
び

に
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
風
致

地
区

凶

法

第

二
条
第
四
項
第
三
号
に
掲

げ
る
営
業
の
う
ち
、
当
該
営
業
に

係
る
施
設
が
、
個
室
に
自
動
車
の

車
庫
が
側
々
に
接
続
す
る
地
設
で

あ
っ
て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
該
当
す
る
営
業
別
表

第
二
に
梢
げ
る
地
域

(
風
俗
関
連
営
業
の
営
業
時
間
の
制

限
)

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
風
俗
関
連
営
業
を
営
む
者

は
、
深
夜
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業

を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。

(
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
庖

営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
二
条

酒
類
提
供
飲
食
庖
営
業
を

営
む
者
は
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
種
住

居
専
用
地
域
、
第
二
種
住
居
専
用
地

城
及
び
住
居
地
域
で
は
、
深
夜
に
お

い
て
、

そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
住
居
地
域
の
う
ち

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

(
略
)
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別
表
第
一

(
第
六
条
関
係
)

項

1也

域

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一

項
第

一
号

に
規
定
す
る
第

一
一
樫
住
居
専
用
地
域

一
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
二
種
住
居
等
用

地
域
及
び
住
居
地
域
並
び
に
同
号

に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の

な
い
地
域

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
商
業
地
域

一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ

る
地
域
以
外
の
地
域

四備
3 2 1考

数

値

深

夜

夜

間

畳

間

デ
シ
ベ
ル

四
五

デ
シ
ベ
ル

四

O

デ
シ
ベ
ル

四
O

四
五

四
五

五。六
O

五
五

五
五

五
五

五
0 

六
O

「
畳
間
」
と
は
、
日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

「
夜
間
」
と
は
、
日
没
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

「深
夜
」
と
は
、

午
前
零
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

(
第
十
条
関
係
)

大
阪
市
(
北
区
の
っ
ち
立
山
町、

曲
目
制
崎
新
地
一
丁
目
、
曽
恨
崎
一
丁

目
、
曽
恨
崎
二
丁
目
、
小
松
原
町
及
び
角
田
町
松
び
に
南
区
の
フ
ち
八

幡
町
、

笠
屋
町、

畳
屋
町
、
玉
屋
町
、
山
ボ
布
山
附
門
町
、
久
左
衛
門
町
、

三
津
寺
町
、
南
炭
屋
町
、
千
年
町、
千
H
u則
一
丁
目
、
千
日
前
二
丁
目

道
頓
堀
二
丁
目
及
び
縦
波
二
丁
凶
を
除
く
。)
、
堺
市
、
岸
和
国
市
、
問

中
市
、
池
悶
市
、
吹
岡
市
、
米
大
山
市
、
皮
肉
槻
市
、
川
ハ
塚
市
、
守
口
市
、

枚
方
市
、
茨
木
市
、
八
尾
市
、
パ
水
佐
野
市
、
山
一
川
悶
林
市
、
泌
屋
川
市
、

河
内
長
野
市
、
松
原
市
、
大
東
市
、
判
決
市
、
箕
耐
市
、
柏
原
市
羽

曳
野
市
、
門
真
市
、
県
津
市
、

高
石
市
、
桜
井
伊
市
、
東
大
阪
市
、
泉

南
市
、
四
条
畷
市
川
悦
び
交
野
市
の
区
域

別
表
第
二

市 区
分

山
u

t
r
b
 

郡
部

三
島
郎、

せ
能
都
、
'tk
レ
し
wh刷
、

a'''
a寸A
1

E
炉

j

t& 

以
南

mu以
び
南
川
内
郎
の
区
域

(
愛
知
県
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

愛
知
県
条
例
第
三
十
六
号
)

(昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日

(
趣
旨
)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)

の
規
定
に
基
づ
き
、
風
俗
営
業
に
お

け
る
営
業
所
の
設
置
を
制
限
す
る
地

域
、
営
業
時
聞
の
制
限
、
騒
音
及
び

振
動
の
規
制
の
数
値
、
遵
守
事
項
等

れ
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

七
営
業
行
為
に
関
連
し
て
、
従
業

者
に
売
上
げ
の
競
争
を
強
制
し
な

い
こ
と
。

八
容
の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供

し
な
い
こ
と
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第

二
条
第
一
項
第
七
号
の
営
業

(ま
あ

じ
ゃ
ん
屋
を
除
く
。)
を
営
む
風
俗
営

業
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項

を
、
問
問
す
の
ま
あ
じ
ゃ
ん
屋
又
は
同

項
第
八
号
の
営
業
を
営
む
風
俗
営
業

者
に
あ
っ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号

に
拘
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
客
の

入
場
若
し
く
は
遊
技
を
拒
み
、
又

は
遊
技
を
制
限
し
な
い
こ
と
。

二

営
業
所
で
と
ば
く
穎
似
行
為
そ

の
他
者
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お

そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
、
又
は
容

に
こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
せ
な
い
こ

介、
三

営

業

所

内
で
答
に
欽
酒
を
さ
せ

な
い
こ
と
。

(
年
少
者
の
立
入
禁
止
に
係
る
年
齢

及
び
時
)

第
十
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
条

例
で
定
め
る
年
齢
及
び
時
は
、
寸
六

歳
及
び
午
後
六
時
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
区
域
の
基

準
と
な
る
施
設
)

第
十

一
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

条
例
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
病
院
及
び
診
療
所

二

社
会
教
育
法

(昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
)
第
五
撃
に
規

定
す
る
公
民
館

三

都
市
公
園
法

(昭
和
三
十

一
年

法
律
第
七
十
九
号
)
第
二
条
第

一

項
に
規
定
す
る
都
市
公
閑

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
二
条

風
俗
関
連
営
業
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
地
械

に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
営
ん
で
は
な

ら
な

い
。

一

法
第
二
条
第
四
項
第

一
号
及
び

第
三
号
の
営
業

(第
三
号
の
営
業

に
‘
あ
っ
て
は
、
個
室
に
自
動
車
の

単
康
(
二
以
上
の
側
壁

(
カ
ー
テ

ン
、
つ
い
た
て
等
を
含
む
。
)
及
び

並
び
に
風
俗
関
連
営
業
等
に
お
け
る

禁
止
区
域
の
基
準
と
な
る
施
設
、
禁

止
地
域
、
営
業
時
聞
の
制
限
等
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

(
用
語
の
意
義
)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
識
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

• • 

‘ 

屋
棋
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
)
が
個
個
に
接
続
す
る
施

設
で
あ
っ
て
、
個
室
に
接
続
す
る

車
庫
の
出
入
口
が
一
藤一
等
に
よ
っ
て

遮
へ
い
で
き
る
精
進
設
備
、
車
庫

の
内
部
か
ら
個
室
に
通
ず
る
専
用

の
人
の
出
入
口
若
し
く
は
階
段
若

し
く
は
舛
降
機
が
設
け
ら
れ
て
い

る
構
造
設
備
又
は
個
室
と
車
庫
と

が
専
用
の
通
路
に
よ
っ
て
接
続
し

て
い

る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
通

路
の
内
部
が
外
部
か
ら
見
え
な
い

構
造
設
備
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。)

県
の
全
域

ニ

前
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営

業

第

一

極

地

域
、
第
二
極
地
域

及
び
第
三
極
地
域

(
風
俗
関
連
営
業
の
営
業
時
間
の
制

限
)

第
十
三
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
風
俗
関
連
営
業
を
営
む
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
時
間
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営

業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

法

第

二
条
第
四
項
第
二
号
、
第

四
号
及
び
第
五
回
す
の
営
業
(
第
五

根
地
域
(
法
第
二
十
八
条
第
一
頃

に
胤
定
す
る
区
域
を
除
く
。)
に
営

業
所
が
あ
る
も
の
に
限
る
。)

午

前
一
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間

二
前
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営

業

深
夜

(
深
夜
に
お
け
る
飲
食
底
営
業
に
係

る
騒
音
及
び
振
動
の
規
制
の
数
値
)

第
十
四
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
条

例
で
定
め
る
綴
音
に
係
る
数
値
は
、

第
七
条
第
一

一
演
の
表
の
上
欄
に
梢
げ

る
地
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
深
夜
に
係
る
数
値
と

す
る
。

2

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

ゆ
午
用
す
る
法
第
十
五
条
の
条
例
で
定

め
る
桜
動
に
係
る
数
値
は
、
近
十
五

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

(
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
底

営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
五
条

湖
矧
提
供
飲
食
応
営
業
を

営
む
者
は
、
第

一
一
概
地
域
に
あ

っ
て

は
、
深
夜
に
お
い
て
当
該
営
業
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。

附

則

(
略
)

に
よ
る
。

一

第

一
種
地
域

げ
る
地
域

二

第
二
種
地
域

げ
る
地
域

三
第
三
極
地
域
第
一
極
地
域
、

第
二
種
地
域
、
第
四
種
地
域
及
び

第
五
種
地
域
以
外
の
地
域

四

第

四

顧

地

域

別

表

第

三
に
掲

げ
る
地
域

五

第

五

種

地

域

別

表

第

四
に
偽

げ
る
地
域

(
許
可
を
更
新
す
る
特
別
の
事
情
)

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
条
例
で

定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

地
方
税
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
)
第
十
五
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
受
け
て
い

る
場
合
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
設
置
を
制

限
す
る
地
織
)

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

別
表
第
一
に
出
向

別
表
第
二
に
掲

自白

設

一
学
校
(
学
校
教
育
法
(
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
一

条
に
規
定
す
る
も
の

(大
学
を
除

く
。)
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二
保
育
所
(
児
童
福
祉
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)

第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
、
九

以
下
同
じ
。)
、病
院
(医
療
法

(昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
閉
じ
。
)
又
は
診
療

所
(
医
療
法
第
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
も
の
(
患
者
の
収
容
施
設

を
有
す
る
も
の
に
限
る
J

を
い
う
。

以
下
閉
じ
。
)

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法

第
二
条
第

一
項
第
七
号
又
は
第
八
号

の
営
業
の
う
ち
、
三
月
以
内
の
期
間

を
限

っ
て
営
む
営
業
又
は
移
動
し
て

営
む
営
業
に
係
る
営
業
所
が
第
五
幌

地
域
以
外
の
地
域
に
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号

の
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
学
校、

保
育
所
、
病
院
又
は
診
療
所
の
敷
地

の
周
囲
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

• • 

別
表
第
一

(
第
二
条
関
係
)

都
市
計
画
法

(昭
和
山
十
三
年
法

律
第
百
号
)
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら

れ
た
次
に
掲
げ
る
地
域

一
第
一
純
住
民
拍
専
用
地
域

二

第
二
税
住
居
専
用
地
域

別
表
第
二

(
第
二
条
関
係
)

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
市
計
画
に
お
い

て
定
め

ら
れ
た
住
居
地
域

別
表
第
=
一

(第
二
条
関
係
)

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一

一頃
の
規

定
に
よ
り
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
商
業
地
域
(
第
五
植
地
域
を

除
く
。)

別
表
第
四

(第
二
条
関
係
)

条
例
で
定
め
る
地
域
は
、

る
地
域
と
す
る
。

一

法

第

二
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
営
業

に
係
る
営
業
所
並
び
に
法
第
十
八

条
に
規
定
す
る
ダ
ン
ス
教
授
所
等

(以
下

「
ダ
ン
ス
教
授
所
等
」
と

い
う
。)
に
あ
っ
て
は
、
第
一
般
地

域
ニ

前
回す
に
規
定
す
る
営
業
所
以
外

の
営
業
所
に
あ
っ
て
は
、
第

一
種

地
域
及
び
第
二
極
地
域

三

前
二
号
に
ぬ
げ
る
地
域
の
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の

敷
地

(
当
該
総
設
の
周
に
供
す
る

も
の
と
決
定
し
た
土
地
を
含
む
。

以
下
同
じ
。)
の
周
聞
か
ら
、

当
該

施
設
ご
と
に
、
問
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
営
業
所
が
あ
る
地
械
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め

る
距
線
の
範
囲
内
に
あ
る
地
域

次
に
掲
げ

~e 

必
肱
H
山

内
向

第
二
種
地
被
及
び

第
三
種
地
域

第
四
種
地
域

百
メ
ー
ト
ル
。
た

だ
し
、
ダ
ン
ス
教

授
所
等
に
あ
っ
て

は
、
七
十
メ
ー
ト

ル
と
す
る
。

七
十
メ
ー
ト
ル。

た
だ
し
、ダ
ン
ス
教

授
所
等
に
あ
っ
て

は
、
五
十
メ
ー
ト

ル
と
す
る
。

五
十
メ
ー
ト
ル
。

た
だ
し
、
タ
ン
ス

教
綬
所
等
に
あ

っ

て
は
、
三
十
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。

三
十
メ
ー
ト
ル

内
に
あ
る
地
域
と
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
常
態
と
し
て

移
動
し
な
が
ら
営
む
営
業
に
係
る
営

業
所
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
)

第
五
条

法
第
十
三
条
第

一
項
の
条
例

で
定
め
る
日
は
次
に
掲
げ
る
日
と
し
、

こ
れ
ら
の
日
に
つ
い
て
岡
市
引
の
条
例

で
定
め
る
時
は
午
前
一
時
と
す
る
。

一
十
二
月
十
六
日
か
ら
盟
年
の
一

• 

名
古
屋
市
の
区
域
の
う
ち
、
千
穂

区
今
池
一
丁
目
(
八
番
か
ら
十
三
番

ま
で
、
二
十
九
番
及
び
三
十
番
に
限

る
。)、
今
池
三
丁
目
(
四
番
に
限
る
。)

今
池
四
丁
目
(
七
番
及
び
九
番
か
ら

十

一
番
ま
で
に
限
る
。)
、
今
池
五
丁
目

(一

番
か
ら
三
番
ま
で
、
八
番
か
ら
寸

三
番
ま
で
及
び
十
八
番
か
ら
ニ
寸
七
番

ま
で
に
限
る
。)
及
び
内
山
三
丁
目

(一一一

十
二
番
及
び
三
十
三
番
に
限
る
。)
並
び

に
中
区
栄
三
丁
目
(
八
番
か
ら
十
三
番

ま
で
に
限
る
。)
、
栄
四
丁
目
(
一
番
、

六
番
及
び
十
九
番
を
除
く
。)
、
新
栄

一
丁
目
(
一
番
、
十
一
番
及
び
十
二

番
に
限
る
。)
及
び
錦
三
丁
目
(
十
二

番
か
ら
十
四
番
ま
で
及
び
十
七
番
か

ら
十
九
番
ま
で
に
限
る
。)
の
区
蛾

(
福
岡
県
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
寸
八
日

(
趣
旨
)

第
一
条

こ
の
粂
例
は
、
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
き
、
法
の
施
行
に
闘

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

ヲ令
。(娯

楽
施
設
利
用
税
の
滞
納
に
つ
い

て
の
特
別
の
事
情
)

第
二
条

法
第
三
条
第
四
項
の
条
例
で

定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
地
方
税
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
)
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に

よ
る
徴
収
の
猶
予
、
同
法
第
十
五
条

の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
換
価
の

猶
予
又
は
同
法
第
寸
五
条
の
七
第

一

項
の
規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
の
執
行

の
停
止
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
設
置
を
制

限
す
る
地
域
)

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

営
業
所

(臨
時
風
俗
営
業

(法
第
二

条
第

一
項
各
号
に
拘
げ
る
営
業
で
、

祭
礼
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

い
て

三
月
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
営
業
す

る
も
の
を
い
う
。)
及
び
移
動
風
俗
営

業
(
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
拘
げ

福
岡
県
条
例
第
三
十
号
)

る
営
業
で
、
営
業
を
す
る
場
所
が
常

態
と
し
て
移
動
す
る
営
業
を
い
う
。)

に
係
る
営
業
所
を
除
く
。
)
の
設
置
を

制
限
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て

条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

え
V

。
一

都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
)
第
八
条
第

一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第

一
種
住
居
専

用
地
域
、
第
二
種
住
居
専
用
地
域

又
は
住
居
地
域

ニ

そ
の
他
の
地
械
の
う
ち
、
別
表

第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
敷

地

{
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の

と
決
定
し
た
土
地
を
含
む
。)
か
ら
、

当
該
施
設
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
営
業
所
が
所
在
す
る
こ

と
と
な
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め
る
距
離
を

越
え
な
い
区
域
内
の
地
域

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
特
例
)

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
習
俗

的
行
事
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
の
あ

る
日
と
し
て
条
例
で
定
め
る
日
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
と
し
、
午
前

零
時
以
後
に
お
い
て
そ
の
定
め
る
時

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
自
の
午
前
一
時

月
十
日
ま
で
の
聞
に
お
い
て
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

二

祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の
行

わ
れ
る
地
域
と
し
て
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
地
域
に
つ
い
て
、

当
該
祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の

行
わ
れ
る
日
と
し
て
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
日

第
六
条

風
俗
営
業
者
は
、
県
の
全
域

に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営

業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
時
間
に
あ

っ
て
は
、

当
該
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

法

第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

営
業

日
出
時
か
ら
午
前
九
時
ま

六
十
五
デ
シ
ベ
ル

数

域

也
E
T

A

 

円
J;
 

H
r
a
 

金

第
一
極
地
域
及

び
第
二
位
地
域

五
十
五
デ
シ
ベ
ル

第
三
幌
地
域

六
十
デ
シ
ベ
ル

第
四
極
地
域
及

び
第
五
種
地
域

備
考

で
及
び
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の

午
前
本
時

(前
条
に
定
め
る
日
に

あ
っ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
時
)

ま
で
の
時
間

ニ

前
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営

業
日
出
時
か
ら
午
前
九
時
ま
で

の
時
間

(
風
俗
営
業
に
係
る
騒
音
及
び
振
動

の
規
制
の
数
値
)

第
七
条

法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め

る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、
次
の
表
の

上
側
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
同
表

の
下
側
に
掲
げ
る
時
聞
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
問
欄
に
定
め
る
数
値

と
す
る
。

{直

， 

夜

五
十
デ
シ
ベ
ル

傑

夜

日
1
Ji

 

u
r
t
 

五
十
デ
シ
ベ

ル
。

た
だ
し
、
午
後
十

時
以
後
の
時
間
に

あ
っ
て
は
、
四
十

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

四
十
一
ア
シ
ベ
ル

五
十
五
デ
シ
ベ
ル

五
十
デ
シ
ベ
ル

六
十
デ
シ
ベ
ル

と
は
、

と
は
、

と
は
、

日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
の
時
聞
を
い
う
。

日
没
時
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

午
前
零
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下

寸
昼
間
」

「夜
間
」

「深
夜
」

同
じ
。

2

法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め
る
振

動
に
係
る
数
値
は
、

五
十
五
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。

(
手
数
料
の
納
付
手
続
)

第
八
条

法
第
二
十
条
第
八
項
及
び
第

四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の

納
付
は
、
愛
知
県
手
数
料
条
例

(昭
“

和
三
十
九
年
愛
知
県
条
例
第
二
十
七

号
)
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

(
風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
頃
)

第
九
条

風
俗
営
業
者
は
、
次
に
燭
げ

る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

-
v
 一

営
業
所
に
善
良
の
風
俗
を
窓
口す

る
絵
画
、
写
真
そ
の
他
の
物
品
を

伺
げ
、
又
は
善
良
の
風
俗
を
官官
す

る
装
飾
を
し
な
い
こ
と
。

二

営
業
所
で
フ
ィ
ル

ム
、
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
文
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
に

• 
と
す
る
。

一
一
月
一
日
か
ら
同
月
十

B
ま
で

の
日

二

八
月
十
四
日
か
ら
同
月
十
六
日

ま
で
の
日

三

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
三

十
一
日
ま
で
の
日

四

前

三
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
福
岡
県
公
安
委
員
会

(以
下

「公
安
委
員
会
」
と
い
う
。)
が
地

域
を
定
め
て
指
定
し
た
日

2

公
安
委
員
会
は
、
前
項
第
四
号
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
)

第
五
条

法
第
二
条
第

一
項
第
七
号
の

営
業

(ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

闘
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
五
十
九

年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下
「令
」

と
い
う
。)
第
七
条
に
規
定
す
る
営
業

に
限
る
。
第
七
条
第
二
項
第
二
号
に

お
い
て

「ぱ
ち
ん
こ
屋
等
」
と
い
う
。)

を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、
福
岡
県
の

全
地
域
に
つ
き
、
日
出
時
か
ら
午
前

十
時
ま
で
の
時
間
及
び
午
後
十

一
時

か
ら
迎
自
の
午
前
零
時
(
前
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
自
に
あ

っ
て
は
、

午
前

一
時
)
ま
で
の
時
間
に
お
い
て

は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な

'v
 (

騒
音
及
び
振
動
の
規
制
に
係
る
数

値
)

第
六
条

法
第
十
五
条

(法
第
三
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)
の

条
例
で
定
め
る
綴
音
に
係
る
数
値
は
、

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
ご

と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
聞
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定

め
る
数
値
と
す
る
。

2

法
第
十
五
条
の
条
例
で
定
め
る
振

動
に
係
る
数
値
は
、
五
十
五
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
項
)

第
七
条

風
俗
営
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

営
業
所
で
卑
わ
い
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を

し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を

さ
せ
な
い
こ
と
。

二
営
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
文
は

よ
り
、
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
映

像
を
供
覧
し
、
又
は
客
に
こ
れ
を

さ
せ
な

い
こ
と
。

三
営
業
所
で
善
良
の
風
俗
を
官
官
す

る
山
谷
装
を
し
な
い

こ
と
。

凶
営
業
所
で
卑
わ
い
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を

し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を

さ
せ
な
い
こ
と
。

五

営

業

所

(旅
館
業

法

(
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)
第

二
条
第
二一
狽
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル

常
業
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
旅
館
営
業
の
施
設
に
係
る
も
の

を
除
く
。)
で
谷
を
宿
泊
さ
せ
、
又

は
就
寝
さ
せ
な
い
こ
と
。

六

営

業

中
、
営
業
所
の
出
入
口
又

は
客
室
の
施
錠
等
に
よ
り
、
人
の

出
入
り
を
遮
断
し
、
又
は
客
に
こ

• • 
地
設
で
風
俗
関
連
営
業
を
営
み
、

又
は
他
の
者
に
営
ま
せ
な
い
こ
と
。

三

営
業
所

(旅
館
業
法

(昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)
第

三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
経

営
す
る
旅
館
業
に
係
る
施
設
を
除

く
。)
内
で
客
を
宿
泊
若
し
く
は
仮

眠
さ
せ
、
又
は
寝
具
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を
客
に
使
用
さ
せ

な
い
こ
と
。

回
答
の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供

f
し
介
。
ぃ
、
」
・
と
。

五

営

業

中
に
お
い
て
営
業
所
の
出

入
口
、
客
室
等
に
施
錠
を
し
、
又

は
寄
に
さ
せ
な
い
こ
と
。

六

営
業
所
で
と
ば
く
類
似
行
為
そ

の
他
省
し
く
射
幸
心
を
パ
そ
る
お

そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
、
又
は
客
に

こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

2

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ

る
営
業
又
は
岡
市
明
第
八
号
に
掲
げ
る

営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、
前
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

れ。

L
一

答
に
提
供
し
た
賞
品
を
買
い
取

ら
せ
な
い
こ
と
。

二

ぱ

ち
ん
こ
屋
等
に
係
る
営
業
所

で
客
に
飲
酒
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

三

著

し

く

射
撃
心
を
そ
そ
る
お
そ

れ
の
あ
る
方
法
で
営
業
を
し
な
い

、」》」
。

(
年
少
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
年

齢
及
び
時
間
)

第
八
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
条

例
で
定
め
る
年
齢
及
び
午
後
十
時
前

の
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
六
歳
及
び
午

後
六
時
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
区
域
の
基

準
と
な
る
施
設
)

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
条

例
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
裁
判
所
法
(
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
五
十
九
号
)
第
二
条
第

一
項

に
規
定
す
る
家
庭
裁
判
所

二

児

童

福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
五
条

に
規
定
す
る
児
童
相
談
所

三

少

年

院

法

(
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
六
十
九
号
)
第
二
条
に
規

定
す
る
少
年
院
又
は
同
法
第
十
六

条
に
規
定
す
る
少
年
鑑
別
所
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四
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
五
号
)
第
一
条
第

一一
項
に

規
定
す
る
病
院
又
は
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
診
療
所
(
怠
者
の
収

容
施
設
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
)。

五
犯
葬
者
予
防
更
正
法
(
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
四
十
二
号
)
第

十
八
条
に
規
定
す
る
保
護
観
察
所

六
社
会
教
育
法
(
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
)
第
五
条
第
四

号
に
規
定
す
る
青
年
の
家
そ
の
他

社
会
教
育
に
関
す
る
施
設

七
博
物
館
法
(
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
八
十
五
号
)
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
博
物
館

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
条

風
俗
関
連
営
業
は
、
別
表
第

三
の
上
欄
に
掲
げ
る
、
営
業
の
種
類
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
地
域
に
お
い
て
、
こ
れ
を
営
ん
で

は
な
ら
な
い
。

別
表
第
一

(
第
三
条
)

(
風
俗
関
連
営
業
の
営
業
時
間
の
制

限
)

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
に

刊
規
定
す
る
風
俗
関
連
営
業
を
営
む
者

は
、
福
岡
県
の
全
地
域
に
つ
き
、
午

前
零
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
に

お
い
て
は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で
は

な
ら
な
い
。

(
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
庖

営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
二
条

深
夜
に
お
い
て
酒
類
提
供

飲
食
腐
営
業
を
営
む
者
は
、
第
三
条

第
一
号
に
掲
げ
る
地
織
に
お
い
て
は
、

そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

(
手
数
料
の
納
付
)

第
十
三
条

法
第
二
十
条
第
八
項
及
び

法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
手
数
料

は
、
由
主
制
の
際
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附

則

(略
)

(
別
表
第
三
は
略
)

「ーーー
も容規診 す 大 項年図 定病 条 t見 も定す年学
の施定療 る学 に法書 す院

iにt見童福
の法校

を設す所 も( 焼律館 る( をる律(
いをる ( の 学 定第( も医 定祉 い学第学

施う有診医 を校 す百書図 のを 療法
す施 校二校

J し 療 療 い教 る十 る設 Jつの十教
な所法 う育 も八館 い第 も( う六育
いの第 J 法 の号法 つ一 の児 ち号法
もつ 一 第 を)( J 条

いを 福輩
大)(

のち条 一 い 第 昭 第 学第昭
設を患第 条 う二和 一 う祉 をー 和

除者二 J 条二 項 J 法 除条 二
いの項 規 第十 第 いに十
た収に ，刃~三 一 五 規 七 た規 ニ

五 ー七 業地に条都
地 域 規 第 市。 十 十
域(定一 言十メ メ メ
モ以す項画

日巨ト い下る第法
「商ー第ノレ lレ ノレ 3商業号八

五 七 百 地商
城業十 "卜 メ

I也 線メ メ 。城

以
lレ

外/レ Jレ
の

別
表
第
二

(
第
六
条
)

1-

』

一
附
紅
す
る
こ
と
と
な
る
場
ム
間
に
あ
っ

て
は
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号

に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

病
院
及
び
診
療
所

二

博
物
館
(
博
物
館
法
(
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。)

三
公
民
館
(
社
会
教
育
法
(
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
)
第

二
十
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。)

凹
都
市
公
園
(
都
市
公
園
法
(
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
)

第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
も
の

(
次
号
に
規
定
す
る
児
童
公
園
を

除
く
。)
を
い
う
。)

五
児
童
公
闇
(
都
市
公
園
法
施
行

令
(
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百

九
十
号
)
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。)

中ハ
専
修
学
校

(
学
校
教
育
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)

第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
)
及
び
各
種
学
校
(
同

法
第
八
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。)

七

回

、
地
方
公
共
団
体
又
は
公
共

的
団
体
が
設
置
す
る
青
少
年
の
健

全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
施
設
で

知
事
が
指
定
す
る
施
設

八
第
六
号
に
規
定
す
る
専
修
学
校

及
び
各
種
学
校
に
準
ず
る
施
設
で

別
表
第
三
に
掲
げ
る
焔
設

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
一
条

法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
、

第
二
号
及
び
第
五
回
す
に
規
定
す
る
営

業
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
以

外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。

第
十
ニ
条

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号

に
規
定
す
る
営
業
(
政
令
第
三
条
第

二
項
各
回
す
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

構
造
を
有
し
、
か
っ
、
倒
釜
と
車
臨
時

が
個
々
に
接
続
し
て
い
る
構
造
を
有

し
て
行
う
営
業
に
限
る
J

は
、
県
の

全
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
営
ん

で
は
な
ら
な
い
。

2

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定

す
る
営
業
(
前
頭
に
規
定
す
る
営
業

を
除
く
。)
及
び
同
条
第
四
項
第
四
号

に
規
定
す
る
営
業
は
、
商
業
地
域
以

外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。

数

{直

• 
(
風
俗
関
連
営
業
の
営
業
時
間
の
制

限
)

第
十
三
条

風
俗
闘
述
営
業
(
法
第
二

条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
営
業

を
除
く
。)
を
営
む
者
は
、
深
夜
(
午

前
等
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)
に
お
い
て
は
、

そ
の
官
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
一

(
第
六
条
関
係
)

一一 I也域域に るー
以掲ー 商 地号第
外げ及 業 城に =
のるぴ 地 掲条

域
地地 二 城 げ第

-'- -'- 五ノ、 ノ、 〆'ーー、、
十 十 十 日目量
ア 五 五 没出
ン ア ア 時時
円く ン ン まか
lレ ......:. -̂'. 会 で ら問

ノレ ノレ 、、ーー，〆

五 -ふー 五 〆'ーー、、ノ、
の昼夜十 十 十

五 ア ア 零午首首 Hか寺
ア ン :ノ
ン、 戸 とL ......:. 

Hてま寺や ヨら日畳 悶開悶J ノミ lレ /レ
ノレ 、、ー---

五. 五 四 〆'ーー、、、
十 十 十

時出ま日 午零前時 深アe 五 五、
ア アψン

/、乙 ン ン でか
Jレ 戸 4 ノ-<・

」 J2夜
ノレ jレ

(
神
奈
川
県
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

(
用
語
の
意
義
)

第
一
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
遊
技
場
風
俗
営
業
等
の
規
制

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
二
条
第

一
項
第
七
号
及
び
第
八

号
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
営
業

所
を
い
う
。

二

住

厨

専

用
地
蛾
都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)

第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
第
一
種
住
居
専
用
地
域
及
び
第

二
種
住
居
専
用
地
域
を
い
う
。

三
住
居
地
域
都
市
計
画
法
第
八

条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
住

居
地
域
を
い
う
。

凹
商
業
地
域
都
市
計
画
法
第
八

条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商

業
地
域
を
い
う
。

(
許
可
を
更
新
す
る
特
別
の
事
情
)

第
二
条

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
仙
は
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の

更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
営
業
に
係

る
娯
楽
施
設
利
用
税
に
つ
い
て
、
地

方
税
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
)
第
十
五
条
第

一
項
の

規
定
に
基
づ
く
徴
収
猶
予
を
受
け
た

• ， 

(
酒
類
提
供
飲
食
唐
営
業
の
禁
止
の

地
域
及
び
時
間
)

第
+
四
条

住
居
専
用
地
域
及
び
住
居

地
域
(
規
則
で
定
め
る
地
械
を
除
く
。)

に
お
い
て
は
、
深
夜
に
お
い
て
楢
鎖

提
供
飲
食
届
営
業
を
サ
白
ん
で
は
な
ら

な
い
。

附

則

(略
)

(
単
位

~
ア
シ
ベ
ル
)

そ 工工準商近 {主 住 1也
σ〉 業 業 工業隣 居

居 城
他 専業閥 T言Hす

σ3 用地 1也地業 f也 用 H寺
I也 t也 1也 t也 間
域 域域主主城滅 域 域

五 -'- 五 五 時日ノ、
十 十 十 十 ま出
五 五 五 で時

か
ら
日
没

五 ー」 五 四 グ〉日ノ、
十 十 十 十 午 没

五 零前か時

時ら
ま 翠
で日

四 五 四 四 出 午
十 十 十 十 時 前
五 五 ま零

でH寺
カ通

ルコ

日

備
考

一
近
隣
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
、
工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域
と
は
、

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一

一項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。

こ
そ
の
他
の
地
域
と
は
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
地
域
以
外
の
地
域
を
い
う
。

別
表
第
二

(
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
)

川崎 綴ー

堀崎市 町聖1浜
之 毛市
内 川 町、中区
町崎
及区 宮め
びの J 11 う
F街う 町ち
問ち

、

福
富
町'
西
通、

福
高

町
東;
通、

末
士t:I宮

町、

若
築
町
及
ぴ

別
表
第
三

(
第
十
条
関
係
)

高
回 名
1長
言語
』十ゐ 布五
国

)11 

4寄
市
)11 

崎
区
本

町
在

丁
目
四
番 地
地
σ3 
十
一一

(
神
奈
川
県
)
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則

(昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

(
住
居
地
域
の
制
限
外
地
域
)

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
閲
す
る
法
律
施
行

条
例
(
昭
和
五
十
九
年
神
奈
川
県
条

例
第
四
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。)
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
規
制
で
定
め
る
風
俗
営
業

神
奈
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
)

の
種
類
に
応
じ
た
地
域
は
、

お
り
と
す
る
。

一

別
表
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て

営
む
旅
館
業
(
旅
館
業
法
(
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ

ル
営
業
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定

次
の
と

神
奈
川
県
条
例
四
十
四
号
)

場
合
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
場
所
の
制
限
)

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
営
業
所

め
設
置
を
制
限
す
る
地
域
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

住
居
専
用
地
域
及
び
住
居
地
織

(神
奈
川
県
公
安
委
員
会
規
則
(
以

下

「規
制
」
と
い
う
。)
で
定
め
る

風
俗
営
業
の
種
類
に
応
じ
て
定
め

る
地
域
を
除
く
。
)

ニ

学
校
の
敷
地
の
周
囲
百
メ

l
卜

ル
以
内
の
地
域

三

図
啓
館
、
児
童
福
祉
施
設
、
病

院
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
)
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)
及
び
診
療
所
(
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
も
の
(
忠
者
の
収

谷
地
設
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
の
敷
地
の

周
囲
七
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域

(当
該
営
業
所
が
商
業
地
域
に
所

在
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
施
設
の
敷
地
の
周
囲

三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
)

2

前
項
の
規
定
は
、
次
に
仰
向
げ
る
営

業
所
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

一

祭

礼
、
縁
日
そ
の
他
の
地
域
的

慣
習
に
よ
る
催
し
又
は
習
俗
的
行

事
か
開
催
さ
れ
て
い
る
地
域
又
は• 

す
る
旅
館
営
業
を
い
う
。)
の
用
に

供
す
る
家
屋
及
び
施
設
に
お
け
る

風
俗
営
業
(
ぱ
ち
ん
こ
屋
を
除
く
。)

当
該
地
域
に
お
け
る
住
居
地
域

二

前

号
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
以
外

の
風
俗
営
業
商
業
地
域
の
周
囲

三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
住
居
地
域

(
特
別
な
事
情
の
あ
る
日
)

第
二
条

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

規
則
で
定
め
る
特
別
な
事
情
の
あ
る

別
表

(第

一
条
関
係
)

水
浴
場
(
神
奈
川
水
浴
場
等
に
関

す
る
条
例
(
昭
和
三
十
四
年
神
奈

川
県
条
例
第
四
号
)
第
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
知
事
が
許
可
し
た
水

浴
場
を
い
う
。
)
に
お
い
て
、
三
箇

月
以
内
の
期
間
に
限
り
営
業
を
営

む
遊
技
場

二
列
車
、
自
動
車
そ
の
他
の
営
業

場
所
が
常
態
と
し
て
移
動
す
る
施

設
又
は
設
備
を
用
い
て
行
う
営
業

に
係
る
営
業
所

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
)

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
条
例
で
定
め
る
特
別
な
事
情

の
あ
る
日
は
習
俗
的
行
事
そ
の
他
の

特
別
な
事
情
の
あ
る
日
と
し
て
規
則

で
定
め
る
日
と
し
、
同
墳
の
規
定
に

よ
る
条
例
で
定
め
る
時
は
当
該
日
の

午
前
一
時
と
す
る
。

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
営
業
(
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
昭

和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下

「政
令
」
と
い
う
。)
第
七
条
に

規
定
す
る
回
胴
式
遊
技
機
を
設
置
し

て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
営
業
に
限
る
。)

を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、
前
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
全
地
域
に

お
い
て
、
日
出
時
か
ら
午
前
九
時
ま

で
の
時
間
及
び
午
後
十
一
時
か
ら
翌

日
の
午
前
零
時
ま
で
の
時
間
に
お
い

て
は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
。

(
風
俗
営
業
等
の
騒
音
及
び
振
動
の

数
値
)

第
六
条

法
第
十
五
条

(法
第
三
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定

め
る
騒
音
及
び
振
動
に
係
る
数
値
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
騒
音
の
数
値
別
表
第
一
に
掲

げ
る
数
値

三
振
動
の
数
値
五
十
五
デ
シ
ベ

レ
(
風
俗
営
業
者
の
守
る
べ
き
事
項
)

第
七
条

風
俗
営
業
者

(次
条
に
規
定

す
る
も
の
は
除
く
。)
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

営
業
所
に
客
を
就
寝
さ
せ
、
又

は
宿
泊
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
営
業
所
が
旅
館
業
法
(
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)

-

日
は
、
十
二
月
十
五
日
か
ら
翌
年
一

月
十
日
ま
で
の
日
と
す
る
。

(
酒
類
提
供
飲
食
庖
営
業
に
係
る
住

居
地
域
の
制
限
外
地
域
)

第
三
条

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
規
則
で
定
め
る
営
業
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
地
域
は
、
商
業
地
織
の
周

囲
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
住
居
地
域

と
す
る
。

附

則

(略
)

機
浜
市
港
北
区
の
う
ち

綱
島
西
二
丁
目
、
綱
島
東

一
丁
目
及
び
綱
島
東
二
丁
目

鎌
倉
市
の
う
ち

長
谷
一
丁
目
、
長
谷
二
丁
目
及
び
長
谷
三
丁
目

藤
沢
市
の
う
ち

片
瀬
三
丁
目
、
片
瀬
海
岸

一
丁
目
、
片
瀬
海
岸
二
丁
目
、

江
の
島

一
丁
目
及
び
江
の
島
二
丁
目

逗
子
市
の
う
ち

逗
子
一
丁
目
、
逗
子
二
丁
目
、
逗
子
五
丁
目
、
逗
子
六
丁
目
及
び
新
宿
一
丁

同
口

三
浦
市
の
う
ち

三
崎
町
城
ケ
島
、
南
下
浦
町
上
宮
田
及
び
南
下
浦
町
菊
名
秦
野
市
鶴
巻

足
柄
下
郡
湯
河
原
町
、
箱
根
町
及
び
真
鶴
町

津
久
井
郡
相
脱
湖
町
与
瀬

片
瀬
海
岸
三
丁
目
、

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(
兵
庫
県
)

(
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
日

兵
庫
県
条
例
第
三
十
五
号
)

(
趣
旨
)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(
定
義
)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ω
第
一
緩
地
域
都
市
計
画
法
(
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)
第
八

条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第

一
種
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
住

居
専
用
地
域
及
び
住
居
地
域
を
い
う
。

ω
第
二
極
地
域
第
一
種
地
域
、

第
三
極
地
域
及
び
第
四
種
地
域
を

除
く
県
内
全
械
を
い
う
。

ω
第
三
種
地
域
都
市
計
画
法
第

八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

商
業
地
域
の
う
ち
、
第
四
極
地
域

以
外
の
地
域
を
や
っ
。

刷

第

四

極

地

域

別
表
第

一
に
掲

げ
る
地
域
を
い
う
。

(
許
可
の
更
新
の
特
例
)

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
場
合
は
、
地
方
税
法
(
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
)
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収

猶
予
を
受
け
て
い
る
場
合
と
す
る
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
設
置
を
制

限
す
る
地
域
)

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω
第
一
種
地
域

ω
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
施

設
ご
と
に
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ

ル
営
業
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
旅
館
営
業
と
料
理
屈
を
兼
ね

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

客

の

求

め
な
い
飲
食
物
を
提
供

し
な
い
こ
と
。

三

ダ

ン

ス

ホ
ー
ル
に
お
い
て
は
、

客
に
飲
食
物
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

四
営
業
所
で
卑
わ
い
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を

し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を

さ
せ
な
い
こ
と
。

五
営
業
所
以
外
の
場
所
で
営
業
を

し
な
い
こ
と
。

六
営
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
に
お

い
て
、
風
俗
関
連
営
業
を
営
ま
な

い
こ
と
。

(
遊
技
場
を
営
む
風
俗
営
業
者
の
守

る
べ
き
事
項
)

第
八
条

遊
技
場
を
営
む
風
俗
営
業
者

は
、
前
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
営
業
所

(ま
あ
じ
ゃ
ん
屋
に
係

る
営
業
所
又
は
法
第
二
条
第
一
項

第
八
号
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る

営
業
所
(
以
下

「
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
等
」
と
い
う
。)
が
飲
食
庖
営
業

を
兼
ね
る
場
合
を
除
く
。)
に
お
い

て
容
に
飲
酒
さ
せ
な
い
こ
と
。

二
と
ば
く
類
似
の
行
為
そ
の
他
著

し
く
客
の
射
幸
心
を
そ
そ
る
行
為

を
し
、
又
は
答
に
こ
れ
ら
の
行
為

を
さ
せ
な
い
こ
と
。

三

客

に

提

供
し
た
賞
品
を
第
三
者

に
対
し
て
客
か
ら
買
い
取
る
よ
う

勧
誘
し
、
又
は
援
助
す
る
等
の
方

法
で
賞
口
聞
の
貿
取
り
に
関
与
し
な

い
こ
と
。

(
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
年
少
者

の
立
入
制
限
)

第
九
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
規

定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
十

六
歳
と
し
、
悶
号
め
規
定
に
よ
る
条

例
で
定
め
る
時
は
午
後
六
時
と
す
る
。

(
距
離
制
限
の
基
準
と
な
る
施
設
)

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
施
設
は
、

風
俗
関
連
営
業
の
営
業
所
が
別
表
第

二
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
に
所

在
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て

は
次
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
当
該
営

業
所
が
別
表
第
二
に
掲
げ
る
地
域
に

• 
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

れ
同
欄
に
定
め
る
地
域

2

三
箇
月
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
営

む
風
俗
営
業
の
営
業
所
に
係
る
法
第

四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
地
域
と
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
風
俗
営
業
の

営
業
所
が
常
態
と
し
て
移
動
す
る
場

合
は
、
適
用
し
な
い
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
聞
を
延
長
す

る
日
及
び
時
)

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

ω
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
日

ω
祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
(
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
祭
礼
毛
」

と
い
う
。)
の
行
わ
れ
る
地
域
と
し

て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地

域
に
お
い
て
、
当
該
祭
礼
等
の
行

わ
れ
る
日
と
し
て
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
日

2

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
条
例
で
定
め
る
時
は
、
午
前
一
時

と
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第

一
項
第
七
号
の
営
業
(
ぱ
ち
ん
こ
屋

及
び
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
焔
行
令

(
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九

号。

以
下
「
令
」
と
い
う
。)
第
七
条

に
規
定
す
る
営
業
に
限
る
。)
に
は
適

用
し
な
い
。

(
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
の
制
限
)

第
六
条

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の

営
業
(
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
七
条

に
規
定
す
る
営
業
に
限
る
。
)
に
係
る

風
俗
営
業
者
は
、
日
出
時
か
ら
午
前

十
時
ま
で
の
時
間
及
び
午
後
十

一
時

か
ら
翌
日
の
午
前

O
時
ま
で
の
時
間

に
お
い
て
は
、
県
内
全
域
に
お
い
て
、

そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

(
風
俗
営
業
等
に
係
る
騒
音
及
び
振

動
の
規
制
)

第
七
条

法
第
十
五
条
(
法
第
三
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
閉
じ
。)
の

規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
騒
音
に

係
る
数
値
は
、
別
表
第
三
の
左
欄
に

掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
同
表
の
右
欄

そ
れ
ぞ
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に
掲
げ
る
時
聞
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

2

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
条
例

で
定
め
る
振
動
に
係
る
数
値
は
、
五

十
五
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

。

(
風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
項
)

第
八
条

風
俗
営
業
者
は
、
そ
の
営
業

に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
営
業
所
で
卑
わ
い
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
申
告
す
る
よ
う
な

行
為
を
し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ
と
。

ω
営
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は

地
設
(
旅
館
業
法
(
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
八
号
)
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業

及
び
旅
館
営
業
の
焔
設
に
お
い

て、

法
第
三
条
第
一
墳
の
風
俗
営
業
の

許
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
)
で

客
を
就
寝
さ
せ
、
又
は
宿
泊
さ
せ

な
い

こ
と
。

ω
客
の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供

し
な
い

こ
と。

附
客
室
に
か
ぎ
を
か
け
、
又
は
か

け
さ
せ
な
い
こ
と
。

ω
営
業
所
以
外
の
場
所
で
営
業
を

し
な
い
こ
と
。

附
営
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は

施
設
で
法
第
二
条
第
四
項
に
既
定

す
る
風
俗
闘
迎
営
業
を
営
み
、
又

は
営
ま
せ
な
い
こ
と
。

2

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
営
業

(
専
ら
客
に
ダ
ン
ス
を
数
段
す
る
た

め
の
営
業
に
限
る
J

に
係
る
風
俗
営

業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

そ
の
営
業
に
閲
し
て
次
に
掲
げ
る
事

項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
ピ
ア
ノ
及
び
オ
ル
ガ
ン
以
外
の

楽
器
を
使
用
し
な
い

こ
と
。

ω
公
安
委
員
会
が
風
俗
上
支
障
が

な
い
と
認
め
る
団
体
が
定
め
る
資

格
を
有
す
る
ダ
ン
ス
教
師
以
外
の

者
を
、
ダ
ン
ス
の
指
導
に
従
事
さ

せ
な
い
こ
と
。

ω
ダ
ン
ス
教
師
が
付
添
指
導
を
し

な
い
で
、
客
相
互
間
の
ダ
ン
ス
を

さ
せ
な
い
こ
と
。

ω
教
授
規
則
を
客
の
門ん
や
す
い
場

所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

3

法
第
二
条
第
一
一
羽
第
七
号
の
営
業

に
係
る
風
俗
営
業
者
は
、
第

一
墳
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
営
業
に
附

し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な

• • して
、f

ぺ拶

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
営
業
所
(
ま
あ
じ
ゃ
ん
屋
を
除

く
。
)
で
欽
酒
し
、
又
は
さ
せ
な
い

、
}
》
」
。

ω
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ

れ
の
あ
る
方
法
で
営
業
を
し
な
い

こ
と
。

ω
と
ば
く
類
似
行
為
そ
の
他
著
し

く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
を
し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ

レ'』。

川
問
客
に
提
供
し
た
賞
口
聞
を
買
い
取

ら
せ
な
い
こ
と
。

(
風
俗
営
業
に
係
る
年
少
者
の
立
入

り
を
制
限
す
る
年
齢
及
び
時
)

第
九
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
規

定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
十

六
歳
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
条

例
で
定
め
る
時
は
午
後
六
時
と
す
る
。

(
風
俗
関
連
営
業
の
距
離
制
限
の
基

準
と
な
る
施
設
)

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第

一
一
項
の
規

定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
施
設
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

ω
病
院
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
一
条
第

一
墳
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
閉
じ
。)
及
び
有
床
診
療
所
(
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の

う
ち
、
忠
者
の
収
容
施
設
を
有
す

る
も
の
を
い
う
。
以
下
閉
じ
J

ω
博
物
館
(
隙
物
館
法
(
昭
和
ニ

十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
)
及
び
博
物
館
に
相
当
す

る
施
設
(
同
法
第
二
十
九
条
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。)

ω
公
民
館
(
社
会
教
育
法
(
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
)
第

五
章
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
)

同
ス
ポ
ー
ツ
施
設
(
ス
ポ
ー
ツ
援

興
法
(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

四
十
一
号
)
第
十
二
条
に
規
定
す

る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
こ
れ
に
瀕

す
る
施
設
で
、
国
又
は
地
方
公
共

団
体
が
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。)

間
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
施
設

(
風
俗
関
連
営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
一
条

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
風
俗
閥
述
営
業
の
っ
ち
、
次
の

各
号
に
描
げ
る
営
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
地
滅
に
お
い
て

• • 
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4適射になる

は、

こ
れ
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

ω
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
営

業
及
び
同
項
第
三
号
の
営
業
(
個

室
に
自
動
車
の
車
庫
が
個
個
に
接

続
す
る
施
設
で
あ
っ
て
公
安
委
員

会
規
制
で
定
め
る
も
の
を
利
用
さ

せ
る
営
業
に
限
る
。
)
県
内
全
域

ω
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
営

業
別
表
部
四
に
叫
げ
る
地
域
を

除
く
県
内
全
域

ω
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
営

業
(
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
)
及
び
問
項
第
四
号
の
営
業

第
三
植
地
域
及
び
第
四
極
地
域

を
除
く
県
内
全
域

同
法
第
二
条
第
凶
項
第
五
号
の
営

業

第

四

縁

地
域
を
除
く
県
内
全

域(
風
俗
関
連
営
業
の
営
業
時
間
の
制

(
第
二
条
関
係
)

別
表
第
一

名

称

一ニ
{
呂

山
U

'?''
 
区

福

}jjt 

出
出+

t'
 区

神
田
新
道
地
区

地

魚

町

区

別
表
第
二

(
第
四
条
関
係
)

白血

設

限
)

第
十
二
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
風
俗
関
連
営
業
は
、
午
前

04時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お

い
て
は
、
こ
れ
を
営
ん
で
は
な
ら
な

(
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
底

営
業
の
禁
止
地
域
)

第
十
=
一
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
脂
営
業
は
、

午
前

O
時
か
ら
白
山
時
ま
で
の
時
間

に
お
い
て
は
、
第
一
一
州
地
域
に
お
い

て
、
こ
れ
を
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。

(繍
則
)

第
十
四
条

こ
の
条
例
の
実
施
の
た
め

の
手
続
そ
の
他
こ
の
条
例
の
執
行
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
。

付

則

(
略
)

地地

域

第
二
料
地
域
に
営

業
所
を
設
置
す
る

場
合

第
三
険
地
域
に
営

業
所
を
設
置
す
る

場
合

学
校
、
図
書
館

又
は
保
育
所

• • 
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施
設
の
激
地
か

ら
・
キ
ャ
バ
レ
ー
等

及
び
ば
ち
ん
ニ
昆

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
七
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域
、

f或
第
四
積
地
域
に
営

業
所
を
放
置
す
る

場
合施

設
の
敷
地
か

ら
キ
ャ
バ
レ
ー
等

及
び
ぱ
ち
ん
こ
屋

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
五
卜
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域
、• • 
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POWER 'WEAKに近づきパンチを

うけるとダウンしやすくなります.

-ボクサーのパワーは画面

左 ・右のパワー・レベルに

表示されます.

-パンチを打ちすぎるとパワー

はへります.ニュータイプの
レJ可ーで決:めろ。

そ
の
他
の
風
俗
営

業
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
七
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域

そ
の
他
の
風
俗
営

業
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
五
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域

そ
の
他
の
風
俗
営

業
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
三
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域

施
設
の
般
地
か

ら
キ
ャ
バ
レ
ー
等

以
び
ぱ
ち
ん
こ
屋

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
、
三
十
メ

ー
ト
ル
以
内
の
地

仏民4
A
 

備々
1

「
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法

一
条
に
胤
定
す
る
も
の
を
い
・

1

2

「
図
書
館
」
と
は
、
図
書
館
法
(
昭
和
二
十
瓦
年
法
律
第
百
十
八
号
)
第

二
条
第

一
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う。

3

「
保
育
所
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
釘
六
十
凶
号
)

第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

4

「
キ
ャ
バ
レ
ー
等
」
と
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
一
回
す
の
営
業
を
い
う
。

5

「ぱ
ち
ん
こ
屋
等
」
と
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
営
業
を
い
う
。

6

地
設
の
敷
地
に
は
、
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
七
地
を

含
む

別
表
第
一
一
一

病
院
又
は
有
床

絵
療
所

山

u
t
T
E

，
 

施
設
の
燥
地
か

ら
キ
ャ
バ
レ
ー
等

及
び
ぱ
ち
ん
こ
昼

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
七
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域
、

そ
の
他
の
胤
俗
営

業
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
五
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域

施
設
の
燥
地
か

ら
キ
ャ
バ
レ
ー
等

及
び
ぱ
ち
ん
こ
昼

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
.44
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
減
、

そ
の
他
の
風
俗
特

集
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
三
十
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域f~ì: 

1
 
i
 

u
H
 

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第

第
二
Mm
地
減

iJ長

夜

阿
十
デ
シ
ベ
ル

凹
十

.1デ
シ
ベ
ル

五
十
デ
シ
ベ
ル

f或

「
同
究
開
」
と
は
、
日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
の
時
聞
を
い
う
。

「夜
間
」
と
は
、
日
没
時
か
ら
銀
自
の
午
前

O
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

「
深
夜
」

と
は
、
午
前

O
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。

別
表
第
四

(
第
十

一
条
関
係
)

(
第
七
条
関
係
)

主主

六
十
デ
シ
ベ
ル

神
戸
市
中
央
区
の
う
ち

加
納
町
三
丁
目
並
び
に
中
山
手
通
一
丁
目
及
び
一
丁
目
の

う
ち
市
道
長
田
楠
日
尾
町
線
以
南
の
地
域
加
納
町
四
丁
目

下
山
手
通
一

丁
目
及
び
二
丁
目
北
長
狭
通
一
丁
目
及
び

二
丁
目

神
戸
市
兵
庫
区
の
う
ち

前
原
町
西
七
摘
通
一
丁
目
及
び
二
丁
目
幽
揃
通
一
丁

同
及
び
二
丁
図
丙
多
聞
通
一
丁
同
校
ぴ
二
丁
目

数

昼

!
 

"u I
 

夜

館
一
敵
地
域

五
ト
デ
シ
ベ
ル

四
十
.
ム
デ
シ
ベ
ル

六
十
デ
シ
ベ
ル

五
十
デ
シ
ベ
ル

&
ハ
十
丘
デ
シ
ベ
ル

私、

地

尼
崎
市
の
う
ち

昭
和
通
四
丁
目
及
び
五
丁
目
昭
利
南
通
四
丁
目
及
び
五

寸
白

神
田
北
通
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
神
問
中

通
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
神
田
南
通
一
丁
目

姫
路
市
の
う
ち

坂

元

町

本

町

の

7
ち
国
道
二
号
以
南
及
び
市
道
城
南
二

十
九
号
線
以
西
の
地
域
福
中
町
西
二
階
町
及
び
立
町
の

う
ち
市
道
城
南
二
千
九
号
線
以
西
の
地
域
魚
町
塩
町

十
二
所
前
町
の
っ
ち
市
道
幹
第
八
号
線
以
北
の
地
域

第
三
州
地
域
及
び

第
四
極
地
域

備
1考2 3 名

有
馬
地
区

城
崎
地
区

偽
村
地
区

神
戸
市
北
区
有
馬
町
(
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
商
業
地
域
に
限
る
。)

城
崎
部
城
崎
町
(
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
商
業
地
域
に
限
る
。)

美
方
附
仰
川
畑
山
栄
町

(凶
道
九
号
の
っ
ち
綱
悶
交
差
点
か
ら
町
道
監

町
線
と
の
交
差
点
ま
で
の
区
間
、
川
附
迫
若
似
川
棚
泉
州
鰍
の
っ
ち
釧
闘

い
父
差
点
か
ら
町
道
竪
町
線
と
の
交
差
点
ま
で
の
区
間
以
び
町
道
盤

町
線
に
凶
ま
れ
た
地
域
並
び
に
当
該
池
山
械
を
凶
む
道
路
の
外
側
端

か
ら
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
に
制
限
る
。)

- 右スウエー

施
設
の
敷
地
か

ら
キ
ャ
バ
レ
ー
等

及
び
ぱ
ち
ん
こ
屋

等
の
営
業
所
に
あ

っ
て
は
百
メ
ー
ト

ル
以
内
の
地
域
、

手E
R W 

R E 
G 

-・・，-1.. 
p 

WO  
EW  

R E 

-左・右レバーの使い方で

パンチがえらべます.

右-アヴJ~-

ボタンを押してレバーを動かせば

ボクサーが移動します.

を宣》
左スウエー . 

左・アッパー

ニュータイプレバーの本格的、

ボクきングゲーム。プレイヤ

足となるダブルレバー

ブ ・ストレー トを打ち

BIG FIVEMANを倒せグ

テングボタンを使えti'、

けから免れる事も出来

左右のア ッパーカ ウンタ

が決まれt!、世界チ ャンピ

ンだ 11

ーの

ソー
ソツ・

¥._ 

• • 1ラウンド中に減点3でゲーム ・オ
ーバーで可r.

⑨巧秒以上ファイトしないと滅点1です.

SHIN NIHON KIKAKU CORP. 
SNK ELECTRONICS CORP. 
SANA 8LD. 3F 5. YOTSUYA l-CHOEM 

TEL: (03) 356-9361 TLX: J34390 SNK CORP 

干564大阪町守吹田市D津町13・32号江坂伴野ピル TEL(06) 338・7007(代)

干160東京都新宿区四ツ谷1丁目51ft世佐奈ピル TEL(03) 356-9361 (代)

干812福岡市樽多区1時多駅東3丁目3番16号 Jlli青ピル304号 TEL(092)47ト8612(代)

干578東大阪南吉田町7丁目2番35号ホワイトシャトウ TEL(0729) 65-0533 (ft) 

大飯本社

東 京支庖

22新日本企画 福岡営業所

SNK ElECTRONICS CORP. 東大阪営業所

h‘ 
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A 米
国
パ
リ
l
社、

ー
億
5
千
万
ド
ル
分
ラ
イ
ト
オ
フ

米
国
の
パ

リ

|
社
(
パ

リ

-
-
マ
ニ

ュ
フ
ア

ク
チ
ュ
ア

リ
ン
グ
社
、
本
社
シ
カ
ゴ

、

ロ
パ

ー
ト
・
ミ

ュ
l
レ

|
ン

社
長
兼

C
E
O
)
は
十
二
月

十
三
日
、
同
社
の
硬
貨
作
動

式

A
M
機
部
門
の
大
幅
縮
少

を
実
施
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
業
界
に
シ
ョ
ッ
ク
を

与
え
た
。

こ
れ
は
米
国
内
の
と
く
に

業
務
用

T

V
ゲ
|
ム
機
を
中

心
と
し
た

A
M
機
分
野
の
低

迷
を
背
景
に
行
な
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
。
米
国
の

税
制
で
特
徴
的
な
ラ
イ
ト
オ

フ
の
方
式
で
行
な
わ
れ
て
お

り、

一
定
の
資
産
が
償
却
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の

財
務
状
況
が
改
善
さ
れ
る
と

い、
7
e
u
の
。

同
社
が
発
表
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
二
年
間
に
及
ぶ

• • 競馬ゲームの最高傑作P

SUPER DERBy
T 

大シネスコ・スクリーンで

初めて実現できた大レース。

これまでにないハイ・

グレードメタルゲーム

:~ 、・.. .'. 
..~#、・‘

~ 

ツ
グ
遊
園
地
な
ど
で
さ
ら
に

業
績
を
伸
ば
す
が
、

A
M
ゲ

ー
ム
機
部
門
だ
け
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た

も
の
。

少
な
く
と
も
八
二
年
度
ま

で
は
、
同
社
の
好
決
算
を
押

し
上
げ
て
き
た
の
は

A
M
機

部
円
で
あ
っ
た
。
同
社
、を
僻
嶋

田
央
的
な
ま
で
に
大
き
く
し
た

米
国
業
界
誌

ロ
月
刊
日
夜
、

• • 

〆
ダ
ル
ゲ
ー
ム
檀
の
段
瞳
軍
曹
に
つ
a
e
ま
し
て
は

『メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
場
軍
曹
基
準
』
を
守
っ
て
ご
使
用
下
8
ぃ
。

11パーダービー

んや
N

ち
ω

ン
ω

サ
W

M

輔
T

M

一一一
かわいい坊やの三輪車!

追いかけてくる搬をかわし

ながら花をとってくる。

ファンタスチック・

ニューゲーム。
ツ、
γ
ュ
・

ピ
ン
カ

l

ー
ス
ア
ウ

、
患
も
つ

原
動
力
と
な

っ
た

A
M
機

部

門
は
、
今
で
は
逆
に
同
社
の

大
き
な
お
荷
物
と
な
っ
た
こ

と
に
な
る
。

同
社

A
M
ゲ
ー
ム
機
部
門

の
大
幅
縮
少
は
、
一
部
工
場

や
事
務
所
の
閉
鎖
、
不
良
在

庫
の
務
理
、
人
員
な
ら
び
に

経
費
削
減
、
そ
の
他
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
箆
捌
ぼ
な
ど

l
l全

体
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い

る
が

詳
細
は
土
木
発
表
で
あ
る
。

こ

の
結
果
、
同
社

A
M
機
部
門

に
お
け
る
売
上
げ
高
は
、
八

二
年
度
で
同
社
全
体
の
約
五

O

%
を
占
め
て
い
た
が
、
八

の
38 
歳

ど
か
れ
の
三
十
八
歳
の
誕
生

日
を
迎
、
え
て

一
週
間
も
経
た

ず
に
こ
の
世
か
ら
去

っ
た
こ

と
に
な
る
。

「
プ
レ
イ
メ
ー
タ
ー
」
は

一
九
七
四
年
十

一
月
の

M
O

A
-ン
ョ

l
を
機
会
に
創
刊
さ

れ
(
創
刊
号
は
七
四
年
十
二

月
号
)
、
当
初
月
刊
誌
だ
っ

た
が
、
月
二
回
刊
と
な
っ
て

い
た
。
発
行
シ
ス
テ
ム
の
上

で、

著
作
権
者
と
し
て
ス
カ

三
年
度
で
は
ニ

O

%
と
な
り
、

八
四
年
度
は

一
段
と
下
が
る

も
よ
う
で
あ
る
。

投
資
家
筋
に
よ
る
と
、
パ

リ

|
社
は
余
カ
を
持
っ
て
い

る
ほ
う
で
あ
り
、

A
M
ゲ
ー

ム
機
業
界
は
最
盛
期
(
八
二

年
度
)
の
三
分
の
一

桜
度
に

な
る
も
よ
う
で
、
こ
の
観
点

か
ら
す
る
と
同
社
は
最
大
の

。
生
き
残
り
組
。
に
な
る
と

さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、

米
国
で
の

A
M
機
の
低
迷
の

原
因
か
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば

今
後
の
見
通
し
は
明
る
い
と

du
---口
、えヲ③
。

イ
バ
ー
ド
社
と
い
う
別
会
社

を
設
け
て
い
る
。

同
誌
な
ら

び
に
同
社
で
は
八
O
年
三
月

以
来
毎
年
春
に

A
O
E
(
ア

ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト

・
オ
ペ
レ

ー
タ
|
ズ

・
エ
キ
ス
ポ
)
を

ニ
ュ
l
オ

l
リ
ン
ズ
ま
た
は

シ
カ
ゴ
で
開
催
し
て
き
て
お

り
、
単
な
る
業
界
誌
で
な
い

働
き
を
し
て
き
て
い
る
。
し

か
し
、

最
近
で
は
も
う
ひ
と

つ
の
業
界
誌
「
リ
プ
レ
イ
」

の
評
価
が
高
く
、

「
プ
レ
イ

メ
ー
タ
ー
」
は
苦
し
い
状
況

に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
て
い

る
。
同
誌
の
社
内
ス
タ

ッ
フ

は
ラ
リ

l
氏
以
下
、
編
集
二

名
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
一
名
、
写

植
二
名
、
広
告
担
当
一
名
、

購
読
担
当

一
名
、
経
理
一
名

と
な
っ
て
お
り
、
欧
州
で
の

提
携
先
を
ロ
ン
ド

ン

(
ハ
i

レ
ス
コ
ン
ベ
社
)
に
持
ち
、

発
送
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
行
な

う
な
ど
、
米
国
を
含
む
世
界

中
に
月
二
回
雑
誌
を
送
り
続

け
て
き
て
い

る
。

健
全
な

A

M
ゲ

l
ム
機
と

灰
色
機
と
は
区
別

健
全
な

A
M
ゲ

l
ム
機
が

ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
と
一混
同
さ
れ

る
こ
と
に
闘
し
て
、

A
M
機

メ
ー
カ
ー
側
が
反
対
す
る
の

は
当
然
で
あ
る
が
、
米
固
め

A
M
機
メ
ー
カ
ー
協
会
で
あ

ア「
パ
ッ
ク
ラ
ン
ド
」
、

T

V
ゲ
ー
ム
機

「
パ
ッ
ク

ラ
ン
ド
」
の
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト

が
、
米
国
で
パ
リ

l
・
ミ
ツ

ド
ウ

ェ
i
社
(
本
社
イ
リ
ノ

イ
州
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
パ
ー
ク
、

マ
ロ
フ
ス
キ
|
社
長
)
か
ら

十
二
月
発
売
と
な
っ
た
。
日

本
の
ナ
ム
コ
が
許
諾
し
た
も

の
で
、
ゲ

i
ム
内
容
な
ど
は

同
じ
だ
が
、
テ
ー
ブ

ル
型
と

ア

ッ
プ
ラ
イ
ト
版
で
は
操
作

盤
が
兵
な
る
の
は
当
然
。

(0 P-17) 
*ダブルホッパ一方式採用。

・1000円・ 500円札/500円・

100円硬貨を100円・ 50円硬

貨に両替。

(0 P-07) 
肯使いやすきを追求したシン

プル・メカニズム。

・1000円札・ 500円硬貨を100

円硬貨に両替。

「主肩ゐ省力ωIillカを発揮/i 

包ガ・

亙
¥.. -李主 ， 

γユ戸 、雪九令事毛棋/

TM 

-
危
険
な

せ
ぬ
鎗
烈

t 円
折 、 JbG

/ 

カバちゃんの

ザツカ

DP-07 

ゴ
ー
ル
の
前
を
左
右
に
動
い
て
い
る

カ
パ
を
め
が
け
て
、
ボ
ー
ル
を
シ
ュ

l

ト
。
命
中
す
る
と
景
品
が
も
ら
え
る

プ
ラ
イ
ズ
ゲ

l
ム
。• 

-
「
ギ
ャ
ラ
ガ
3
」
も

パ
リ

i
・
ミ

ッ
ド
ウ

エ

|

社
か
ら
は
同
様
に
、
ナ
ム
コ

。
区
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
。

る

A
G
M
A
(ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト

・
ゲ
ー
ム

・
マ
ニ
ュ

フ
ア
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
ズ

・
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
本
部
パ

ー
ジ
ニ
ア
州
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ラ
、
ジ
ョ

i
・
ロ
ビ
ン
ズ
会

か
ら
許
諾
の

「
ギ
ャ
ラ
ガ

・

ス
リ

l
」
改
造
キ
ッ
ト
が
発

売
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は

「
ギ
ャ
プ
ラ
ス
」
の
こ
と
で

名
称
は
変
っ
て
も
内
容
は
変

っ
て
い
な
い

(
た
だ
し
こ
れ

も
ア

ッ
プ
ラ
イ
ト
版
)。

(Bally Midway) 

• • 

Pac-Land 

さき年もよろしく
VS10ヤードフ?イト 10ヤードフpイト
チャィ=ーズヒーロー ロードランナー

ギャフラスタイムパイロット'84
スーパーバスケットポールベンコ
スターフォースクラウンズコルフ
バッタランドーポンジャッタ

フリッキー
Mr.Do 

クレートソードマン

包ンジョヲ Mr.Do'sワイルドライド
ジャイロタイン Mr.Do対ユ=コーン
サーカスチャーリー 号@他怠んでも

長

1
同
協
会
は

A
V
M
D
A

を
吸
収
し

A
A
M
A
に
な
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
)
は
精

力
的
に
そ
の
キ
ャ
ン
ペ

ー

ン

に
乗
り
出
し
て
い
る
。

そ
の

一
例
と
し
て
A
G
M

A
で
は
十
二
月
四
日
か
ら
三

日
間
、
フ
ロ
リ
ダ
州
オ

l
ラ

ン
ド
に
あ
る
ウ
ォ
ル
ト

・
デ

ィ
ズ
ニ

ー
ワ
ー
ル
ド
で
聞
か

れ
た
全
米
弁
護
士
協
会
の
冬

季
総
会
に
参
加
、

(
賭
博
で

な
く
)
ア
ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト

基板常時2，000枚在庫有ります。

FOR SALE : 2.000PC8S ALWAYS IN OUR STOCK 

'J'~ 'J t -4-
が
集
っ
て
行
な

っ
て
い
る
も

の
。

郡
部
(
カ
ン
ト
リ
ー
)

代
表
会
合
や
州
(
ス
テ
ー
ト
)

代
表
会
合
に
も

A
G
M
A
は

同
織
に
こ
れ
ま
で
参
加
し
て

き
て
お
り
、

努
力
が
評
価
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
都
市
協
議
会
会
合

で
A
G
M
A
が
ア
ピ
ー

ル
し

た
の
は
、
①
ア
ミ

ュ
ー
ズ
メ

ン
ト

・
ゲ
ー
ム
機
の
具
体
的

な
紹
介
、
②

A
M
ゲ

l
ム
機

が
地
域
社
会
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
)
で
使
わ
れ
て
い
る
有
用

性
、
③
A
M
ゲ
ー
ム
機
の
入

手
方
法
(
公
共
用
に
は
ほ
と

ん
ど
の
場
合
無
料
で
提
供
さ

れ
る
)
な
ど
。

A
M
ゲ

i
ム
機
の
健
全
性

は
、
と
く
に
メ
ー
カ
ー
な
ど

業
界
側
か
ら
積
極
的
に
ア
ピ

ー
ル
し
て
い

か
な
く
て
は
な

ら
な
い

こ
と
を
、
こ
の
ニ

ュ

ー
ス
は
示
し
て
い
る
。

十
分

に
日
本
で
も
検
討
し
て
い
い

話
と
思
わ
れ
る
。

目
的
で
作
ら
れ
た

A
M
ゲ
ー

ム
機
と
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
と

の
追
い
を
明
ら
か
に
す
る
キ

ャ
ン
ペ

ー

ン
を
行
な
っ
た
。

A
G
M
A
の
ブ
ラ
ズ
ウ
ェ
ル

専
務
は
「
い
わ
ゆ
る

H

灰
色
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
の
急
激
な
増

加
は
、
全
米
弁
護
士
協
会
も

見
逃
せ
な
い
問
題
と
な
る
。

私
た
ち
は

A
M
機
と
ギ
ャ
ン

ブ
ル
機
の
問
の
線
引
き
を
保

た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ

て
い
る
。

地
域
社
会
に
貢
献
す
る

A

M
機

実
物
で
自
治
体
代
表
に
説
明
を

A
G
M
A
で
は
ま
た
十
一

A
G
M
A
の
法
律
顧

問
、

月
二
十
四
日
か
ら
四
日
問
、
ピ
ー
タ

l
・
コ
プ
ケ
氏
は

こ

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
イ
ン
デ
ィ
め
会
合
に
一
連
の

A
M
ゲ

|

ア
ナ
ポ
リ
ス
で
聞
か
れ
た
会
ム
機
を
持
ち
込
む
と
と
も
に

米
都
市
協
議
会
に
も
参
加
し
、
ア
ピ
ー
ル
文
書
を
何
百
枚
も

こ
こ
で
は

A
M
ゲ

i
ム
機
の
配
布
し
た
。

こ
の
会
合
は
全

社
会
的
意
義
を
ア
ピ
ー
ル
し
米
各
地
の
地
方
自
治
体
の
う

て
い
る
。

ち
都
市

(
シ
テ
ィ
)
の
代
表

• • 
今
回
の
規
制
が
額
面
通
り
行

な
わ
れ
る
と
、
小
規
模
ロ
ケ

ー
シ
ョ
ン
は
投
資
効
率
上
の

問
題
で
ス
ク
ラ
ッ
プ
す
る
場

合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

森

対
策
的
に
は
ど
う
な
ん

で
し
ょ
う
?

梶

現
状
、
ど
う
い
う
対
処
が

必
要
か
と
い
う
こ
と

φ

で
あ
れ

ば
、
第

一
は
立
地
粂
件
の
い

い
場
所

へ
積
極
的
な
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
展
附
を
図
る
、
そ
し

て
立
地
条
件
の
ワ
ル
イ
所
は

思
い
切
っ

て
ス
ク
ラ
ッ
プ
に

し
て

い
く
、
拡
大
と
縮
小、

雨
前
の
均
衡
を
調
整
し
保
つ

こ
と
が
必
姿
、て
、
そ
れ
に
耐

え
得
る
企
業
の
土
壌
作
り
の

時
期
だ
と
も
思
い
ま
す
。
キ

カ
イ
を
倉
庫
入
り
さ
せ
な
レ

た
め
に
も
拡
大
は
し
て
お
く

べ
き
で
、
足
切
り
の
時
期
が

来
た
ら
こ
う
す
る
と
い
う
ハ

ツ
キ
リ
し
た
対
策
を
今
立
て

て
お
く
こ
と
、
そ
う
私
は
思

っ
て
い
る
ん
で
す
が
日
:
・
:
。

そ
れ
と
、
最
近
は
プ

レ
イ
ヤ

ー
の
キ
カ
イ
に
対
す
る
見
方

も
今
ま
で
は
・』
れ
は
新
し
い

キ
カ
イ
、

こ
れ
は
古

レ
キ
カ

イ
と
言

っ
て
い
た
も
の
が
、

価
値
観
の
多
様
化
の
中
で
ア

イ
マ
イ
に
な
っ
て
き
て
い
て
、

ゲ
ー
ム
が
新
し
い
か
・
ら
と
言

っ
て
必
ず
し
も
と
ぴ
付
レ
て

は
き
ま
せ
ん
ね
。
古
い
も
の

で
も
ゲ

l
ム
性
の
あ
る
も
の

に
は
客
も
集
り
ま
す
。
私
は

こ
の
現
象
を
ニ
ー
ズ
か
ら
ウ

ォ
ン
ツ
の
あ
る
も
の
に
変
っ

て
き
て
い
る
と
言
っ

て
い
る

ん
で
す
。
従
っ
て
ウ
ォ
ン
ツ

の
あ
る
キ
カ
イ
は
何
か
と、

古
い
も
の
も
見
直
す
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意

味
、
て
倉
庫
入
り
を
云
々
し
て

い
ま
す
し
、
現
場
で
の
修
理

な
ど
も
入
れ
替
え
、
取
替
え

と
い
う
作
業
に
切
答
・
え
た
方

が
技
術
者
の
数
は
少
な
く
て

す
み
、
同
時
に
ウ
ォ
ン
ツ
商

品
の
発
搬
に
な
り
ま
す
か
ら
、

故
隊
は
入
れ
轡
え
と
い
う
発

想
で
古
い
キ
カ
イ
を
活
用
し

よ
う
と
図
っ
て

い
ま
す
。
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
パ
ッ
ク
マ

ン
の
よ
う
に
、
次
々
と
出
て

森

今
回
は
目
立
市
で
ご
活

路
の
中
外
の
梶
祉
長
で
す
。

ま
ず
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
立
場

か
ら
当
業
界
の
現
状
に
つ
い

て
ど
う
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。

梶

現
状
を
分
析
し
展
望
し

て
み
ま
す
と
、

二
つ
見
方
が

あ
り
ま
し
て
ね
。

一
つ
は
、

現
在
の
ゲ
l
ム
が
、
』
の
ま
ま

業
務
用
と
し
て
の
広
が
り
を

持
続
し
て
い
け
る
の
か
ど
う

か
で
、
家
庭
用
ゲ
|
ム
が
伸

び
て
い
る
の
を
患
い
合
わ
せ

る
と
こ
の
ま
ま
行
く
と
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
以
前
は
テ

レ
ビ
ゲ

l
ム
は
希
少
で
珍
し

く
も
あ
っ
た
の
が
、
最
近
は

身
近
な
存
在

t
し
て
ど
こ
に

で
も
あ
る
の
で
目
新
し
き
が

な
く
な
り
、
業
務
用
ゲ
ー
ム

に
客
離
れ
現
象
が
出
て
き
ま

し
た
。
だ
か
ら
我
々
の
営
業

而
で
は
特
定
の
立
地
条
件
を

待
た
上
で
従
来
以
上
の
よ
り

き
め
細
か
な
サ
ー
ビ

ス
と
い

っ
た
対
応
し
か
方
法
が
な
く、

こ
れ
を
怠
る
所
は
袋
返
す
る

と
思
い
ま
す
ね
。

:
・
も
う

一
つ
は
、
当
業
界
が
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
、
プ
レ
イ
ヤ

ー
以
外
か
ら
の
外
的
制
約
ぞ
、

今
回
受
け
る
ハ

メ
に
な
り
、

P
T
A
や
斡
祭
と
の
対
応
が

出
て
き
た
こ
と
。
こ
の
ワ
ズ

ラ
わ
し
い
制
限
の
中
、
で
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
自
身
に
、
こ
ん
な

前
倒
く
さ
い
も
の
な
ら
も
う

い
い
や
と
い
う
あ
き
ら
め
的

ム
l
ド
が
出
て
く
る
懸
念
が

あ
り
、
そ
う
な
る
と
業
界
は

縮
小
し
ま
す
。
つ
ま
り

一
つ

は
キ
カ
イ
と
営
業
内
容
の
問

題
、

一
つ
は
風
営
法
へ
の
対

応
の
問
題
、

こ
の
二
つ
か
ら

業
界
は
縮
小
均
衡
へ
向
か
わ

、ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

ロ
ボ
ッ
ト
・
ア

l
ム
で
す
て
き
な
景
品
を
キ
ャ
ッ
チ
ノ

み
ん
な
で
楽
し
め
る
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
・

プ
ラ
イ
ズ
ゲ

l
ム
。

ラ
リ
I
社
長
死

t

。IGATRONTM

1
 
1
 
1
 
1
 

く
る
新
商
品
を
尻
自
に
い
ま

だ
に
当
初
の
頃
と
大
差
な
い

売
上
げ
ぞ
保
持
し
て
い
る
と

い
う
話
を
聞
く
に

つ
け
て
も、

そ
の
辺
の
見
抜
き
方
、
眼
力

の
強
化
が
必
要
で
し
ょ
う
ね
。

ゲ
ー
ム
が
目
新
し
い
時
は

状
態
さ
・
λ
保

っ
て
お
け
ば
お

金
が
入
っ
た
、
だ
か
ら
出
米

る
だ
け
早
〈
入
手
し
、
早
く

回
収
す
る
と
い
う
の
が
今
ま

で
の
考
え
方
で
し
た
が
、

最

近
は
新
旧
の
区
別
な
く
プ
レ

イ
ヤ
ー
の
価
値
観
で
み
ら
れ

る
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
か
ら
、
客
も
各
人
が
目
的

意
識
を
持
っ
て
入
っ
て
く
る

よ
う
で
す
ね
。
そ
の
分
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
と
し
て
は
、
淡
出

と
い
う
か
キ
メ
細
か
い
サ
ー

ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
て
き
た

時
代
と
も
言
え
ま
す
。
独
自

の
対
策
が
必
要
と
同
時
に
、

ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
オ
ー
ナ
ー
に

対
し
て
も
、
そ
の
辺
の
所
を

全
て
含
め
て
、
当
然
、
説
得

し
協
力
を
お
願
い
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

、フ
ね
。

最
近
、
衣
料
品
の
分
野
な

ど
で
も
、
商
品
そ
の
も
の
の

個
性
化
を
強
調
し
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
ゲ

ー
ム
も
既
成
概
念
を
岡
持
す

る
の
で
な
く
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
層
を
区
切
っ
て
み
て
、
そ

れ
向
き
の
商
品
と
い
っ
た
よ

う
な
、
年
働
日
明

・
志
向
層
を

的
に
し
た
キ
メ
細
か
レ
開
発

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、

是
非
や
っ
て
欲
し
い
こ
と
で

そ
う
す
れ
ば
途
っ
た
展
開
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

森

新
風
営
法
へ
の
茨
城
県

の
動
向
は
ど
う
.
で
し
ょ
う
?

梶

茨
城
県
と
し
て
は
、
現

在
十
社
程
の
協
力
を
得
、
広

域
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
方
々
に

も
中
央
の
情
報
と
か
、
各
県

の
動
向
を
・お
願
い
し
協
力
を

項
い
て
お
り
ま
す
。
関
連
し

て
の
話
で
す
が
、
小
委
員
会

の
岩
上
委
員
長
は
茨
械
県
出

身
、
で
、
私
も
今
回
の
件
で
お

会
い
し
話
会
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
で
先
生
が
と
く
に
強

調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

結

• • 
局
、
な
ん
だ
か
ん
だ
昔話

っ
て

み
た
と
こ
ろ
で
、

最
終
的
に

は
、
業
界
の
自
浄
作
用
、
自

浄
能
力
に
期
待
す
る
し
か
な

い
、
と
い
う
こ
'
と
で
す
ね
。

そ
う
震
わ
れ
れ
ば
、
今
回
の

事
態
も
他
人
が
怨
し
た
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
我
々
自
身
が
引

き
お
・
}
し
た
ん
で
す
よ
ね
。

ゲ
ー
ム
が
賭
博
に
使
わ
れ
た
、

こ
れ
は

一
般
の
人
か
ら
み
れ

ば
同
じ
外
観
の
そ
ノ
は
全
部

同
じ
に
み
・
え
ま
す
か
ら
、
内

容
が
違
う
と
言

っ
て
み
て
も

仲
々
通
じ
ま
せ
ん
よ
・
・
・
・
・
・
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
私
が
お

そ
れ
る
こ
と
は
、
今
回
法
規

が
定
っ
た
、
そ
の
と
き
に
、

法
律
に
な
い
か
ら
、
と
い
っ

た
見
方
、
考
え
方
で
、
そ
の

ア
ミ
を
く
ぐ
る
の
に
汲
々

E

し
た
り
、
そ
の
ア
ミ
ぞ
く
や

っ
て
の
正
当
性
を
発
相
伴
す
る
、

そ
ん
な
や
り
方
、
が
出
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
:
:
・
心
配
で

す
。
我
々
は
矢
張
り
内
に
向

っ
て
も
っ
と
/
¥
厳
し
く
対

処
し
な
り
れ
ば
と
思
レ
ま
す
。

社
会
に
逆
ら
う
志
向
の
開
発

は
、
作
っ
て
い
る
人
に
は
解

ゲ
ス
ト

練
式
全
社
中
外
ア
ソ
シ
エ

l
ツ

梶

格

康

社

長

聞
き
手

繰
式
会
社
エ
ス
コ
貿
易

森

健

次

郎

る
答
、
で
す
か

ら
、
こ
れ
以

上
の
社
会
的

制
裁
ぞ
受
け

な
い
た
め
に

も
、
ハ
イ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
懇
用
は
無

用
に
し
て
ほ

し
い
も
の
で

す
。

森

ど

う

も

お
忙
し
い
と

こ
ろ
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

tJt:J(tj)~V?ロ告白血す§
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立
回

A
M
ゲ

l
ム
機
部
門
の
低
迷

に
よ
り
、
八
四
年
第
四

・
四

半
期

(
十
二
月
末
締
め
)
に

一
億
五
千
万
ド
ル
分
の
償
却

を
行
な
い
、

A
M
ゲ
ー
ム
機

部
門
を
大
幅
縮
少
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
れ
は
他
の
部

門
の
経
営
状
況
が
好
調
な
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

A
M
ゲ

ー
ム
機
部
門
が
九
千
五
百
万

ド
ル
も
の
赤
字
を
生
み
出
し

て
い
る
か
ら
、
と
さ
れ
て
い

る
。

パ
リ
|
社
の
八
三
年
度

(
十
二
月
末
締
め
)
決
算
で

純
利
益
は
九
四
%
減
の
五
百

十
六
万
ド
ル
(
八
二
年
度
九

千
百
万
ド
ル
)
と
激
減
し
た

が
、

八

四

年

度

決

算

は

さ

古

米

国

A
M
ゲ

l
ム
機
業
界

に
悪
化
し
て
約
八
千
万

ド

ル

誌

の

ひ
と
つ
、

「
プ
レ
イ
メ

の
赤
字
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

ー

タ

|
」

の
社
長
兼
発
行
人

同
社
で
は
ア
ト
ラ
ン
チ

ッ
ク
兼
一
編
集
長
、
ラ
ル
フ

・
C
・
ラ

シ
チ
ー
の
パ
リ

i
・
パ
ー
ク
・
リ

i
氏
が
十
二
月
十
日
夜
、

カ
ジ
ノ
や
シ

ッ
ク
ス

・
フ
ラ
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
。
三

十
八
歳
。
葬
儀
は
同
十
二
目
、

同
氏
の
夫
人
と
二
人
の
子
ど

も
、
母
税
、
三
人
の
姉
弟
ら

に
見
守
ら
れ
て
と
り
行
な
わ

れ
た
。ラ

ル
フ

・
ラ
リ

l
氏
の
死

は
、
ま
っ
た
く
突
然
に
訪
れ

た
。

十
二
月
十
日
の
夜
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
ニ
ュ

l
オ
|
リ

ン
ズ
に
あ
る

「
プ
レ
イ
メ
ー

タ
ー
」

編
集
部
か
ら
三
ブ
ロ

ッ
ク
も
行
か
な
い

と
こ
ろ
で

か
れ
の
乗
っ
て
い
た
自
動
車

が
交
通
事
故
に
会
っ
た
の
だ
。

同
乗
し
て
い
た
「
プ
レ
イ
メ

ー
タ
ー
」
の
広
告
担
当
、
カ

レ
ン

・
グ
レ
イ
女
史
は
経
傷

を
負
っ
た
が
、
ラ
ル
フ

・
ラ

リ
ー
氏
は
即
死
し
た
。

皮
肉
な
こ
と
に
ラ
リ
|
氏

は
「
プ

レ
イ
メ
ー
タ
ー
」
の

十
周
年
記
念
号
の
最
終
校
正

を
終
、え
た
直
後
に
死
亡
し
た

こ
と
に
な
り
、
ま
た
ち
ょ
う
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一

を
開
発

機

ア
イ
レ
ム

風
営
法
の
施
行
を
目
前
に

控
え、

当
業
界
は
ま
さ
に
最

大
の
過
渡
期
を
迎
え
る
わ
け

で
す
が
、
こ
の
厳
し
い
状
況

の
中
、
ア
イ
レ
ム
は
本
当
に

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
喜
ば
れ
る

も
の
、
ま
た
業
界
を
活
性
化

さ
せ
る
よ
う
な
商
品
づ
く
り

を
今
年
も
目
指
し
て
い
き
ま

す
。そ

の
具
体
的
な
展
開
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
数
年
前
よ

り
発
売
し
て
ま
い
り
ま
し
た

「
P
T
L
シ
リ
ー
ズ
」
を
今

年
も
二
機
種
な
い
し
三
機
種

発
表
の
予
定
で
す
。
こ
れ
は

爆
発
的
な
売
上
げ
よ
り
も
、

第252号1985年1月15日

• • 
第三綬郵便物:a可

長
期
間
安
定
し
た
売
上
げ
を

得
る
も
の
と
し
て
、
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
が
最
も
喜
ぶ
マ
シ
ン

で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
お

り
ま
す
し
、
当
社
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
売
上
げ
で
も
、
か
な
り

の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
お
り

ま
す
。ま

た
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
お

き
ま
し
で
も
、
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
の
長
い
商
品
の
開
発
に

努
力
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年

よ
り
発
士
見
い
だ
し
て
お
り
ま

す
ア
イ
レ
ム
マ
ザ

l
ボ
l
ド

の
活
用
で
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

の
負
担
を
で
き
る
だ
け
畦
減

し
、
ま
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
満

Cコ
ロロ

な
に
と
ぞ
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援

ご
鞭
鑓
の
程
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

(
営
業
課
長
・
川
村
典
世
)

当
社
に
と

っ
て
厳
し
い
年
に

な
る
事
と
は
思
い
ま
す
が
、

絶
え
ず
前
向
き
の
姿
勢
を
忘

れ
ず
に
前
進
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

第252号

。
p
と
の
共
存
共
栄
図
る

1985年 1月15日

力
。
フ
コ
ン

新
年
あ
け
ま
し
て
、
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
来
る

一
一月
十
三
日
に
改
定
施
行
さ

れ
る
風
俗
営
業
法
へ
の
対
応

に
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
皆
様

を
は
じ
め

A
M
業
界
の
皆
様

(19) 

方
が
、
昨
年
夏
よ
り
大
変
な

ご
心
労
を
か
け
ら
れ
ま
し
た

が
、
私
ど
も
、
メ
ー
カ
ー
と

い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
事
態
に
対
処
で
き
る
商

品
に
的
を
絞
っ
た
開
発
を
行

足
さ
せ
る
ゲ

l
ム
ソ
フ
ト
の

供
給
を
安
定
的
に
行
な
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
原
則
と
し
て

一
一
ヶ
月
に

一
機
種
の
ペ

ー
ス

で
発
表
を
行
な
う
予
定
で
、

商
品
開
発
を
進
め
て
お
り
ま

す
。
そ
の
他
に
も
、
庖
頭
物

も
開
発
中
で
ご
ぎ
い
ま
す
の

で
、
い
ず
れ
発
表
さ
せ
て

い

た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の

ア
イ
レ
ム
は
、

A
M
業
界
に

貢
献
で
き
る
よ
う
な
オ
リ
ジ

ナ
ル
製
品
を
開
発
し
、
発
表

し
て
い
く
つ
も
り
で
お
り
ま

す

。

件

下

で

い

か

に

知

恵

を

絞

っ

「
フ
リ

l
シ
ン
カ
|
、

ア

て

売

上
げ
を
維
持
向
上
さ
せ

イ
レ
ム
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
て
い
く
か
、
メ
ー
カ
ー
と
し

基
づ
い
て
、

「
ア
イ
レ
ム
め
て
当
社
は
月
並
み
で
は
あ
り

自
は
遊
び
の
進
化
を
見
つ
め
、
ま
す
が
、
や
は
り
第
一
に
ヒ

ア
イ
レ
ム
の
手
は
喜
び
の
空
ッ
ト
商
品
の
提
供
に
つ
き
る

闘
を
拡
げ
、
ア
イ
レ
ム
の
心
と
信
じ
、

一
昨
年
、
昨
年
と

は
ゆ
と
り
あ
る
未
来
を
創
る
」
開
発
部
門
の
強
化
に
努
め
て

を
テ

l
マ
と
し
て
、
本
年
も
参
り
ま
し
た
。
今
年
は
業
界

全
社
員
一
丸
と
な
っ
て
進
ん
の
「
新
時
代
」
の
幕
明
け
に

で
い
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
対
応
し
、
健
全
で
収
議
性
の

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
高
い
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
の

す

。

提

供

を

念

頭

に

、
ビ
デ
オ
、

(
販
売
課
長
・
下
条
磨
登
夫
)
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
メ
ダ
ル

機
そ
し
て
新
企
画
の
分
野
の

商
品
と
広
範
囲
に
わ
た
っ
て

商
品
展
開
を
は
か
つ
て
い
き

ま
す
。ま

ず
ピ
デ
オ
に
つ
い
て
は

従
来
の
テ
ー
ブ
ル
も
の
を
中

心
に
収
益
性
の
高
い
作
品
を
、

ま
た
メ
カ
ト
ロ
分
野
め
商
品

と
し
て
ア
ス
レ
チ

ッ
ク
が
ら

み
の
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ

・
ゲ
ー

ム
や
新
感
覚
の
ム

l
ビ
ン
グ

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
採
用
の
ア
ク

ヲコ

ケ

ド

カ
機

ト の
ウ 充
製 実作
所 を

昨
年
度
は
、

N
A
O
ア
ミ

ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

・
エ
キ
ス
ポ

制、

第
二
十
二
回
ア
ミ
ュ

ー

ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン
シ
ョ

ー
に

出
展
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
当

社
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ー
ケ
ー
ド

機

「
メ
ル
ヘ
ン
で
ん
わ
ぼ

っ

く
す
」
お
よ
び
プ
ラ
イ
ズ
マ

シ
ン
「
で
る
で
る
ロ
ボ
く
ん
」

が
大
変
な
ご
好
評
を
賜
り
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
品

I
レ
h
~
。

一
九
八
五
年
度
の
当
社
の

商
品
展
開
の
方
針
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
従
来
の
プ
ラ
イ

ズ
マ
シ
ン
お
よ
び
ア
ー
ケ
ー

ド
マ
シ
ン
に
、
な
お

一一
層
の

研
き
を
か
け
て
い
く
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。
風
営
法
の
問

題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

オ
ペ

レ
ー
タ
ー
の
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
展
開
も
変
わ
っ
て

い
く

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
当

社
は
あ
く
ま
で
お
客
様
、
ま

た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
ニ

l
ズ

に
見
合
っ
た
商
品
の
供
給
に

お
応
え
で
き
る
よ
う
に
、
そ

し
て
さ
ら
に
オ
ー
デ
ィ
オ
ビ

ジ
ュ
ア
ル
的
な
製
品
の
闘
発

に
全
力
を
尽
く
し
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
本
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
・
申
し
上
げ
ま

す
。(

営
業
部
長
・
後
藤
四
郎
)

広
し、
ノλーt
野
の
商
置 E

ロロ

セ
を
展ガ

社 開

間
近
か
に
せ
ま
っ
た
「
改

正
風
営
法
」
の
地
行
に
よ
る

影
響
は
、
我
々
業
界
に
と
っ

て
は
か
り
知
れ
な
い
程
の
深

刻
な
も
の
が
あ
り
正
に
最
大

の
試
練
の
場
に
立
た
さ
れ
て

• • な
っ
て

い
く
所
存
で
あ
り
ま

す
。改

定
目
的
の
第
一
の
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
営
業
時
閉
め
短

縮
は
、
即
ち
、
売
上
げ
低
下

を
招
く
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
短
縮
さ
れ
た
営
業
時
間

に
お
い
て
も
従
来
通
り
か
、

そ
れ
以
上
の
売
上
げ
が
実
現

で
き
る
強
力
な
商
品
の
開
発

に
全
力
を
傾
け
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
青
少
年
の
指
導
問
題

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

分
野
に
お
き
ま
し
て
も
、
夢

多
き
子
供
達
の
健
全
な
育
成

に
役
立
つ
内
容
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
開
発
の
ポ
イ
ン
ト
に

し
て
お
り
ま
す
。
第
三
に
、従

来
の

T

V
ゲ
ー
ム
等
の
マ

ー

ケ
ッ
ト
以
外
に
、
長
年
縫
っ

て
参
り
ま
し
た
私
遠
の
ノ
ウ

い
る
と
言
、
え
ま
し
ょ
う
。
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
経
営
に
と
っ
て

は
今
ま
で
の
方
式
を
根
本
的

に
見
直
し
せ
、
ざ
る
を
得
な
い

事
態
が
到
来
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
条

ハ
ウ
が
通
用
す
る
分
野
に
適

応
す
る
商
品
と
需
要
の
綴
り

起
し
を
行
な
い
、
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
の
方
遥
と
共
存
共
栄
の

で
き
る
新
商
品
を
世
に
送
る

べ
く
、
努
力
を
し
て
お
り
ま

す。
す
ぐ
れ
た
発
想
に
よ
る
す

ぐ
れ
た
商
品
は
、
当
を
得
た

タ
イ
ミ
ン
グ
に
恵
ま
れ
て
こ

そ
、
期
待
さ
れ
る
収
設
が
皆

様
の
お
手
元
を
制
す
も
の
と

考
え
ま
す
。

一
九
八
五
年
の
カ
プ
コ
ン

は
、
皆
様
方
の
ご
期
待
に
お

応
え
す
べ
く
、
社
運
を
か
け

て
商
品
の
開
発
に
遜
進
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
本
年
も
倍

旧
の
お
引
立
て
の
程
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

(
業
務
部
長

・
二
葉
憲
和
)

50 
周

-圃・-

スL
開
発
ι 
. 

司且 EE 

克雪、

欲コ

シ
ヨ
ン
ゲ

l
ム
を
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
運
営
に
欠
か
せ
ぬ
目
玉

商
品
と
し
て
提
供
し
て
い
き

ま
す
。

一
方
メ
ダ
ル
ゲ

l
ム

に
つ

い
て
は
、
昨
年
暮
れ
に

発
売
し
好
評
を
博
し
ま
し
た

「
ス
ー
パ
ー

-
ダ
ー
ビ
ー
」

の
シ
リ
ー
ズ
物
と
し
て
、

小

規
棋
の
唐
舗
で
も
設
置
で
き

る
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
の
も

の
を
、
ま
た
マ
ス
ゲ
ー
ム
か

ら

一
人
用
ま
で
、
数
種
の
ゲ

ー
ム
を
前
半
の
マ

ー
ケ
ッ
ト

に
お
届
け
し
ま
す
。

こ
の
ほ

か
過
去
数
々
の
新
技
術
導
入

に
よ
る
先
駆
的
な
新
製
品
の

開
発
に
努
め
て
き
た
当
社
と

し
て
、
技
術
的
に
も
感
覚
的

に
も
新
し
い
発
想
に
基
づ
く

商
品
の
開
発
を
心
が
け
て
ま

い
り
ま
す
。

今
年
も
ど
、
7
ぞ
よ
ろ
し
く

御
支
媛
下
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
・
申
し
上
げ
ま
す
。

(
取
締
役
販
売
事
業
部
長
・

小
形
武
徳
)

』性
曾包
と
使¥
し、
良
さ

旭 iF5 本青

求 iエ

昨
年
、
当
社
で
は
新
機
種
よ
り
扱
い
や
す
き
を
追
求
し

の
開
発
及
び
品
質
管
理

・
納
開
発
し
て
ゆ
く
所
存
で
あ
り
、

期
管
理
の
充
実
を
主
眼
と
し
従
来
製
品
の
一
層
の
充
実
、

て
参
り
ま
し
た
。
開
発
に
つ
改
良
と
共
に
特
有
の
ア
イ
デ

い
て
は
。
尚

一一
層
の
ニ

ー
ズ
ィ
ア
を
持
っ
て
独
自
の
開
発

に
合
っ
た
製
品
を
追
求
し
な
に
向
け
て
の
製
品
展
開
を
は

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
か
り
た
い
と
考
、
え
て
お
り
ま

反
省
を
残
し
ま
し
た
。
品
質
す
。

管
理

・
納
期
管
理
に
つ
い
て
ま
た
、
徹
底
し
た
製
品
管

も
お
客
様
へ
の
サ
ー
ビ

ス
休
理
に
よ
り

H

安
定
し
た
品
質
。

制
の
上
で
よ
り
多
く
反
省
し

そ
し
て
。
よ
り
安
価
な
製
品

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
造
り
H

を
基
本
と
し
て

H

よ

致

し

ま

し

た

。

り

多
く
供
給
H

で
き
る
よ
う

八
五
年
二
月
よ
り
の
新
風

一
環
し
た
生
産
体
制
の
確
立

営
法
施
行
に
伴
な
い
今
後
は
を
目
ざ
す
所
存
で
ご
ぎ
い
ま

よ
り

一一
層
厳
し
い
情
勢
に
向
す
。

か
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
お
陰
様
で
そ
の
礎
と
し
て

う
中
で
当
社
の
商
品
展
開
に
の
新
工
場
が
昨
年
十
一
月
に

つ
い
て
は
よ
り
高
度
な
性
能
、
完
成
数
し
ま
し
た
。
本
年
も

• • 
て
の
ほ
ど
、

げ
ま
す
。

お
願
い
申
し
上

代
表
取
締
役

: 山宇土
j閏長

牧 -
男

2
ヵ
月
に

な
ゲ

ア
乙ム
づJレ

フ < 
ア

り電
子 を

昨
年
は

A
M
シ
ョ

l
に
出
ス
ク
を
超
、
え
た
も
の
、
と
い

展
し
ま
し
た
日
ビ
ッ
ト
使
用
う
ア
イ
テ
ム
に
た
だ
い
ま
挑

の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
「
エ
ク
イ
戦
し
て
お
り
ま
す
。

テ
ス
」
が
ご
好
評
を
い
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
ら
に
積
極
果
敢
に
取
り
組
ん

し
た
。

で
い
く
こ
と
が
、
市
場
の
活

今
年
の
商
品
展
開
の
方
針
性
化
に
寄
与
で
き
る
も
の
と

と
い
た
し
ま
し
て
は
、
日
ビ

確

信
し
て
お
り
ま
す
。

ッ
ト
使
用
の

ハ
i
ド
を
べ

|

新
風
営
法
の
笑
施
が
せ
ま

ス
に
し
て
数
種
の
ゲ

l
ム

を

り

、
今
後
の
業
界
の
対
応
が

シ
リ
ー
ズ
化
し
て
発
表
し
、

き
び
し
い
折
か
ら
、
当
社
と

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
い
た
し
ま
し
て
は
あ
く
ま
で

お
応
え
し
た
い
と
存
じ
て
お
開
発
メ
ー
カ
ー
に
徹
し
、
内

り

ま

す

。

容

の

縫

い

、
大
人
の
プ
レ
イ

ま
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
多
様
ヤ
ー
を
も
十
分
に
満
足
さ
せ

な
要
求
を
満
た
す
べ
く
、
新
う
る
ゲ
ー
ム
づ
く
り
に
的
を

し
い
発
想
に
基
い
て
、
ハ

l

し
ぼ
り
、
さ
ら
に
研
究
開
発

ド
の
設
計
も
含
め
た
「
斬
新
に
遁
進
し
て
い
く
所
存
で
ご

な
ゲ

i
ム
」
づ
く
り
と
し
て
、
ざ
い
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

ツ
ク
に
よ
る
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ

(
営
業
部
長
・
早
川
弘
ご

• 市

大
を

_" 

図ア

才1タ
イ る

商ス
ト
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SPYHUNTER 

昨
年
は
、
無
事
ス
タ
ン
デ

五
十
周
年
を
迎
え
る
記
念
す

イ
ン
グ
コ
ー
ス
タ
ー
が
、
オ
ベ
き
年
で
も
あ
り
、
創
業
以

ハ
イ
オ
州
キ
ン
グ
ズ
ア
イ
ラ
釆
皆
様
に
、
並
々
な
ら
ぬ
ご

ン
ド
に
オ
ー
プ
ン
し
、
日
本
支
援
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
、

製
コ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
は
、

心

よ
り
感
謝
し
、
お
礼
申
し

初
の
全
米
コ

ー
ス
タ
ー
ラ

ン

上

げ

、
今
後
と
も
皆
様
の
お

キ
ン
グ
四
位
に
な
る
な
ど
、

引

立
て
に
よ
り
ま
し
て
、
御

予
想
以
上
の
反
響
と
成
果
が
期
待
し
て
い

た
だ
け
る

『ト

あ
が
り
ま
し
た
。

ー
ゴ
』
を
つ
く
っ
て
ま
い
る

今
年
も
、
カ
ナ
ダ
ズ
ワ
ン
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ダ

l
ラ

ン

ド

で

、

問

機

の

オ

風
営
法
改
正
に
と
も
な
い
、
昨
今
の
市
場
の
構
造
的
な
ザ

l
デ
ィ
ス
ク
ゲ

l
ム

n
サ

ー
ブ
ン
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
変
化
に
基
づ
く
世
界
的
な
需

ン

ダ

ー
ス
ト
ー
ム
u

な
ど
斬

一
号
機
以
上
の
成
果
が
得
ら
が
、
健
全
な
レ
ジ
ャ
ー
を
社
要
の
冷
え
込
み
に
加
、
え
て
、
新
で
ゲ

l
ム
性
の
高
い
製
品

れ
る
よ
う
、
全
社
一

丸
と
な
会
に
供
給
す
る
こ
と
は
、
業
圏
内
で
は
風
俗
営
業
法
が
施
を
販
売
し
、
皆
様
方
よ
り
高

っ
て
頑
張
り
た

い
と
思
い
ま
界
人
と
し
て
の
誇
り
で
あ
り
、
行
さ
れ
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

い
評
価
を
得
て
お
り
業
界
に

す

。

使

命

で

あ

る

と

思

い

ま

す

。

は

大
き
な
影
響
を
受
け
る
等
、
も
大
き
く
寄
与
で
き
た
と
自

圏
内
に
お
い
て
も
、
っ
く
メ
ー
カ
ー
と
し
て
、
業
界
の
難
題
を
抱
え
た
重
大
な
年
と
負
し
て
お
り
ま
す
。

ば
博
へ
の
出
展
な
ど
、
数
多
活
性
化
に
不
可
欠
な
、
高
収
な
る
事
を
党
陪
致
し
て
お
り
本
年
も
会
社
方
針
に
従
い

く
の
新
規
施
設
導
入
が
予
定
益
を
も
た
ら
す
新
機
軸
の
商
ま
す
。

メ
ー
カ
ー
と
し
て
新
し
い
技

さ
れ
て
お
り
、
新
社
名

『ト

ロ聞
を
積
極
的
に
開
発
し
、
国
主
達
、
デ

i
タ
イ
ー
ス
ト
術
を
駆
使
し
、
高
収
益
と
ラ

l
ゴ
』
と
し
て
、
す
ば
ら
し
惑
の
時
代
を
乗
り
切
る

一
助
は
、
会
社
方
針
ρ

レ
ジ
ャ
ー

イ

フ
サ
イ
ク
ル
の
長
さ
を
期

い
ス
タ
ー
ト
の
年
と
な
る
よ
と
な
れ
ば
と
考
、
え
て
お
り
ま

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
で
豊
か
待
で
き
る
、
即
ち
高
品
質
の

う

努

力

い

た

す

所

存

で

す

。

す

。

な

社

会

を

演

出

し

よ

う

u

の

ゲ

ー

ム
を
豊
富
に
提
供
す
る

ま
た
本
年
は
、
弊
社
創
業

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
引
立
下
で
昨
年
は

d
z手
ヘ

レ
|

(

次

ペ

l
ジ
へ
続
〈
)

武器工場をめぐる

スパイ合戦をテーマに

数多くのフィ」チャーが

フリツj¥-ファンを魅了 。

スパイハンター

(stぬ1
(sas拘

PYRAMID 

フラックピラミッド

謎の古代伝説めぐり

数々のフィーチャーグ

色鮮かなスウインク ・

ターゲット、スペル戸ウ

トで高得点、の

チャンス

BLACK 

(認識v(st訓
(sas旬の絢(safftt

GIANT JACKPOT 

ジャイアント
ジャッヲポット

日本で初登場ノ

(オーソドックスな

スロットマシン〉
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各席での投票トータ lレを

メインモニターにて表示

NEW BIG & SMALL 
しでは rメダルゲーム場運営基準』を守ってご使用下きい。

大シネスコスクリーンで

ハイグレードなレースを

SUPER DERBY 
メダルゲーム機の設置霊堂につ

スマックス

2人用ボクシングゲーム

ボディと顔面を狙い連打

SMAXX 

D-51 

0・51

動
く
汽
車
の
煙
突
に
玉
を
入

れ
、
盛
岡
か
ら
大
阪
へ
走
れ

株式会社パリー・ジャパン
東京都渋谷区道玄坂|丁目 14-9 (ソシアル道玄坂)
PHONE 0 3 (4 7 6) 5 9 8 1 〒 150

販売代理庖募集中
メダルゲーム機の彼置運営につきましては「メダルゲーム場遭営基準J を守ってご使用下さい。
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川町一

よ
う
に
、
引
き
続
き
努
力
す

ω一
る
と
共
に
、
市
場
の
新
規
開

一
発
を
目
標
と
し
た
ソ
フ
ト
の

一
開
発
に
努
め
ま
す
。

一

プ
レ
イ
ヤ
ー
が
、
喜
ん
で

一
く
れ
る
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
提

一
供
以
外
に
、
業
界
が
直
面
し

一
て
い
る
難
闘
を
乗
り
越
、
え
る

一
道
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
今
の
家
庭
用
ゲ

ー
ム
の
普
及
は
、
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
パ
ソ
コ
ン
用
の
高
品
質

の
ゲ

l
ム
ソ
フ
ト
の
供
給
に

第三橋郵便物ZE.可

よ
る
も
の
で
、
我
社
も
保
有
し

て
い
る
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
を
活

用
し
て
パ
ソ
コ
ン
用
の
ゲ
ー

ム
ソ
フ
ト
の
製
造
、
販
売
を

計
画
し
て
お
り
ま
す
。
テ
レ

ビ
ゲ

l
ム
の
社
会
的
評
価
を

高
め
業
界
の
発
展
の
た
め
、

努
力
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

本
年
も
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

(
取
締
役
レ
ジ
ャ
ー
エ
レ
ク

ト
ロ
ニ
ク
ス
事
業
部
長

・

兼
安
時
紀
)

時
代
変
化
に
柔
軟
に
対
応

第252号1985年1月15日

• • き
る
営
業
形
態
に
も
っ
て
ゆ

く
こ
と
、
即
ち
新
風
営
法
を

遵
守
し
、
青
少
年
に
悪
影
響

を
与
、
え
な
い
、
か
つ
健
全
営

業
を
行
な
い
、
そ
の
枠
内
に

第三重重要事便物認可

ナ
ム
コ

シ
ョ

l
で
好
評
を
得
ま
し
た

二
打
逆
転
」
を
は
じ
め
、

エ
レ

メ
カ
な
ら
で
は
の
迫
カ

と
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
機
械
を

提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
コ
ン
シ

ュ
ー
マ

l

向
け
ゲ
l
ム
ソ
フ
ト
も
、

M

S
X
用
に
続
い
て
フ
ァ
ミ
リ

ー
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
用
ソ
フ
ト

の
供
給
を
開
始
し
、
好
調
な

滑
り
出
し
を
見
せ
て
お
り
ま

す
。
今
後
も
引
き
続
き
高
品

質
の
ソ
フ
ト
を
製
造
、
販
売

す
べ
く
、
準
備
を
進
め
て
お
り

ま
す
の
で
ご
期
待
下
さ
い
。

一
方
で
は
、
以
前
よ
り
ア

ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト
ロ
ボ
ッ
ト

の
開
発
や
飲
食
庖
の
経
営
な

ど
、
知
識
産
業

・
情
緒
産
業

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
徐
々
に
成
果
を
上

げ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、

教
育
機
探
及
び
健
康
機
器
分

野

へ
の
挑
戦
も
行
な

っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
後
は
幅
広

い
展
開
が
で
き
る
も
の
と
思

い
ま
す
。

風
営
法
施
行
後
の
数
年
間

は
、
当
業
界
に
と
っ
て
模
索

の
時
代
、
試
練
め
時
代
に
な

る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

お
い
て
営
業
を
行
な
う
義
務

が
諜
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

業
界
人
は
業
態
の
別
な
く

一
致
団
結
し
て
、
風
営
法
に

独
自
の
新
シ
ス
テ
ム
主
力

コ
ナ
ミ

昨
年
は
コ
ナ
ミ
製
品
を
ご
新
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
校

一
愛
顧
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ぎ
術
を
駆
使
し
、
世
界
に
先
駆

一
い
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
け
て
開
発
し
た

「
バ
ブ
ル
シ

一
し
上
げ
ま
す
。

ス
テ
ム
」
を
主
カ
商
品
と
し

一

弊
社
は
今
年
こ
そ
ア
ミ
ユ
て
、
新
春
早
々
展
開
し
て
い

一
l
ズ
メ
ン
ト
産
業
の
J
冗
年
。
〈
方
針
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ

一
と
考
え
、
従
来
以
上
に
独
創
ム
は
か
つ
て
の

H

ア
ル
キ
メ

一
的
で
内
容
豊
か
な
ゲ

l
ム
ソ
デ
ス
の
風
呂
ペ

H

ニ
ュ
l
ト

一
フ
ト
の
開
発
に
全
力
を
傾
け
、
ン
の
リ
ン
ゴ
。
と
同
様
の
画

ン
一

お
客
様
の
ご
要
望
に
応
え
て
期
的
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
生
み

〆一

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
出
さ
れ
た
も
の
で
、
従
来
の

ご，一

す
。

ゲ
ー
ム
コ
ン
セ
プ
ト
を
一
新

マ

そ
の
第
一
弾
と
し
て
、
最
し
た
シ
ス
テ
ム
で
す
。
大
容

ムゲ第252号1985年1月15日(21) 

は

ける

ナ
ム
コ
で
は
時
代
の
変
選
で
す
。
本
年
も
な
に
と
ぞ
ょ

に
柔
軟
に
即
応
す
る
と
共
に
、
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

知
識
産
業
・
情
緒
産
業
の
バ
す
。

イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
業
界
の
(
取
締
役
販
売
部
長
・

発
展
に
貢
献
し
て
い
く
所
存

市
瀬
龍
雄
)

業
界
も
、
こ
の
動
き
に
相
応
駆
使
し
、
新
た
に
画
期
的
な

し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
感
性
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
商
品
の

の
も
と
に
、
商
品
開
発
を
進
発
売
も
し
て
い
く
こ
と
な
ど

め
て
い
く
こ
と
が
余
儀
な
く
か
ら
大
い
に
発
展
・
躍
進
の

さ
れ
て
い
る
昨
今
で
あ
り
ま
年
に
な
る
も
の
と
自
負
し
て

す
。

お
り
ま
す
。

当
社
で
も
昨
年
ア
ン
テ
ナ
ま
た
、
当
社
は
昨
年
設
立

庖
舗
を
一
庖
舗
増
や
す
な
ど
十
周
年
と
い
う
一
つ
の
フ
シ

し
て
顧
客
の
ニ

l
ズ
・
動
向

を
迎
え
、
本
年
は
十
一
年
目

を
的
確
に
キ
ャ
ッ
チ
す
る
な
と
い
う
こ
と
か
ら
新
た
な
原

ど
し
、
変
化
に
富
み
、
か
つ
点
に
立
ち
、
お
客
の
皆
様
に

多
様
化
さ
れ
た
機
種
に
よ
る
、

事
ば
れ
る
商
品
を
幅
広
く
提

よ
り
楽
し
い
ジ
ョ
イ
フ
ル
な
供
し
て
い
く
所
存
で
す
。
今

た
人
も
、
右
か
ら
来
た
人
も
、
商
品
の
提
供
を
し
て
い
き
た
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

九
幻
の
が
ラ
ス
戸
の
中
央
に
い
と
考
、
え
て
お
り
ま
す
。

ま

上

げ
ま
す
。

置
い
て
あ
る
機
械
を
通
り
過
た
当
社
で
は
今
年
度
よ
り
こ
(
取
締
役
営
業
部
長
・

ぎ
る
と
、
急
に
明
る
く
な
る
。
れ
ら
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム

の

他

、

近

藤
孝
)

中
央
の
機
械
が
人
間
性
回
復
十
年
間
培
っ
た
電
子
技
術
を

機
に
見
え
た
。

今
年
は
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ

ン
ト
・
マ
シ
ン
業
界
に
と
っ

て
H

風
営
元
年
。
、
業
界
の
良

し
慈
し
、
イ
メ
ー
ジ
が
世
に

関
わ
れ
る
年
、
関
西
精
機
製

作
所
は
「
ゲ
ー
ム
中
に
明
る

い
歓
声
が
上
り
、
ゲ
ー
ム
場

に
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
ム

l
ド

を
創
り
出
す
機
械
」
「
子
供

が
貌
の
手
を
引
っ
ぱ
っ
て
入

っ
て
来
る
、
そ
ん
な
ゲ
!
ム

場
に
ふ
さ
わ
し
い
ア
ー
ケ
ー

ド
機
」
を
目
指
し
今
年
も
努

力
致
し
ま
す
。
な
に
と
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。(

専
務
取
締
役
・

古
川
純
一
郎
)

ゲ
ー
ム
で
人
間
性
回

最
近
、
不
思
議
な
、
そ
し

て
う
れ
し
い
光
索
を
自
に
し

た
。
場
所
は
お
歳
暮
客
で
に

ぎ
わ
う
繁
華
街
の
ゲ
ー
ム
コ

ー
ナ
ー
。
新
製
品
の
ロ
ケ
テ

ス
ト
中
の
事
で
あ
る
。
歩
道

に
は
、
親
子
述
れ
、
恋
人
達

な
ど
多
く
の
人
々
が
歩
い
て

い
た
。
気
温
が
低
い
こ
と
も

あ
っ
て
皆
体
を
縮
め
、
も
く

も
く
と
歩
い
て
い
た
。
ど
ち

ら
か
と

Z
E
-
-

口
う
と
、
人
間
と
い

う
よ
り
物
が
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
l
で
運
ば
れ
て
行
く
、
そ

ん
な
感
じ
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ゲ

l
ム
コ
ー

ナ
ー
の
ガ
ラ
ス
越
し
に
見
、
え

る
新
製
品
と
、
夢
中
に
な
っ

て
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
プ
レ
イ

ヤ
ー
を
見
た
と
た
ん
に
、
人

々
の
顔
が
明
る
く
な
っ
た
。

人
々
の
聞
に
な
ご
や
か
な
会

話
が
生
ま
れ
た
。
コ
ー
ナ
ー

の
内
側
か
ら
見
て
い
る
と
、

も
っ
と
面
白
い
。
左
か
ら
釆

を

関
西
精
機
製
作
所

買
力
増
す
製
ロ
∞
を
供
給

岐
阜
特
機

昨
年
は
A

M
業
界
に
と
っ
ろ
反
省
さ
せ
ら
れ
た
一
年
で

て
、
黒
船
の
到
来
以
上
に
環
し
た
。
本
年
は
こ
の
配
省
を

境
の
変
化
を
強
い
ら
れ
た
年
生
か
し
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
各

で
し
た
。
春
に
風
営
法
改
正
位
に
認
め
て
頂
け
る
製
品
を

の
話
が
聞
か
さ
れ
、
業
界
人
供
給
数
し
た
い
と
思
っ
て
お

の
適
切
な
対
応
の
遅
れ
か
ら

り
ま
す
。

夏
に
は
致
命
的
な
法
案
の
成
本
年
が
業
界
人
に
と
っ
て

立
を
み
、
「業
界
の
ま
と
ま
り
試
練
の
年
で
あ
る
こ
と
は
、

の
な
さ
」
と
い
う
恥
部
を
さ
万
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

ら
け
出
し
、
警
察
庁
の
意
の
り
ま
す
。
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
各

ま
ま
新
風
営
法
と
い
う
網
を
位
と
と
も
に
、
二
月
十
三
日

被
せ
ら
れ
、
そ
の
後
は
網
の
と
い
う
新
風
営
法
施
行
日
を

中
で
精
一

杯
の
抵
抗
を
続
け
、
厄
日
に
終
わ
ら
せ
ず
、
ア
ミ

年
を
越
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト
業
界
に
と
っ

そ
の
問
メ
ー
カ
ー
各
社
も
て
再
出
発
の
吉
日
と
な
る
よ

多
種
多
様
な
新
製
品
を
世

に

う

努
力
を
し
て
い
き
た
い
も

送
り
出
し
ま
し
た
が
、
オ
ペ
の
で
す
。

レ
l
タ

l
各
位
の
先
行
き
不
日
本
は
法
治
国
家
で
す
か

安
か
ら
購
買
力
も
薄
れ
、
ま
ら
、
法
を
守
り
法
の
も
と
に

た
風
営
法
に
取
り
込
ま
れ
た
努
力
を
し
、
活
路
を
見
い
出

減
速
低
迷
気
味
で
あ
っ
た
な
お
一
層
の
厳
し
い
状
況
下
ゲ
ー
ム
と
い
う
世
論
の
た
め
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の

市
況
も
輸
出
主
導
に
よ
り
索

に

お

か

れ
る
こ
と
は
必
至

で

か

イ
ン
カ
ム
も
前
年
に
比
し
た
め
に
は
、
業
界
人
が
一
致

気

回

復

の

兆

し

が

み

え

る

よ

あ

り

ま

す

。

て

思

い

の

外
思
わ
し
く
な
く
、
団
結
し
て
、
昨
年
ま
で
の
よ

う
に
な
っ
た
も
の
の
、
ア
ミ
こ
れ
に
反
し
て
市
場
で
は
、
業
界
の

一
員
と
し
て
残
念
で
う
な
権
利
の
主
張
の
み
で
営

ユ
|
ズ
メ
ン
ト
業
界
の
環
境
ニ
ュ

ー
メ
デ
ィ
ア
な
ど
新
し
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
社
業
し
て
き
だ
自
由
営
業
か
ら
、

面
で
は
『
新
風
営
法
』
の
施
い
情
報
産
業
の
発
展
に
は
目
も
昨
年
は
二
機
種
を
世
に
送

本
年
よ
り
は
、
義
務
を
果
た

行
な
ど
局
面
を
新
た
に
し
て
、
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
当
り
出
し
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
し
た
上
で
の
権
利
主
張
の
で

三J
ヨ
イ
フ
Jレ
な
商

、や r~ .~. _I シ〆
ロロヤ

レ
コ

• • 取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

不
自
然
と
国
民
大
多
数
が
認

識
す
る
ま
で
、
努
力
し
よ
う

引
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
の

(
代
表
取
締
役
・
真
鍋
巧
)

量
の
メ
モ
リ
ー
機
能
を
持
っ

た
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、

高
品
質
の
ゲ

l
ム
ソ
フ
ト
を

低
価
格
で
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。
ま
た
、
寸
バ
ブ
ル
シ
ス

ン

い
よ
い
よ
改
正
風
山
富
市
肱
が

，園

施
行
さ
れ
る
年
を
迎
、
え
ま
し

ご
ご

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

す

一
今
年
は

A
M
業
界
に
と
っ
て

.
L
非
常
に
厳
し
い
一
年
に
な
る

i
一
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

-
-

ナ
ム
コ
と
い
た
し
ま
し
て

九
一

は
、
こ
の
厳
し
い
状
況
を
乗

今
一

り
切
る
べ
く
、
ニ

l
ズ
に
対

応
し
た
製
品
の
開
発
、
供
給

に

一
層
努
力
す
る
方
針
で
す
。

ま
ず
、
ビ
デ
オ
ゲ

l
ム
部

門
で
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
ゲ

ー
ム
離
れ
が
進
ん
で
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、
斬
新
な
内
容

を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た

ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
の
長
い

ゲ

ー
ム
を
発
表
し
て
い

く
計
画

で
す
。

ハ
ー
ド
面
に
お
き
ま

し
で
も
、
低
コ

ス
ト
、
か
っ

坪
効
率
の
高
さ
を
追
求
す
る

の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
テ

ー
ブ
ル
型
に
代
わ
る
新
規
定

休
を
開
発
し
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図

り
風
営
法
に
対
処
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
エ
レ
メ
カ
ゲ

l
ム

に
つ
き
ま
し
て
は
、
健
康
的

で
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
の
製
品

作
り
に
重
点
を
置
き
、

A

M

テ
ム
」
は
コ
ピ
ー
が
不
可
能

で
す
の
で
、
安
定
し
た
ス
ム

ー
ズ
な
流
通
を
確
保
し
、
お

客
様
の
収
益
向
上
に
貢
献
で

き
る
も
の
と
確
信
致
し
て
お

り
ま
す
。

今
年
も
コ
ナ
ミ
製
品
を
ご

支
援
頂
き
ま
す
よ
う
、
な
に

と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

(
広
報
宣
伝
課
・
坪
弁
隆
良
)

性
戸
ツ
ブ
の
乗
物
機

採わ
が
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

業
界
は
、

二
月
に
新
風
営
法

施
行
と
い
う
厳
し
い
社
会
情

勢
の
中
で
、
新
年
を
迎
え
、

多
難
な
幕
明
け
と
な
り
ま
し

た。

干538大阪市鶴見区

今津南1-4ー10
FAX 962-4556 

商事0&-9&2・9425sヲイガー

ホ
ー
プ

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
皆
様
を

は
じ
め
、我
々
メ
ー
カ
ー
も
、
新

風
営
法
に
対
し
ど
の
よ
う
に

対
処
し
て
良
い
の
か
迷
う
ば

か
り
で
、
暗
中
模
索
の
状
態

だ
と
患
い
ま
す
。
そ
の
状
況

• • 
下
に
お

い
て
、
総
合
乗
物
メ

ー
カ
ー

。
H
O
P
E
o
は、

風
営
法
対
象
外
の
乗
物
に
て

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
皆
様
に
役

立
つ
+刀
法
を
あ
ら
ゆ
る
薗
か

ら
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
が
六
十
年
度
の
商

品
展
開
に
お
い
て
の
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
も
考
、
え

て
お
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
乗
物
の
採

算
性
を
ア
ッ
プ
す
る
た
め
、

今
ま
で
よ
り
優
れ
た
内
容
で

廉
価
な
商
品
の
開
発
、
そ
し

て
コ
ン
パ
ク
ト
で
小
さ
な
ス

ペ
ー
ス
に
置
け
る
商
品
の
開

発
に
カ
を
入
れ
、
そ
う
い
っ

た
メ
リ

ッ
ト
の
あ
る
数
多
く

の
新
製
品
を
出
す
考
え
で
お

り
ま
す
。
二
月
の

N

A
O
ア

ミ
ュ

ー
ズ

メ
ン
ト

・
エ
キ
ス

ポ
の
時
に
は
、
そ
の
第
一
弾

と
し
て
廉
価
販
の
バ

ッ
テ
リ

ー
ヵ
l
二
機
種
、
小
さ
な
回
転

式
鼻
水
物
二
機
種
、
そ
の
他
数

機
種
発
表
い
た
し
ま
す
。
御

*前面の出っ張る菌が

15"""少ない

安基板取り付けによっ

てボタンが回ること

はありません

女ジョイスティックの

マイクロ部介は差込

み方法採用

Z 5 II， N CT-9， 

期
待
下
さ
い
。

ま
た
供
給
体
制
に
つ
き
ま

し
で
も
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
皆

様
の
多
緑
化
し
た
ニ

ー
ズ
に

即
応
で
き
る
体
制
を
整
、ぇ、

営
業
の
糧
と
な
る
商
品
の
安

定
供
給
を
め
ざ
し
て
一頑
張
る

所
存
で
ご

F
い
ま
す
。
今
後

と
も

HH
O
P
E
O
製
品
の

御
愛
顧
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。本

年
は
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ

ン
ト
業
界
に
と
っ
て
、
輝
か

し
い
未
来
へ
の
第

一
歩
と
な

る
よ
、
フ
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。(

取
締
役
レ
ジ
ャ
ー
部
長
・

矢
野
徳
蔵
)

(
編
集
部
註
)

今
年
の
各

社
の
商
品
展
開
方
針
は
例
年

に
な
く
件
数
が
少
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
新
風
営
法
に
よ
る
影

響
を
測
り
か
ね
明
確
な
方
針

を
出
せ
な
い

、
と
い
う
こ
と

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

CT・9、し3-9
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色
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字
を
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星
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で
ボ
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ス
も
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Super Conti Skill-Stop 

5甲 Line-Skill-Stop

Get A Chance (Poker) 

Golden J acky (Black J ack) 
Bingo Perfect 10 

Royal Casino 5 in 1 

Which 5 (5 in 1) 

UNIT 

句、句、
、、

a
 

&
'
L
 n

 
e
 

n
 

&
Elw n

 

ハVハしu

u

n

 

叩

4

S

5

 

D

D

 

D

D

 

A

A

 

I-C 

第三傾鄭便物認可

ADD Bonus-Line 

空
中
時
と
地
上
叫
慨
を
民
間

す
る
T
V
ゲ
ー
ム
機
「
リ
パ

レ
i
シ
ョ
ン
」
が
卜
て
川
二

十
日
、
T
v
r川
い
俄

「
ぃ
米
以

比
栄
U
3
療
所
」
が
ト
ペ
川
上

旬
、
い
ず
れ
も
デ
ー
タ
イ
ー

ス
ト
附
(
本
社
点
以
、

M
川

哲
犬
社
長
)
か
ら
発
必
と
な

っ
た
。「

リ
パ

レ
l
シ
ョ
ン
」
は

空
中
峨
が

一
場

J

曲
、
地
上
戦

が
三
場
面
の
計
四
場
円
闘
の
民

る
も
の
で
、
γ
v
州
刷
に
.. 小

さ
れ
る
町
間
に
火
い
え
て
い
く

と
以
後
に

J
内
市
指
数
H

が

炎
・
・
小
さ
れ
る

B

問
問
は
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
検
作
、
臨
山
咋
検

代
、
脳
波
検
K

旬
、
Mm刈
検
伐

の
附
つ
の
検
伐
ご
と
に
卜
川

ず
つ
あ
り
、
谷
口
問
は
タ
イ

マ
ー
制
そ
れ
ぞ
れ
の
倹
伐

主
τ
r
1
b
f
:
々
'
時
比
自
;
、
A
Y

じ
川

A

根本
-
a
u
P
1
ト

，
J

ぺ，
H

I

〈

b
"
仙
附

さ
れ
る
と
次
の
検
作
へ
進
め

る
が
、
。
正
常
H

と

um附
さ

れ
た
場
合
は
検
代
(
プ
レ
イ
)

終
了
と
な
る
。

つ
ま
り
は
栄

町
以
り
の
度
合
が
必
い
ほ
ど
長

〈
プ
レ
イ
で
さ
る
こ
と
に
な

る
。
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
引
キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト
で

O
P
価
桁
三
卜

修
リ
、
今
度
は
戦
Jm
に
品
取
り

か
え
て
ジ

ャ
ン
グ
ル
を
必
行

航
製
叩
ぃ
巾
の
大
胞
を
符
う
と

攻
喰
が
般
化
さ
れ
る
。
次
に

ジ
|
ブ
山
下
山
卯
で

.W川
ジ

l
フ

に
決
り
か
え
、
小
川
り
の
さ

く
峨
い
を
民
間
。
ハ
以
終
場
仰

は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
'
川
町
に
あ
る

州
成
収
谷
所
を
附
休
し
て
破
域

す
る
と
、
捕
虜
を
解
政
す
る

ル
す
る
。
ま
ず
空
中
戦
で
は
こ
と
に
な
り

一
パ
タ
ー
ン
終

八
方
向
レ
パ

l
で
戦
闘
へ
リ
了
と
な
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
が

コ
プ
タ
ー
を
偽
作
し
る
が
ら
、
三
阿
岐
川
ほ
さ
れ
る
と
ゲ
|
ム

フ
ァ
イ
ア

i
ボ
タ
ン
に
よ
る
終
了
だ
が
、

一
定
得
点
以
ト

発
射
攻
幣
で
敵
機
を
懐
似
し
で
一

M
mや
さ
れ
る
。
ぷ
板

て
い
く
。
あ
る
限
度
進
む
と
版
先
の
み
で

O
P
悩
絡
寸
三

ヘ
リ
ポ
ー
ト
が
現
わ
れ
る
の

が
一二
F
川
。

で
、
こ
れ
に
う
ま
く
府
間
(
ポ

「

点

以

見

栄

診

僚

所
」
は

夕
、
ノ
)
す
る
と
次
の
場
仰
に

は
栄
似
リ
の

h

役
人
H

を
一
診
断
す

OVERSEAS 
VARIOUS 

基板

~I 
EE;wf〉

東京見栄除機所

「リバレーションJ

Dyna E lectronics CO. ，LTO 

も「東京見栄診療所」

附
が
あ
る
T
V
ゲ
|
ム
で
、

各
場
面
で
幽
山
が
ス
ク
ロ

i

。1985DYNA EしCO.，LTD 

データから TV機

ゲームマシン

占い機

リバレーション

ti. 
E 
ドj

「
口
l
ド
ラ
ン
ナ
ー
」
第

2
弾

ア
イ
レ
ム

名古屋市守山区廿野家八反17・1，N LピルIF

干463TEL(052)791・4111仰，FAX79卜4168

上
に
山
氏
を
山
し
、
ま
た
時
川

が
た
つ
と
泊
旅
ト
し
に
ー
を
山

く
こ
と
も
あ
る
の
で
こ
れ
を

取
る
ん
氏
を
令

hm取
る
と
次

の
ハ
タ

i
ン
へ
の
ハ
シ
ゴ
が

山
攻
、

ハ
シ
ゴ
を
し
し
る
と
一

ハ
タ
ー
ン
ク
リ
ア
。
タ
イ
マ

ー
が
な
く
な
る
か
コ
マ
ン
ダ

ー
が
敵
に
捕
わ
れ
る
と
ア
ウ

ト
に
な
り
、
三
回
ア
ウ
ト
で

ゲ
ー
ム
終
了
。
ぷ
一板
販
売
と

サ
プ
基
板
販
売
(
ロ

l
ド
ラ

ン
ナ
ー
と
バ
ト
ル
ロ

i
ド
か

ら
変
更
)
が
あ
り
価
格
未
定
。

刊
場
面
で
多
彩
に

遠荘上りに対し

カワイイ、ギャルカザ

お相手します。

花合わせの

ゲーム性がアップ

・配カー ドが個々に

変更できます。

・配カードの総がえ

カずできます。

一 z

「
パ
ン
ゲ
リ
ン
グ
帝
国
の
逆
襲
」
基
板

人
形
を
操
作
す
る
ア
ー
ケ
ー
ド
機

す
と
ハ
ン
チ
が
出
て
相
手

の
組
刷
か
ボ
デ
ィ

1
ポ
イ
ン

ト
に
当
た
る
と
十
点
。

い
ず

れ
か
が
じ
.b
点
取
る
か
い
ハ
ト

紗
(
変
更
吋
能
)
経
過
す
れ

ば
ゲ
ー
ム
終
了
。
パ

ン
チ
の

命
中
昔
、
光
る
目
、
開
始
と

終
了
の
ゴ
ン
グ
斉
な
ど
が
ゲ

ー
ム
を
盛
り
上
げ
る
。
定
価

六
ト
九
，力

ボ
タ
ン
で
・
一
八
を
あ
け
て
必
と

す
。
的
ち
た
敵
は
し
ば
ら
く

助
け
ず
、
そ
の
問
に
一
泊
上
を

鴻
過
で
き
る
が
、
時
間
が
た

つ
と
敵
は
は
い
上
が
り
(
穴

も
再
生
さ
れ
)
再
び
襲
っ
て

く
る
の
で
注
立
。
主
を
隠
し

持
つ
敵
は
{
八
に
い
治
ち
る
と
頭

ア
イ
レ
ム
州
(本
什
大
阪、

し
品
川
町
村
社
υ
ど

か

ら

T

V
ゲ

ー
ム
機
ロ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
-

パ
ン
ゲ
リ
ン
グ
滑
川
の
逆
般
」

が
一

一月
下
旬
発
売
と
な
る
。

こ
れ
は
同
社
「
ロ
ー
ド
ラ

ン
ナ
ー
」
の
パ

l
卜

H
で
、

パ
タ
ー
ン
が
全
部
で
三
ト
バ

.タ
i
ン
、
紋
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

も
卜
附
矧
と
多
彩
に
な
り
ふE
・

体
的
に
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
。

コ
マ
ン
ダ
!
が

ー
を
取
り
戻
す
た
め
、
必
州
仙

の
削
除
に
主
配
さ
れ
た
パ

ン

ゲ
リ
ン
グ
・
併
川
に
U
U
人
し
て

い
く
と
い
う
ゲ

l
ム
で
、
一州

.
向
は
主
に
ハ
シ
ゴ
、
パ
ー
、

通
路
で
榊
成
さ
れ
て
い
る
。

コ
マ
ン
ダ
ー
を
レ
パ

l
て

傑
作
し
、
鈍
っ
て
く
る
敵
は

書聾

2 
人

哩用

語苦
手〆
ユ〆
グ

中日本リース株式会社

「
ス
マ
ッ
ク
ス
」

花合わせ

ロ守

ボ
ク
シ
ン
グ
が
テ
ー

マ
の

2
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ

l
ム
機
「
ス

汚

マ
ッ
ク
ス
」
が
、
側
関
西
精

第

機
製
作
所

(本
社
京
郎
、
山

川
謙
三
社
長
)
か
ら
十
二
月

沼

下
旬
発
売
と
な

っ
た
。

ト

こ
れ
は
米
凶
U
A
I
パ
シ

月

フ
イ
ツ
ク
社
が
考
案
し
た
ゲ

引
一
l
ム
機
を
、
関
州
制
一
機
が
昨

5
一
請
を
受
け
同
社
独

'H
の
メ
カ

ゆ一

技
術
に
よ
り
完
成
、
制
点
追
へ

1
一
と
進
め
た
ら
の

一

ボ
ッ
ク
ス
L
L
に
向
か
い
A
N

一
っ
た
二
人
の
ボ
ク
サ
ー
の
人

一
形
が
あ
り

f
7
レ
イ
ヤ
ー
ニ

人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
を
操

作
す
る
。

人
形
の
後
部
に
左

有
の
腕
に
対
応
し
た
レ
バ
ー

が
あ
り
、
こ
の

レ
バ
ー
を
倒

ロードランナー ・パンゲリンダ帝国の逆襲

スマックス

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

も
六
頭
だ
て
で
、
各
馬
の
脚

質
に
逃
げ
、
差
し
、
追
い
込

み
の
特
色
が
山
山
さ
れ
て
お
り、

レ
ー
ス
内
容
は
多
彩
な
展
開

を
み
せ
る
。
写
真
判
定
も
あ

る
。
ま
た
フ
ァ
ン
フ
ァ

ー
レ

が
鳴
り
、
レ
ー
ス
展
附
に
合

わ
せ
た
実
況
ア
ナ
ウ
ン
ス
、

そ
し
て
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

に
よ
る
レ

l
ス
紹
介
、

泊
順

の
お
知
ら
せ
な
ど
臨
場
感
を

慌
り
上
げ
る
い
ろ
い
ろ
な
前

出
が
行
な
わ
れ
る
。
プ
レ
イ

ヤ
ー
は
ベ
ッ
ト
ボ
タ
ン
を
抑

し
て
単
勝
式
(
六
通
り
)
、

連
勝
複
式
(
十
一
九
通
り
)
め

い
す
れ
に
も
賭
け
ら
れ
る
(一

つ
の
賭
け
枠
は
メ
ダ
ル
最
高

二
十
枚
ま
で
)
。
三
画
面
連

続
画
像
に
よ
る
レ

l
ス
は
迫

力
が
あ
る
。
定
価
九
百
二
十

万
円
。

ポ
ー
ル
を
目
が
け
て
飛
ん
で

い
く
。
う
ま
く
当
た
っ
て
ポ

ー
ル
が
落
ち
る
と
該
自
聞
が
払

出
さ
れ
る
。
ゲ
ー
ム
中
に
楽

し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
流
れ
る
。

一
回
玉
を
打
て
ば
ゲ

l
ム
終

了
と
な
る
。
定
価
は
三
十
五

万
円
。

一
人
用
の
場
合
は
三
ラ
ウ
ン

ド
(
一
ラ
ウ
ン
ド
は
一
分
間
)

終
了
時
に
相
手
よ
り
得
点
が

高
い
と
次
の
ラ
ウ
ン
ド
へ
進

む
。
同
点
の
時
は
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
が
勝
布
。
二
人
別
の

場
A
n
は
.
ム
ラ
ウ
ン
ド
で
ゲ
ー

ム
終
了
と
な
る
。

w
格
似
版
売

の
み
で
O
P
価
絡
む
万
丘
千

円
。

ノ、

チ
ニ〆

コ
式
フ
フ

...， .、イ
お τtaズ

へ......1<-:"マ
そ :J_...沌ー 、，

~ lギシ
ヵ
ス
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こ
ま
や
か
ら

1 ー~I

第三純郷便物u可

っ
て
ポ

l
ル
を
投
げ
る
ゲ
ー

ム
。
ボ
ッ
ク
ス
内
の
奥
に
ク

マ
が
山
似
て
お
り、

そ
の
お
へ

そ
に
乗
っ
た
ボ
ー
ル
が
L
L

下

し
て
い
る
。

側
代
投
入
後
、

パ
チ
ン
コ
で
五
を
打
つ
と
、

玉
は
ら
せ
ん
状
の
レ
ー
ル
を

四
回
転
し
た
後
、
お

へ
そ
の

プ
ラ
イ
ズ
マ
シ
ン
「
お
へ

そ
の
サ
ー
カ
ス
」
が
、
的
こ

ま
や
製
作
所

{本
社
神
戸
、

問
中
弘
社
長
)
か
ら
発
先
と

な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
パ
チ
ン
コ
式
に
よ

る
も
の
で
、
ラ
ビ
ッ
ト
が
寝

て
い
る
ク
マ
の
お
へ
そ
を
狙

おへそのサーカス

「ス
ー
パ
ー
ダ
ー
ビ
ー
」

は
腕
%
を
内
谷
と
し
た
九
人

間
メ
ダ
ル
ゲ
ー
ム
機
で
、

二

十
六
勺
T
V
モ
ニ
タ
ー
を
三

つ
並
べ
た
マ
ル
チ
画
蘭
、
光

フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
.
に
よ

る
信
号
伝
達
な
ど
を
特
徴
と

し
て
い
る
。
全
部
で
十
レ
ー

ス
あ
り
、
距
離
は
千
六
百

ν、

千
八
百

μ
、
二
千
シ
の
三
通

り
で
障
害
レ
ー
ス
も
操
り
込

ま
れ
て
い
る
。
名
レ

l
ス
と

のテレビゲーム用 18インチ
カラーディスフレイ

山側
セ
ガ

・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ゼ
ス
(
本
社
東
京
、
中
山

健
一
・
雄
社
長
)
か
ら
T
V
ゲ
ー

ム
機
「
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ボ
ク

シ
ン
グ
」
が
十
二
月
上
旬
、

大
型
メ
ダ
ル
ゲ
|
ム
機

「ス

メ
ー
タ
ー
が
示
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
見
な
が
ら
う

ま
く
立
ち
回
る
。
て
フ
ウ
ン

ド
に
三
回
ダ
ウ
ン
す
る
と
T

K
O
負
け
、
ダ
ウ

ン
し
て
十

カ
ウ
ン
ト
以
内
に
立
ち
上
が

れ
な
い
と

K
O
負
け
と
な
る
。

チャンピオンボクシング

' 

ゲームマシン

宇
宙
探
検
車

「メ
リ
l
」

ポ
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で

ク
レ
ー
タ
ー
(
殻
坂
部
分
)

を
拙
唱
え
て
定
る
。
前
の
手
の

郎
分
は
運
転
席
か
ら
動
か
せ

る
。
波
子
二
人
采
リ
。
十
・
4
4

H

川
レ
!
ル
と
の
セ
ッ
ト
で
定

価
行
問
卜
八
万
円
。

も

と

基板

「スーパーダ ービー」

レ
ー
ル

走
行
式

ー
パ

|
ダ
ー
ビ
ー
」
が
十
二

月
中
旬
、
そ
れ
ぞ
れ
発
光
と

な
っ
た
。

ま
ず
「
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
ボ

ク
シ
ン
グ
」
は

一
人
用
で
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
相
手
、

二
人
用
で
は
二
人
同
時
プ
レ

イ
で
互
い
の
対
戦
と
な
る
ボ

ク
シ
ン
グ
ゲ

l
ム
機
。
プ

レ

イ
ヤ
ー
の
ボ
ク
サ
ー
は
赤
い

ト
ラ
ン
ク
ス
を
は
い
て
お
り

レ
バ

ー
を
左
右
に
動
か
す
と

前
進
と
後
退

(画
面
を
左
右

移
動
)
を
行
な
う
。

パ
ン
チ

は
ジ
ャ
ブ
、
ア

ッ
パ

ー
、
ス

ト
レ
ー
ト
の
三
献
類
が
あ
り
、

ボ
タ
ン
に
て
選
択
し
パ
ン
チ

ボ
タ
ン
で
打
つ
。
さ
ら
に

レ

バ
ー
で
上
下
に
打
ち
分
け
ら

れ
、
仁
万
向
で
相
手
の
朗
日間
、

下
方
向
で
ボ
デ
ィ
ー
へ
の
パ

ン
チ
と
な
る
(
相
手
が
ハ
ン

チ
を
出
し
て
き
た
時
は
顧
と

・ボ
デ
ィ
ー
の
ガ
ー
ド
が
で
き

る
)
。
画
面
下
部
に
パ
ン
チ

の
種
類
と
と
も
に
、
疲
労
度

「ボクシング」

-三菱の トータル ・ビジュアル

エレク トロニクス技術か らl制
発されたTVゲーム朋カラー

ディスプレイ /

・明るく 、シャープな鮮明画像

を写し出すハイフォ ーカスブ

ラウン管採用/

・ニーズに対応したお求めやす

い側絡 /

定
泣
凶
転
式
決
物
機

「
ワ

ン
ワ
ン

メ
リ

l
」
と
レ

l
ル

定
行
式
来
物
機

「
ス
ペ

ー
ス

ビ
ー
ク
ル
」
が
、
附
ホ
ー
プ

(本
社
工
場
川
崎
市
、
小
野

定
良
社
長
)
か
ら
発
売
と
な

っ
て

い
る
。

「
ワ
ン
ワ
ン

メ
リ
|
」
は

ブ
ル
ー
と

ピ
ン
ク
の

h

二
匹
の
犬

、ー

が
ロ
|
リ

、

ン
グ
し
な

戸

が
ら
回
転

再

す
る
も
の

t

で
、
パ
ラ

ソ
ル
が
付

い
て
い
る
。

作
動
時
間
九
+
秒
で

メ
ロ

デ
ィ
ー
二
闘
が

流
れ
る
。
二
人
采
り

で
定
価
五
十
八
万
円
。

「
ス
ペ
ー
ス
ビ
ー

ク
ル
」
は
宇
悩
探
検

人間鵬拘
三重電機

ワンワンメリ ー

9人用メダルゲーム機

セガ社から TV機

スーパーダービー

第252号

低価格

コン".:クト
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|GSC-003型I

-
ゲ
|
ム
コ
ー
ナ
ー
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
に
好
評
発
売
中
/

・
小
さ
な
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
ど
こ
に
で
も
置
け

る
小
さ
な
両
容
出
慨
を
ど
う
ぞ
/

-R新札
発
行
後
は
、
内
部
ユ
ニ
ッ
ト
交
換
で
対
応
し
ま
す

脅
五
百
円
硬
貨
問
答
機
能
付
の
専
用
ム
口
が
新
発
売
に
な

り
ま
し
た
。
(
写
真
庄
は
惇

m台
を
と
リ
つ
け
た
と
こ
ろ
}

スペースピークル

2 

1985年1月15日

ぶ
・
紙
前
号

「
話

題
の
?
ン
ン
総

目
録
」
中
「T
X
|
l
V
8
」

の
価
格
は
定
価
二
百
二
十
九

万
向
の
間
違
い
で
し
た
。
謹

ん
で
訂
正
し
ま
す
。

訂
正

ロ

句、句、
旬、

S
2
0
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ノ
イ
ロ
ー
ゼ

第三種郵便物認可ンシマ:

、
i

仮
に
ノ
イ
ロ

ー
ゼ
と
し
て

一

み
た
の
だ
け
ど
、
要
す
る
に

人

現
代
社
会
を
俳
佃
し
現
代
社

ウ
一
会
を
蛾
尼
し
て
い
る
閣
の
皐

一aM
m

に
つ
い
て
の
話
な
の
で
あ

一る
。

一

時
代
、
時
代
に
よ
っ
て
そ

一の
時
代
が
必
要
と
す
る
人
間

一の
引
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

一時
代
の
社
会
の
要
因
の
均
衡

一の
上
に
ユ
ラ
ぎ
な
が
ら
も
自

号
一
ず
か
ら
決
め
ら
れ
て
ゆ
く
。

2
一

そ
の
微
妙
な
ユ
ラ
ぎ
に
白

汚一
分
を
合
わ
せ
て
各
時
代
の
人

第一
間
は
自
分
の
引
を
決
め
て
ゆ

一く
と
い
う
耐
を
社
会
生
活
と

沼一
言
う
、
」
と
も
で
き
よ
う
。

-一

も
ち
ろ
ん
太
古
の
時
代
か

月一
ら
ど
う
し
て
も
そ
の
時
代
の

引一
中
の
ユ
ラ
ぎ
に
白
分
の
烈
を

5
一あ
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い

唱一
人
人
は
い
た
の
で
あ
り
、
各

れ一
時
代
毎
に
い
ろ
い
ろ
な
対
応

が
所
謂
社
会
か
ら
と
ら
れ
て

し
た
。

い
わ
く
中
世
の
阿
呆
船
、

• • 
ゲームマシン 第三後郵便物認可第252号1985年1月15日(25) 
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ぷ
冶
y
p
h

鎌
先
英
太
郎

間
倒
な
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て

社
会
の
ユ
ラ
ぎ
に
自
分
を
合

わ
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
自

分
が
ユ
ラ
い
で
し
ま
っ
た
人

た
ち
を
船
に
つ
め
こ
ん
で
、

そ
の
船
を
陸
地
に
つ
か
な
い

よ
う
な
と
こ
ろ
へ
さ
っ
さ
と

流
し
て
し
ま
う
。

温
和
し
い
と
こ
ろ
で
は
村

八
分
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
が

村
の
八
分
の
万
も
所
謂
庶
民

で
あ
る
。

向
分
自
身
で
は
金
も
力
も

な
い
哀
れ
な
人
人
で
あ
り
、

そ
の
哀
れ
さ
を
権
力
を
も
っ

オ
カ
ミ
の
立
場
に
置
き
換
え

て
、
オ
カ
ミ
の
権
力
を
守
る

た
め
に
蛸
が
自
分
の
足
を
喰

べ
る
よ
う
な
こ
と
を
熱
心
に

フ
ィ
l
パ
し
て
村
八
分
と
い

う
や
り
方
で
パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
す
る
の
で
あ
る
。

庶
民
は
金
も
カ
も
な
い
か

ら
金
も
力
も
あ
る
人
た
ち
に

つ
い
て
は
卒
直
に
そ
う
い
う

人
が
悠
悠
と
生
き
て

い
る
の

は
偉
い
と
お
も
い
許
せ
る
の

で
あ
る
が
。
同
じ
よ
う
に
庶

民
で
あ
り
、
金
も
力
も
な
い

の
が
悠
悠
と
し
て
い
る
の
に

対
し
て
は
自
分
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
金
も
カ
も
な
い
の
に
、

拘
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
あ

く
せ
く
と
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
な
が
ら
生

き
て
は
い
な
い
こ
と
に
苛
立

ち
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
る
。

や
が
て
そ
の
窃
せ
き
か
こ

う
じ
て
く
る
と
、
村
八
分
が

よ
り
・
攻
撃
的
に
な
っ
て
き
て

魔
女
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
、
中

世
で
は
魔
女
で
あ
っ
た
の
だ

が
マ
ッ
カ

l
シ
ズ
ム
に
な

っ

て
く
る
と
魔
女
と
い
う
名
辞

の
か
わ
り
に
ア
カ
と
い
う
名

降
が
与
、え
ら
れ
た
り
も
し
て

/
¥
ヲ
Q

。
魔
女
に
せ
よ
ア
カ
に
せ
よ

ど
ち
ら
に
し
て
も
社
会
の
ユ

ラ
ぎ
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と

に
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
り

そ
う
い
う
人
た
ち
は
本
当
は

庶
民
の
味
方
で
あ
り
オ
カ
ミ

の
敵
で
あ
る
の
だ
が
、
あ
ま

り
に
も
庶
民
が
貧
し
い
マ
ン

タ
リ
テ

(心
性
)

に
お
か
れ

て
い
る
社
会
で
は
、
庶
民
た

ち
は
そ
の
貧
し
い
マ
ン
タ
リ

テ

(心
性
)
に
耐
え
て
ゆ
く

こ
と
す
ら
出
来
な
い
よ
う
に

な
り
、

昔
か
ら
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
つ
い
狐
は
虎
の
威

を
借
り
た
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
虎
の
威

を
宣
伝
し
て
い
る
番
犬
の
よ

う
な
マ
ス
コ
ミ
に
二
十
四
時

間
白
分
た
ち
の
生
活
を
包
囲

さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
金
も

カ
も
な
い
自
分
た
ち
の
立
場

を
百
八
十
度
転
回
さ
せ
て
金

も
カ
も
あ
る
オ
カ
ミ
と
か
ザ

イ
カ
イ
の
人
た
ち
の
立
場
と

を

一
致
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ

う
し
て
・魔
女
と
か
ア
カ
と
か

を
攻
撃
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、

一
商
で
は
自
分
た
ち
に
金
と

カ
と
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と

は
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
、

金
は
な
く
て
貧
し
く
て
も
心

が
豊
か
で
あ
れ
ば
よ
い
と
か
、

名
も
な
く
貧
し
く
美
し
く
と

か
と
い
う
た
わ
ご
と
を
一言
う

の
だ
。

翻
っ
て
、
本
当
に
貧
し
い

祉
会
の
中
で
心
豊
か
に
生
き

て
い
る
人
た
ち
ゃ
貧
し
い
の

に
美
し
く
生
き
て
い
る
人
た

ち
こ
そ
現
実
の
社
会
で
は
ア

カ
に
さ
れ
た
り
魔
女
に
さ
れ

た
り
阿
呆
船
に
乗
せ
ら
れ
た

• 8・
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キャラクタ書置

邑

り
し
て
し
ま
、
っ
と
も
言
え
る
。

企
業
の
人
事
移
動
と
阿
呆

船
と
の
差
異
が
あ
ま
り
に
も

乏
し
い
こ
と
に
現
代
社
会
で

生
活
し
て
い
る
私
た
ち
は
唖

然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
は

な
い
の
か
。

あ
る
い
は
セ
イ
カ
イ
と
か

ザ
イ
カ
イ
の
派
閥
会
'
い
は
や

は
り
自
分
た
ち
が
阿
呆
船
に

載
せ
ら
れ
た
く
な
い
、

自
分

た
ち
が
外
さ
れ
て
臆
女
と
か

ア
カ
と
呼
ば
れ
て
火
あ
ぶ
り

に
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
の

に
通
成
し
て
い
る
の
で
は
な

し
カ
。

.

ジ
ヤ
ツ
ク

・
デ
リ
ダ
と
か

ジ
ル

・
ド
ウ
ル
ー
ズ
た
ち
が

説
く
よ
う
に
時
代
が
後
に
下

れ
ば
下
る
ほ
ど
、
社
会
の
型

は
非
常
に
微
妙
な
微
細
な
ユ

ラ
ギ
の
均
衡
の
上
に
辛
う
じ

て
成
立
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
夜
の
う
ち
に
ご
く
些
細
な

要
因
が
一
ミ
ク
ロ
ン
で
も
左

か
右
か
に
ず
れ
る
と
型
が
変

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
一
ミ
ク
ロ
ン
の
差
異

の
ユ
ラ
ギ
に
不
幸
に
し
て
気

づ
か
ず
に
い
た
ら
、
そ
れ
こ

そ
三
越
の
オ
カ
ダ
氏
の
よ
う

「
ナ
ゼ
カ
」

と
満
場
で
自
分

一
人
そ
の

何
故
か
を
知
ら
ず
に
、
自
分

一
人
以
外
の
満
場
の
失
笑
を

か
う
こ
と
に
な
り
、

北
回
は
失

笑
を
か
つ
て
も
そ
の
失
笑
は

そ
の
場
限
り
の
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
今
は
ち
が
う
。

ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
で
も
ホ

ー
ム
ラ
ン
だ
け
で
は
な
く
て

単
な
る
ヒ
ッ
ト
で
さ
、
え
も
繰

り
返
し
ま
き
返
し
ビ
デ
オ
で

再
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
何
故
か
は
そ
の
場
だ
け
で

は
す
ま
な
く
て
日
刊
紙
あ
る

い
は
日
刊
紙
だ
け
で
は
な
く

て
週
刊
誌
、
月
刊
誌
と
絶
え

聞
な
く
そ
の
報
道
は
繰
り
返

さ
れ
繰
り
返
さ
れ
る
度
に
培

幅
さ
れ
そ
の
微
細
な
と
こ
ろ

も
虎
の
成
を
借
り
た
狐
の
祝
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憐
造
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ

拡
大
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う

あ
っ
と
い
う
間
も
な
く
現

代
の
魔
女
は
促
成
栽
培
さ
れ

マ
ス
コ
ミ
と
い
う
阿
呆
船
に

載
せ
ら
れ
と
め
ど
な
い
漂
流

を
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
。

カ
ク
エ
イ
氏
な
ど
も
何
と

長
期
間
に
わ
た
っ
て
阿
呆
船

に
よ
る
潔
流
を
強
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
い

か
い
の
阿
呆
船
で
あ
れ
ば
あ

の
く
ら

い
長
い
間
川
一
聞
流
し
て

い
れ
ば
眼
路
は
る
か
水
平
線

の
彼
方
に
そ
の
船
影
は
失
わ

れ
て
い
る
は
ず
だ
。

逆
に
言
、え
ば
オ
オ
モ
ノ
氏

た
ち
で
も
一
度
魔
女
に
仕
立

て
ら
れ
た
ら
さ
っ
さ
と
阿
呆

船
に
釆
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
雑
魚

に
と
っ
て
如
何
に
そ
の
微
妙

な
社
会
の
ユ
ラ
ギ
か
ら
外
れ

る
こ
と
な
く
生
き
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
は
も
う
分
り
き
っ

た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

幼
稚
図
の
イ
ジ
メ
か
ら
は

じ
ま
り
、
人
間
三
人
寄
れ
ば

こ
れ
派
閥
の
は
じ
ま
り
で
あ

る
と
か
の
オ
オ
ヒ
ラ
氏
が
い

み
じ
く
も
述
懐
し
た
と
お
り

な
の
で
あ
る
。

現
代
社
会
で
は
社
会
人
で

あ
れ
ば
誰
で
も
常
に
戦
戦
税

脱
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と

が
強
制
さ
れ
て
い
る
。

自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ

で
自
分
の
知
ら
な
い
時
に
自

分
が
魔
女
や
ア
カ
に
仕
立
て

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
の
か
、
次
の
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
で
自
分
が
何
故
か
を

発
し
た
時
が
自
分
か
魔
女
に

な
る
時
な
の
で
は
な
い
か
。

核
の
問
題
は
あ
ま
り
に
も

大
き
く
、
山
払
た
ち
は
雑
魚
の

よ
う
に
と
り
あ
、
え
ず
阿
呆
船

に
つ
い
て
毎
朝
不
快
な
目
覚

め
を
む
か
え
、
こ
れ
が
こ
う

じ
て
ノ
イ
ロ

ー
ゼ
と
か
不
定

愁
訴
と
か
心
身
続
と
か
に
な

っ
て
ゆ
く
。
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違
憲

憲
を
問
え
る
か

風
営
法
で
最
も
重
い
罪
は

「
無
許
可
営
業
」

問

新
風
営
法
で
は
「
風
な
る
よ
う
に
す
る
行
為
」
で
あ

俗
営
業
」
と
「
風
俗
関
連
営
り
、
風
俗
営
業
の
許
可
の
性

業
」
の
二
時
間
類
に
分
け
て
い
質
は
「
法
律
に
よ
る
一
般
的

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
「
営
業
」
祭
止
を
解
除
す
る
も
の」

と

と
い
う
点
で
は
同
じ
で
す
ね
。
さ
れ
て
い
ま
す
(
シ
リ
ー
ズ

つ
ま
り

「
営
業
」
で
な
け
れ
①
参
照
)
。
許
可
制
は
懲
法

ぱ
新
風
営
法
と
関
係
な
い
。
第
二
十
二
条
第
一
成
で
保
怖

で
は
法
律
k
そ
の
扱
い
は
ど
す
る
「
常
業
の

'U由
」

(
職

う
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
し
業
選
択
の
自
由
)
と
も
関
連

ょ
う
か
。

し

ま
す
の
で
、
新
風
営
法
で

答

簡
単
に
言
え
ば

「
風

新

た

に

「
八
号
営
業
」
が
加

俗
営
業
」
は
新
法
第
二
条
第
わ
り
ま
し
た
が
、
八
号
営
業

一
項
一
回
す
か
ら
八
号
ま
で
に
の
規
定
の
内
谷
に
よ
っ
て
は

規
定
さ
れ
る
営
業
で
、
「
詐
憲
法
違
反
の
疑
い
も
出
て
き

可
」
(
第
三
条
)
の
必
要
な
ま
せ
ん
か
。

も
の
。
「
風
俗
関
述
営
業
」

答

「
注
解
特
別
刑
法
第

は
新
法
抗
て
条
第
問
項
目
号

七
巻
」
風
俗
営
業
等
取
締
法

か
ら
・
4
サ
ま
で
に
脱
定
さ
れ
で
は
、

「
営
業
の
'
凶
山
に
付

る
営
業
で
、
営
業
持
可
を
必
す
る
目弘
法
的
規
制
の
合
憲
性

袈
と
し
な
い
も
の
で
す
。
で

判

断
の
基
準
は
、
そ
の
規
制

す
か
ら
「
許
可
営
業
」
か
ど
が
、
個
人
の
自
由
な
経
済
活

う
か
で
ま
ず
区
別
さ
れ
ま
す
句

動
か
ら
も
た
・
り
さ
れ
る
弊
窓
口

さ
ら
に
後
者
は
「
届
出
営

を
除
去
な
い
し
緩
和
す
る
た

業
」
で
あ
っ
て
、
許
可
営
業

め
の

(風
俗
営
業
等
に
対
す

で
は
な
い
、
と
一
一~」回う
こ

と

が

る
肌
制
な
ど
)
消
極
的
、
警

で
き
ま
す
。
な
お
「
深
佼
欽
祭
的
取
締
の
場
合
」
「
規
制

食
山
常
業
」
の
う
ち
、
消
飢
の
目
的
、
態
械
等
が
A
H
恩
的

を
雌
伏
す
る
も
の
も
刷
出
制
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の

で
す
。
新
法
で
は
「
風
俗
闘
審
併
に
服
す
る
」
(
凶
ぺ

l

述
営
業
」
と
「深
復
飲
食
府
」
ジ
)
と
し
て
、
紋
高
裁
判
決

と

「
興
行
場
営
業
」
を
ひ
っ
の
例
を
示
し
て
い
ま
す
。
同

く
る
め
て

「
風
俗
関
連
営
業
仲
間
で
は
「
一
般
的
に
い
え
ば
」

等
」
と
「
等
」
を
つ
け
、
通
と
し
て
、
風
俗
営
業
等
に
関

反
行
為
が
あ
れ
ば
営
業
停
止
す
る
規
制
は
合
憲
と
さ
れ
る

や
営
業
廃
止
を
命
じ
る
こ
と
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
が
、

が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
「
八日
方
公
業
」
の
場
合
は
そ

つ
ま
リ
「
胤
俗
閥
述
営
業
等
」

の
規
制
内
容
い
か
ん
に
よ
っ

に
該
当
す
る
常
業
に
は

「白
川
て
合
滋
か
ボ
れ
か
が
絞
判
所
で

可
」
は
な
い
の
で
す
。

争
わ
れ
る
こ
と
も
十
分
考
え

聞

で
も
「
許
可
」
の

あ

ら

れ
ま
す
。

る

「風
俗
営
業
L

も
、
許
可

問

例、
え
ば
、
自
分
は
健

の
定
義
が

「法
令
に
よ
り
、

全
な
ゲ
ー
ム
機
で
健
全
な
ゲ

あ
る
行
為
の
一
般
的
な
制
限
、
ー
ム
場
経
営
を
し
て
い
る
に

祭
止
を
特
定
め
場
合
に
お
い
す
ぎ
な
い
か
ら
、
と
い

っ
て

て
の
み
解
除
し
て
、
適
法
に
も
「
風
俗
営
業
」
か
ら
逃
れ
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ら
れ
る
わ
け
が
な
い
の
で
し

ょ、
7
か
。

筈

そ
れ
は

一
般
的
で
あ

っ
て
、
具
体
性
を
欠
く
質
問

な
の
で
答
、
え
よ
う
が
あ
り
ま

せ
ん
。
要
す
る
に
新
法
第
ニ

条
第

一
瓜
都
八
円
ぢ
に
該
当
す

る
営
業
な
ら
ば
「
胤
俗
営
業
」

で
あ
り
、
第
八
号
で
委
任
さ

れ
て
い
る
同
家
公
安
委
員
会

焼
則
と
政
令
と
を
合
わ
せ
て

や
っ
と
「
八
号
営
業
」
が
規

定
き
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う

し
て
規
定
さ
れ
た

「
八
号
営

業
」
に
該
当
す
る
場
合
、
当

然
胤
併
や
U

業
で
あ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
胤
則
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

閉

そ
の
川
崎
則
の
う
ち
紘

も
厳
し
い
の
が

「許
可
制
」

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
法

第
三
条
で
も

「
風
俗
営
業
を

営
も
う
と
す
る
者
は
、
風
俗

営
業
の
種
別

(
:
:
:
)
に
応

じ
て
、
営
業
所
ご
と
に
、
当

日
必
営
業
所
の
所
配
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
以
公
安
委
民
会

の
杵
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
、
こ
れ
に
述

反
す
る
と

「無
許
可
営
業
」

と
し
て

一
年
以
下
の
懲
役
も

し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
ま
た
は

こ
れ
ら
の
併
科
、

と
い
う
新
法
最
高
の
罰
則
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
ね
。

現
行
法
で
も
第
二
条
第

一

項
で
「
営
裟
の
許
可
」
を
定

め
て
お
り
、
ほ
ぽ
同
様
で
す

が
、
補
則
の
7
ち
針
金
三
万

円
以
下
が
瓦
十
万
円
以
下
と

引
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
き

て
、
現
行
法
で
の
違
反
取
締

り
状
況
で
は
具
体
的
に
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

GPワール ド (セガ社)
GP以lorld(Sega)・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・...........7.67

パンチアウト (任天主)
Punch-Out (Nintendo) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・.. . . . . . • • • . . • .7 . 50 

1 2 

@ 

ロードフ ァイター(コナミ)
Road Fighter (1くonami) .......................................7.65 

ナイ トギャル(日本物産)
Night Gal* (Nichibutsu) ........ ...............................7.00 

1 

3 

2 

3 
忍者ハヤテ(タイト ー)
Ninja Hayate (Taito).....…・・一-・・・・・・・….. . . . . . . .…….......7.43 。1 9 4 2 (カプコン)

1942 (Capcom) ..……・・・・・・・・………・・・・・・……・ー・・・・…'6.884 4 

答

こ
れ
は
昭
和
五
十
八

年
度
の
デ
ー
タ
で
す
が
、
風

俗
営
業
等
取
締
法
違
反
事
犯

の
検
挙
総
数
は

一
万
一
千
六

百
八
件
、

一
万
二
千
七
百
六

十
六
人
で
、
辿
反
態
様
別
で

はい
取
も
多
い
の
が

「
営
業
の

時
間
制
限
迫
反
」
三
三

・
七

%
、
次
に
「
年
少
者
使
用
違

反
」
一
四

・
四

%
、

「
客
引

行
為
」
一

四

・
O

%
、

「無

許
可
営
業
」

一
二

・
三

%
:・

.
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

念
の
た
め
一言け
っ
て
お
き
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
検
挙
さ
れ
た

尖
態
で
あ
っ
て
、
述
反
行
為

は
必
ら
ず
し
も
検
挙
と
同
じ

こ
と
に
な
ら
な
い
点
に
留
意

し
て
下
さ
い
ね
。

う
ち
「
無
許
可
営
業
」
は

深
夜
飲
食
自
営
業
で
接
待
な

ど
を
行
な
っ
た
も
の
が
多
く

含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
「
時

間
外
営
業
」
と
の
区
分
も
あ

り
政
雄
に
な
る
の
で
、
注
釈

は
こ
の
純
度
に
し
ま
し
ょ
う
。

聞

で
は
ひ
と
つ
簡
単
な

質
問
と
し
て
、
自
分
の
営
業

が
許
可
の
必
要
な
風
俗
営
業

と
知
ら
な
い
で
、

許
可
な
く

そ
の
営
業
を
営
ん
だ
場
合
は

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。

答

川
法
第
三
十
八
条
第

三
項
に
「
法
律
を
知
ら
ざ
る

を
も
っ
て
非
を
犯
す
立
な
し

と
ね
す
こ
と
を
科
ず
」
と
あ

り
、
こ
れ
は
刑
法
第
八
条
に

よ
り
他
の
法
律
に
も
適
閉
さ

れ
ま
す
。
「
無
許
可
営
業
第
」

は
故
意
犯
で
す
が
、

風
営
許

可
の
必
要
を
知
ら
な
い
と
し

て
も
、
あ
る
い
は
自
分
の
営

業
が
風
俗
営
業
に
該
当
し
な

い
と
々
え
て

い
て
も
、
い
ず

も

「法
休
め
釧
誤
」
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
つ
ま
り

「
故
意
」

を
附
却
し
な
い
わ
け
で
す
。

ご
質
問
の
営
業
が
法
律
上
の

風
俗
営
業
な
ら
、

間
違
い
な

く
無
許
可
営
業
と
な
る
で
し

ょ、っ
。

新
風
営
法
を
勉
強
す
る
会

スーパー ・ドンキホーテ (ユニノ〈ーサル)
Super Don Ouix-Ote (Unlversal) ...........................7.00 

T X-1 (辰巳'屯子)
TXー1(Tatsumi) ・・一..一・・・・・・・・…・……一・・・・・・・・…一.......6.58

2 .5 クラウンズゴルフ ・イン ・ハワイ (エスコ貿易)
Crowns Golf in Hawall (Esco).…………・・…ー・・・・ぃ・・…..6.50@ 

4 6 エキサイ トバイク(任天堂)
Excite Bike (Nintendo)・・・・・…ー・・・・・…一…・・・・・….. . . . . . . . • . 6 . 50 。

ポールポジションII (ナムコ)
Pole Position II (Namco) ....................................6.38 5 7 ミステリアススト ーンズ(データイース ト)

Mysterious Stones (Data East) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......6. 00 1 7 

• • 

サンダーストーム(データイースト)
Thunder Storm (Data East)・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・5.60

ポールポジション(ナムコ)
Pole Position (れlamco) ...…・・ー・・・・・・・…ー・・・・・・・・……・・・5.50

7 

12 

8 

。
グロブダー(ナムコ)
Grobda (Namco)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 . 82 

ノ.::.:;クランド(ナムコ)
Pac-Land (Namco)・・…一・・・・・・・……・・・・・・・…・・・…・・・・…"5.75

6 

7 

8 

9 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ノ〈ッドランズ (コナミ )
Badlands (Konami) …・・・・・・・・・・…・ー・・・・・・・ー……・・・・・・・….5 .13 8 10 忍者くん(タイトー)

Ninja-Kun (Talto) ・・ー・・・・…一-…ー・・…・・…・・・・・・・・……・・5.608 10 
スーパーパンチアウト(任天堂)
Super Punch-Out (Nlntendo)・・…一.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .…'5.07 

コスモス ・サーキ ット(;タイトー)
Cosmos Circuit (Taito)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….. . . . . . . . . . • • • . • • • 4 . 60 

レーザーグランプリ(タイ トー)
Laser Grand Prix (Talto) ・・・・ー・・・・・………・・・・・・…一........4.50

6 

13 

9 

11 

12 

13 

雀王 (新日本企阿)
Jang-oh後 (SNK) ・・・・・・・・・…・・・・・・・.. . • . . . . . . . . . . . . . .…........5.36 

Bーウイン グ(データイース ト)
B-Wings (Data East) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.36

ロー ドランナー (アイレム)
Lode Runner (lrem)・…・・・・・・・………・・・…・・・…・・・・…......5.28

9 

10 

11 

11 

12 

13 
スターウォーズ (アタリ)
Star Wars (Atari) ...…・・ー・・・・・・…・・・・ー…・…ー・…一........4.0011 14 クラウンズコ・ルフ (エスコ貿易)

Crowns Golf (Esco) .............一…・・…ー・…・・・・・・・・….....5.2612 14 
モナコグランプリ(セガ社)
Monaco G. P (Sega) .......……ー・・・・・・・・…一.. . . . . . .. . .. . . 4 . 00 14 15 vsシステム テニス(任天堂)

VS. System Tennis (Nintendo) …・・………・・・・・・・…・・・・・・5.1115 15 

• • 
スタープレイザー (セガ社)
Starblazer (Sega)・・ 2・・・・・・・・・・ー.. . . . . . . . • . . . . • . . . . . .…. . . . • • . . . 4 . 00 

(FLlPPERS) フリ ツノ〈ー

15 15 スターフォース(テーカン)
Star Force (Tehkan)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・ー・・・・・・・・・….....5.00 

メインエベント(新臼本企画)
Main Event (SNK) ・・・・・・・・・・・・・・・・・…一.. . . .一一・・・・・・…・....5.00

23 

5 

@ 

17 

ザ ・ゲームズ (コ・ッ トリーブ)
The Games (Gottlieb) …・・・・・・・・一一・…ー・・……….. . . . . . • . . 7 . 00 

ホーンテッドハウス(コ・ットリ ープ)
Haunted House (Gottlieb) .……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .…"6.50 

エンブリオン (パリ ー)
Embryon (Bally) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.50

ファイアーノfワーII(ウィリアムズ)
Fire Power II (Williams) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….........5.00 

ブラ ックピラミ ッド(パ リー)
Black pyramid (Bally) ・・・・・・・・・・.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 33 

l 

3 

4 

7 

5 

@ 

@ 

@ 

4 

エクイテス (アルファ電子/セガ杜)
Equites (Alpha/Sega) .....……一・・・・……ー・・・……・・・・…'4.93

ギャラガ (ナムコ)
Galaga (Namco) ・・……・・・・・・…ー……………・・・・……・・"4.88

わい・ワイ ジョッキー ・ゲートイン (ジャレコ)
Photo Finish (Jaleco) ..........................................4.78 

対戦空手道 (データイース ト)
VS. Karate Champ (Data East) ・・・・・…・・・・・・….. . . • . . . . . . . . 4 . 78 

パンクノ守ニ ック (セガ社)
Bank Panic (Sega) .....………・・・・・・…・・・・・・…・・・・・・・・…"4.60

ジャンゴウナイト (日本物産)
Jangou Night骨 (Nichibutsu) .................................4.67 

16 

14 

22 

17 

13 

41 

18 

19 

20 

@ 

23 

22 

• • 
調査ご筋力庖 (順不岡)

レナパーク(東京 ・続街)、ロサ ・ゲームランド OlOi(・池袋)、 ドり ームイン和I原町 (!j( 1:6 .同条河原

町)、タイトースペシャル(大飯 ・線問)=~附タイト ー ; J & B (東京 ・神田)、UFO(東京 ・鴬谷)、

セガセンター ・ニュー光{大阪 ・心斎橋)、モンテカJレロ立命(京都 ・北区)=1仰セガ ・エンタープライ

ゼス・ ゲームスペース ・ミライヤ (東京 ・¥1111:11)、プレイシティキャロ y ト新街庖 (米京 ・新t討)、ビ

‘グキャロ ット新俄I，'j(東京 ・新総)、なん1;1."シティビッグキャロッ ト (大阪・鰍波)=側ナムコ ， ゲ

ームスポット・チェスター(大阪 ・梅岡)、アメ ニテ ィパー7・，)ノ千日前広 (大阪 ・r.IIII可)=(附アポ

カーユパルプラザ{東京 ・新宿)=(附エスコ貿易 ; ワールドゲーム ・ミヤコ(米京 ・紙約)=(悌

来れャビオー ト; ゲームプラザ ・シルピア(東京 ・新裕)=(悌東京'71レサン ; 名鉄レジャ y ク (名

古屋 ・駅前iJ)=体制水野商会; ビデオイ ン ・キャッスル(小倉 ・駅前)=伽太平会館; ビデオイン ・マ

ツヤ (J?;f，~ .今111川)=仰向rnil話会; 卓造ゲームセンター(大阪 ・-li.造)=準興業({d ; ボウルタカハ

シ ・ゲームセンター (大阪 ・阿倍野)=仰大阪サービスゲームス.

ドルアーガの塔 (ナムコ)
The Tower of Druaga (Namco) ..............................4.56 

セ、ビウス (ナムコ)
Xevious (Namco)・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・….. • . . . . . . .4 . 53 

銅査ロケーシヨンのi空軍機栂を宛よりと人気度か勺見たランク付けで、各オヘレーターの判断

によるデー?を集計、 せの平均値告示したむの 数字の意味は'0:これ以上ない場発的な人気
と売上11、9:すはらしい人気と売よけ、 8:大変いい人気と売上11、7 いい人気と売上げ、

6・まあいい人気とヲをより、 5:平均約'ibの、 4 平均以下(以下省略}

谷 The丁目ditionalJapanese Games 
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@ 

@ 

評価

(RATING) 
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FO RTYLLOVE 
図

Lフ方ーティー・ラフ】目
ズーム戸ツブするコートの中でのストローク合戦。

あるいは素早くネットへ詰めよってのボレ一、相手

の不意をつく口一ブ、スマッシユなど実戦さながら

の本格的プレーが楽しめます。

p c、 .、
に〉'

a声‘
_-，}f 

フランス生まれのキスカラーラボシステム

d e F R A N C E 

コインを入れると音楽ガ鳴り、①のボ

タンを押すと、パックンの手ガターン

テイフルの函!こ下ガります。 rヨーイ

ッスタートJ の音声と共に、キャンデ

ィを手の平|こ乗ゼ(100%手の平に乗る

様怠惰造)②のボタンで閉じたり開い

だりしているパックンの口にタイミン

クよくキャンディを入れると、その繁

昌ガ下の受口から出て来ます。

収益性の高いカラー写真 l時間仕上・

キスカラープリントでお届の活性化
カラーDPは庖頭仕上の時代です。

.ハイスヒ二一ド
高さ198cm、幅200cm、奥行73cm

プリント仕上げ STANDARD TYPE 
EXPRESS TYPE 

分(320枚/時)
3分(420枚/時)

.口ーコスト
システム価格で422万円、原材料もローコスト。

-省スペース
設置床面積l.5m'(フィIレムドライヤーを含む。)

-省エネルギー
水、電力の使用量を最低におさえる省エネ設計。

-シンプルな操作 株式会社!3-r'トJ
操作は簡単で、専門の技術は必要なし。

‘ 
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Since the end of last year，“Family 
Computer" of Nintendo Ltd. of Kyoto 
has sold explosively， and the toy 
corners of department stores have 
been crowded with shoppers who want 
to buy “Family Computer". Despite 
Nintendo's full-scale production to 
meet demand，“Family Computer" has 
been sold out across Japan. Thus， 
Nintendo is letting out a“screech of 
joy" . 

Nintendo's“Family CQmputer" is a 
home computer console for consumers 
unveiled in J uly 1983. .Although its 
retail price is low a t 14，800 yen， it is 
capable of offering a fine screen play. 
by means of 53 colors and 6，144 dots， 
thereby attracting ordinary consumers 
_ chiJdren， among others， including 
junior high school children in the 
main. Thus，“Family Computer" is 
beginning to boom. Game cartridges 
are also cheap _ 3，800 yenjcartridge _ 
graduaUy becoming popular due to 
announcemerit of hit games， such as 
“Donkey Kong" and “Popeye吋 and
“F-l Race" one after another. At 
present， there are 20 odd cartridges of 
Nintendo's own make， several car-
tridges of Namco Ltd. including “Pac-
Man" and “Xevious，" Hudson Soft's 
“Lode Runner ，" totaling about 30 
cartridges. 

“Family Computer" consoles have 

レバーと戸ームボタンを上手に操作して、悪の忍者軍団

により、さらわれた姫を較い出すまでのストリー性のあ

るレーザーディスク第4弾.グ

減の中に無数に仕掛けられだ震、忍者軍団、妖怪疋ちの

政撃をレバーとボタンでタイミングよくかわし、撃破し

て行く痛快忍者ゲームです。 • • 

• 

• • 

so far been sold 011 the domestic mar-
ket alone. However， there has been a 
conspicuous increase in demand. Dur-
ing the period from July 1983 to 
August 1984， 1，400，000 .units were 
shipped; 800，000 units for 4 months 
from September to December ・1984.
Thus， a total of 2，200，000 units were 
shipped by December. However， by 
mid-December “Family Computer" 
had been sold out across Japan. To 
meet increasing demand， Nintendo in-
creased its monthly production capa-

Nintendo's "F・1Race" Namco's "'Xevious" 

、

ι

・.

Nintendo's“Family Computer" 
(Console) 

bility to the 200，000 units range in 
1984， and is planning to expand it to 
the 300，000 units range from January 

this year. Thus， Nintendo has done its 
best to respond to the possibility that 
“FlI!Ilily Computer" wil1 boom unpre-
ceden tedly. 

Apart from the favorable domestic 
situation， Nintendo is preparing to 
export “Family Computer" to foreign 
countries. As the first step， Nintendo 
will exhibit it at the lnternational 
Winter Consumer Electronics Show to 
be held in Las Vegas in J anuary 5 _' 8， 
1985. Elaborate， sophisticated home、
video games， which have not been 
available on the American market， will 
be exhibited in the U.S.， and this wiU 
help the American video g釘nemarket 
to enter into a new phase. lt is expect-
ed that its exhibition will also bring 
wonderful results to the coin-op busi・
ness. 

At first， Nintendo expected that a 
cumulative total of domestic sales of 
“Family Computer" wil1 reach 
4，000，000 units; now， however， the 
final total is estimated at 5，500，000 
units. If so， about 15% 0[，37，000，000 
families in Japan will have “Family 
Computer". This signifies that the 
healthy nature of amusement video 
games has been gradually reviewed. 
Additionally， Nintendo is preparing 
for exports. These moves are worth 
watching. 

Konami GmbH Was 
Established In Frankfurt 
By Konami Industry 

On December 26， Konami Industry 
Co.， Ltd. of Osaka announced that it 
established a subsidiary， Konami 
GmbH， in Frankfurt an Main， as a 
sales base in Europe. 

Capitalized at 400，000 German 
Mark (fully paid by Konami)， Konami 
GmbH of Frankfurt an Main was 
established on December 19. lt will 
re'portedly set about sales of Konami 
Industry's coin-op vide，o games， their 
PC boards， and video game cartridges 

Sega Intends To Estab 

A Subsidiary In The U.S . 

• 
On December 26， in reply to 

Game Machine's inquiry， Hayao 
Nakayama， president of Sega Enter-
prises， Ltd. of Tokyo stated that Sega 
will establish a subsidiary in the U.S. 
in March or April， 1985， to make it 
serve as a sa)es base for its coin-op 
video games. 

Since Sega Electronics U.s. was 
bought by Bally Manufacturing Corp. 
of Chicago in the summer of 1983， 
Sega of Japan's products have been 
supplied to the U.S. market mainly by 
Bally Midway Mfg. Co" a Bally Mfg. 
Corp.'s subsidiary. According to an 
agreement between the two com-
panies， this supply has been continued 
in such a manner that Bally has the 
first refusal right concerning Sega's 
games. This agreement will expire in 
March 1985 

On December 13， Bally Mfg. Corp. 
announced that it will dramatieally 

本社東京都千代田区平 河町 2丁目 5番 3号
タイトーピル;a03(264)8611{大代表}〒102

TAITO CORPORATION 
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カラー・ラボシステムの販売・リース・サービ、ス/サービ、スロボットのレンタjレ・販売・ロボットのイベント企画
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reduce the amusement games division， 
and also write off $150 million. Bally 
has continued to incur a huge loss for 
two years in respect of its amusement 
games equipment business. Bally， how-
ever， is not the only sufferer. AlI other 
むnusementgame manufacturers in the 
U.S. are suffering from the general 
market sluggishness. It is often said 
that the American coin-op videos 
business is in its worst condition. 

According to Nakayama， there are 
possibilities of recovery， since the 
American market is changing for the 
worse. He said that “Good games can 
surely be sold in the U.S. market， if 
done adequately." According to him， 
the said subsidiary that will serve as a 
sales base， will be opened when the 
agreement with Bally will terminate， 
and it wil1 probably be located in 
Chicago. The new subsidiary wiU con-
sist of 10 staffs， and it is said that 
David Rosen， a founder of Sega Enter-
prises， may again become a staff. 

Although this subsidiary is under 
consideration， it will most probably 
enliven the American video game busi-
ness， if Sega of Japan establishes it in 
Chicago， and advances into the Amer-
ican market in earnest. 

for MSX personal computers in the 
European market. 

Konami Industry already has 
Konami Co.， Ltd. of Tokyo， a domes-
tic subsidiary intended for sales， and 
has two overseas sa)es subsidiaries， 
Konami Inc. of Chicago， U.S.A. and 
Konami Ltd. of London， U.K. Thus， 
Konami GmbH is the third overseas 
sub.sidiary. 

Konami Industry is strengthening 
the export of video game cartridges for 
MSX personal computers， -and is ex-
porting “Hyper Olympic，"“Hyper 
Sports，"“Circus Charlie，" etc. Konami 
intends to export 200，000 units to the 
U.K.， 400，000 units to West Germany， 
400，000 units to France， 200，000 
units to the U .S. and 100，000 units to 
the other countries _ 1，300，000 units 
in totaL 

直径3，500'%向型

コンパフトに置ける

詳し くは下記へお問い合わせ下さい

ASAHI醐IN日間NGCO.， Ltd. 
1387 -2 T annOWQ 
OSAKA JAPAN 

Misokトcho Sennon-gun 
TE L 07249-4-3063・0783
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フレキシ:刀Mこ ユ=パーザルシステム.。
女ユニバーサルシステム1は年に2-3本の作品を提供します。

ユニバーサルシステム1仕様汎用キット

「スーパー・ドンキホーテJ

も発売しています。

0フロントオープンで
メンテナンス作業は

非常に楽です。

0ステレオで音響効果

の迫力満点。

O戸ジャスター付き。

4 4ずるぞ~)
~Wí~Iå=予哲52K7承下きV

(23歩訟ので、
(Y/-
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• スーパー・ドンキホ1 ア

仕様/ 1800(H) x 640(W) x 800(0) m/m AC100V 50/60Hz 180W (20勺 W95・2835

株式会社ユニバーサル
本社 干323栃木県小山市荒井561第三工業団地

ユニバーサル販売株式会社

EXPO肉TOIVISION 
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